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（別紙）

評価書様式

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式

１．評価対象に関する事項

法人名 独立行政法人労働者健康福祉機構

評価対象事業年

度

年度評価 平成 27 年度（第３期）

中期目標期間 平成 26～30 年度

２．評価の実施者に関する事項

主務大臣 厚生労働大臣

法人所管部局 労働基準局 担当課、責任者 計画課 課長 富田 望

評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 玉川 淳

主務大臣

法人所管部局 担当課、責任者

評価点検部局 担当課、責任者

３．評価の実施に関する事項

４．その他評価に関する重要事項
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式

１．全体の評定

評定

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況

※過年度の総合評定は別添「総合評定」の算出方法により算出願います。

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度

Ｂ Ｂ

評定に至った理由 項目別評定は 13 項目中、Ｂが 12 項目、Ｃが１項目であった。また、全体の評定を引き下げる事象もなかったため、厚生労働省独立行政法人評価実施要領に定める総合評定の

評価基準に基づき算出した結果、Ｂとした。

２．法人全体に対する評価

法人全体の評価 全体として、おおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。「労災疾病等に係る研究開発の推進等」、「勤労者医療の中核的役割の推進」及び「円滑な職

場復帰や治療と就労の両立支援の推進等」などの重要度の高い事項についても目標を達成する取組がなされている。

なお、本年度の評価結果については、「平成 26 年度における独立行政法人の業務の実績及び平成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の中期目標の期間における業

務の実績に関する評価の結果についての点検結果」（平成 27 年 11 月 17 日付独立行政法人評価制度委員会）の意見及び独立行政法人評価に関する有識者会議での意見を踏まえ、

「独立行政法人の評価に関する指針」に則り評価を実施した。

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項

なし

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など

項目別評定で指摘した

課題、改善事項

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項

平成 27 年度に 78 億円の当期損益を発生させており、繰越欠損金が悪化している。中期目標で示す「平成 28 年度を目途」で、経営改革、経営改善を行うこと等により、繰

越欠損金を解消させる取組が必要。

その他改善事項 なし

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項

なし

４．その他事項

監事等からの意見 一点目に、平成２６年度に発覚した障害者雇用状況の虚偽報告問題については、平成２７年度を通じて適正な雇用率が維持され、再発防止策も策定されたことを確認している。

独立行政法人としての社会的な立場を踏まえ、高度な倫理観や法令順守精神、健全な組織風土が一層確立されるよう期待したい。

二点目に、政策医療と地域一般医療の双方の役割を担う労災病院の将来像、あるいは存在価値がより一層高まり、我が国に貢献していけるような、そういった観点にたち、経

営改革、経営改善に、引き続き役員、幹部が尽力されることを期待したい。

その他特記事項
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№

備考 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№

備考

26 年

度

27 年

度

28 年

度

29 年

度

30 年

度

26 年

度

27

年度

28

年度

29

年度

30年

度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

研究所の業務との一体的実施
Ｂ○ Ｂ○

１－１ 指標設定

困難
業務運営の効率化に関する事項 Ｂ Ｂ

２－１

すべての業務に共通して取り組

むべき事項
Ｂ Ｂ

１－２ 指標設定

困難

労災疾病等に係る研究開発の推

進等
Ｂ○ Ｂ○

１－３

勤労者医療の中核的役割の推進
Ｂ○ Ｂ○

１－４

円滑な職場復帰や治療と就労の

両立支援の推進等
Ｂ○ Ｂ○

１－５

地域の中核的医療機関としての

役割の推進
Ａ Ｂ

１－６

産業保健活動の積極的な支援と

充実したサービスの提供推進
Ｂ○ Ｂ○

１－７

優秀な人材の確保、育成 Ｂ Ｂ １－８

未払賃金の立替払業務の着実な

実施
Ａ○ Ｂ○

１－９

納骨堂の運営業務 Ｂ Ｂ○ １－１０

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

財務内容の改善に関する事項 Ｃ Ｃ ３－１

Ⅳ．その他の事項

その他業務運営に関する重要事項
Ｃ Ｂ

４－１ 指標設

定困難

重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１ 研究所の業務との一体的実施

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

独立行政法人改革等に関する基本的な方針について（平成 25年 12 月 20 日行政改革推進会議独立行政法

人改革等に関する分科会）

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案（平成 27 年２月

24 日閣議決定、平成 27年４月 24日成立、平成 27 年５月７日公布）

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決

議（平成 27 年４月 23 日参議院厚生労働委員会）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第１号

業務方法書第４条第１項第１号

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」・難易度：「高」
統合効果を最大限に発揮するための研究の推進を図る取組については、安衛研が持つ労働災害防止

に係る基礎・応用研究機能と労災病院が持つ臨床研究機能との一体化という、国内では初めてのチャ
レンジングな取組であり、また、我が国の勤労者医療政策に資する研究としては、重要な位置づけと
なるものである。

関連する政策評価・行政事業

レビュー

－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

予算額（千円） － －

決算額（千円） － －

経常費用（千円） － －

経常利益（千円） － －

行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

従事人員数（人） － －

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

第２ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する事項

第１ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する目標を

達成するためと

るべき措置

第１ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する目標を

達成するためと

るべき措置

＜主な定量的指

標＞

なし

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○研究所と機構

の研究機能の一

体化による効果

を最大限に発揮

できる体制を構

築するとの観点

から、組織・業

務の在り方が検

討されている

か。

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置

評定：Ａ

以下のとおり、

年度計画の定める

ところにより、労

働災害防止に係る

基礎・応用研究及

び労災病院の労災

疾病に係る臨床研

究に加え、日本バ

イオアッセイ研究

センター事業を一

体的に実施するこ

とによる効果を最

大限に発揮できる

体制の構築に取り

組んだ。両法人が

それぞれ有する基

礎・応用研究機能

と臨床研究機能と

の一体化について

は、統合等に当た

り改正された第３

期中期目標にも示

されているよう

に、組織の成り立

ちや研究の実施体

制等の異なる法人

間での基礎・応用

研究機能と臨床研

究機能との一体化

という国内では初

めてのチャレンジ

ングな取組であ

り、体制の構築に

おいて、関係機関

での相互の理解、

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目標

の所期の目標を達成していると評

価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

研究所の業務との一体的実施に

ついては、組織の成り立ちや研究

の実施体制が大きく異なる法人間

で、労働災害防止に係る基礎・応

用研究機能と臨床研究機能との一

体化という国内では初めてのチャ

レンジングな取組であることに加

え、国の委託事業の日本バイオア

ッセイ研究センター事業も統合法

人が一体的に実施するという困難

な取組であったことから、法人で

は両研究所との間で、ワーキング

グループを 36回、研究者の打合せ

を 10回実施するほか、お互いの研

究成果の発表・理解、施設の視察、

頻回にメールで打合せを行う等精

力的に検討を重ね、以下の体制等

を整備することにより、円滑に新

法人の発足につなげたことは高く

評価できる。

①一体化による相乗効果を最大

限発揮できる研究として「重

点研究５分野を設定」したこ

と、

②統合による管理部門の集約に

より、研究・試験等が機動的

かつ能動的に実施できるよう

Ⅰ 研究所の業

務との一体的実

施

Ⅰ 独立行政法

人労働安全衛生

総合研究所の業

務との一体的実

施

Ⅰ 独立行政法

人労働安全衛生

総合研究所の業

務との一体的実

施

Ⅰ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務との一体的実施

機構の業務と

密接に関連する

研究所の労働災

害防止に係る基

礎・応用研究機

能と労災病院が

持つ臨床研究機

能との一体化に

よる効果を最大

限に発揮できる

体制を構築する

との観点から、

組織・業務の在

り方について検

討すること。

独立行政法人

労働者健康福祉

機構（以下「機構」

という。）の業務

と密接に関連す

る独立行政法人

労働安全衛生総

合研究所（以下

「研究所」とい

う。）の労働災害

防 止 に 係 る 基

礎・応用研究機能

と労災病院が持

つ臨床研究機能

との一体化によ

る効果を最大限

に発揮できる体

制を構築すると

の観点から、組

織・業務の在り方

について検討す

る。

平成28年４月

の独立行政法人

労働安全衛生総

合研究所（以下

「研究所」とい

う。）との統合に

向けて、研究所

の労働災害防止

に係る基礎・応

用研究及び労災

病院の労災疾病

等に係る臨床研

究に加え、国が

委託事業として

実施している化

学物質の有害性

調査（日本バイ

オアッセイ研究

センター事業）

を統合法人が一

体的に実施する

ことによる効果

を最大限に発揮

できる体制を構

労働者健康福祉機構（以下「機構」という。）と労働安全衛生総合研究所との統合に関しては、

「独立行政法人労働安全衛生総合研究所及び独立行政法人労働者健康福祉機構の統合に当たっ

ては、管理部門等の組織の効率化に努めるとともに、労働者の健康をめぐり諸課題が発生して

いることから、労働安全衛生総合研究所の労働災害に係る基礎・応用研究機能と労災病院が持

つ臨床研究機能との一体化による研究の充実など、統合による相乗効果を最大限発揮できるよ

う有効な措置を講ずること。」（４月 23日参議院厚生労働委員会付帯決議）を踏まえ、統合によ

る相乗効果を最大限発揮できるよう、機構、労働安全衛生総合研究所、中央労働災害防止協会

（日本バイオアッセイ研究センターの当時の運営主体）及び厚生労働省が一体となって、研究、

組織・人員、予算・設備等多岐にわたる課題の検討を行った。

旧労働安全衛生総合研究所、旧労働者健康福祉機構及び日本バイオアッセイ研究センターは、

設立から今日に至るまでの歴史や労働環境が異なっており、また、労働安全衛生総合研究所（２

施設）は専従の研究者を配置している一方、労災病院（32 病院）、吉備高原医療リハビリテーシ

ョンセンター及び総合せき損センターは医師等が臨床を行いつつ研究を実施しているなど研究

の実施体制も大きく異なっているため、厚生労働省の両法人の所管部署、法人間で相互の理解、

現状の共有をすること自体に多大な労力を要した。その中でワーキンググループ（36 回）や研

究者の打合せ（10 回）のほか、頻回にメールで打合せを行うなど精力的に検討を重ね、以下の

体制等を整備することにより新法人の発足につなげた。

・統合効果を発揮する研究・試験等が機動的かつ能動的に実施できるよう組織体制の見直しを

行い、総合的な企画調整等を行う部門として、新たに「研究試験企画調整部」を設置するこ

ととした。

・研究の基盤や背景が異なる基礎研究者と臨床研究者との間で十分で活発な意見交換や意思疎

通による交流を図るための協議会を設置することとした。

・労災病院で長年蓄積している病職歴データベース（労働者の職歴と疾患に関する調査データ）

について、臨床研究だけでなく、基礎・応用研究にも有効活用するため、新規項目を追加す
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築する。 る等の見直しを図った。

また、労働安全衛生総合研究所が持つ労働災害防止に係る基礎・応用研究機能と、労災病院

が持つ臨床研究機能との一体化による効果を最大限発揮できる研究として、以下の５分野に取

り組むこととした。

なお、従来から行っている「労働者の健康・安全に係る重点的な研究」、「労災疾病等に係る

研究開発」については、法人統合後も後退することがないよう取り組むこととしている。

① 過労死等関連疾患（過重労働）

過労死等の危険因子（労働要因、生活要因、健康状態等）やそれと過労死等をもたら

す疾患との関連の解明・効果的な予防対策等に資する研究を行う。

② 石綿関連疾患（アスベスト）

労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化に資する研究を行う。

③ 精神障害（メンタルヘルス）

職場復帰のプロセス等に関する調査研究を実施し、メンタルヘルス不調の予防のため

の方策及び精神障害に罹患した労働者の職場復帰を促進する要因を検討する。

④ せき損等（職業性外傷）

せき損等の職業性外傷の疾病研究等を踏まえ、予防策、モデル医療の策定及び生活支

援策の検討を行う。

⑤ 産業中毒等（化学物質ばく露）

産業中毒等化学物質ばく露の原因究明や対応策の検討を行う。

現状の共有、検討

等に多大な労力を

必要とする難易度

が高いものである

ことから、評定を

一段階引き上げて

自己評定を「Ａ」

とした。

（１）統合による

管理部門の集約に

よる合理化を考慮

しつつ研究試験企

画調整部の設置等

新法人が実施する

研究・試験等を推

進していく体制を

構築した。

（２）統合効果を

最大限発揮できる

研究として５分野

に取り組むことと

し、分野ごとに研

究内容、研究の手

法等について検討

を重ね研究体制を

構築した。

＜課題と対応＞

－

に、総合的な企画調整等を行

う「研究試験企画調整部を設

置」することとしたこと、

③研究の基盤や背景が異なる基

礎研究者と臨床研究者との間

で、活発な意見交換や意思疎

通による交流を図るための

「協議会を設置」したこと、

④労災病院で長年蓄積した病職

歴データベースを、基礎・応

用研究にも活用するため新規

項目を追加する等「病職歴デ

ータベースの見直し」を行っ

たこと。

また、従来から行っている「労

働者の健康・安全に係る重点的な

研究」、「労災疾病等に係る研究開

発」については、法人統合後も後

退することがないよう取り組むこ

ととしていることは評価できる。

【難易度：高】【重要度：高】

独立行政法人に係る改革を推進

するための厚生労働省関係法律の

整備等に関する法律案に対する附

帯決議（平成27年４月23日参議院

厚生労働委員会）において、「労

働者の健康をめぐり諸問題が発生

していることから、研究所の労働

災害防止に係る基礎・応用研究機

能と労災病院が持つ臨床研究機能

との一体化による研究の充実な

ど、統合による相乗効果を最大限

発揮できるよう有効な措置を講ず

ること」とされ、これらの統合に

よるメリットや期待される相乗効

果が労災補償行政、労働安全衛生

施策に資することは重要度が高

い。また、研究所の労働災害防止

に係る基礎・応用研究機能と労災

その際、成果

の効果的・効率

的な普及につい

ても検討するこ

と。

その際、成果の

効果的・効率的な

普及についても

検討する。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞

＜今後の課題＞

平成 28 年４月に、統合による効果を最大限発揮できる体制として、研究所と労災病院がそれ

ぞれ行う研究・試験全体の企画、実施等の調整を行う機能を有するための部門を設置することが

課題である。

＜反映状況＞

機構と労働安全衛生総合研究所の統合に関しては、統合による効果を最大限発揮できる体制

として、本部に研究試験企画調整部を設置し、機構における研究・試験等が機動的かつ機能的に

実施できる体制を構築することとした。
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病院が持つ臨床研究機能との一体

化という、国内では初めてのチャ

レンジングな取組であり困難度が

高い。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

（有識者からの意見）

評価の時点では統合前であるこ

とから、統合をもって評価するの

ではなく、統合後のマネジメント

によってどのような成果を出した

のかということを評価すべきであ

る。

＜その他事項＞

特になし。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－２ すべての業務に共通して取り組むべき事項

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

―

当該項目の重要度、難易

度

― 関連する政策評価・行政事業

レビュー

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

予算額（千円） － －

決算額（千円） － －

経常費用（千円） － －

経常利益（千円） － －

行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

従事人員数（人） － －

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。



- 9 -

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

Ⅱ すべての業

務に共通して取

り組むべき事項

Ⅱ すべての業

務に共通して取

り組むべき事項

Ⅱ すべての業

務に共通して取

り組むべき事項

＜主な定量的指

標＞

なし

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○外部の学識経

験者等により構

成される業績評

価委員会により

業績評価が実施

されているか。

○業績評価の結

果、業務実績を

公開し、国民等

からの意見・評

価を求めるとと

もに、これらが

事業運営に反映

され、業務改善

の取組を適切に

講じているか。

Ⅱ すべての業務に共通して取り組むべき事項 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

（１）内部業績評

価の実施

全ての事業

及び施設で BSC

を用いた内部

業績評価を実

施。

（２）業績評価委

員会の実施

外部有識者

からなる業績

評価委員会を

６月及び 12 月

に実施。

（３）事業実績の

公表

事業実績は

ホームページ

の「当機構の業

務実績に対す

るご意見の募

集について」に

掲載。

＜課題と対応＞

－

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目標

の所期の目標を達成していると評

価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

法人の内部業績評価要領に基づ

き、全ての事業（６事業）、施設（90

施設）において、①利用者、②質

の向上、③財務、④効率化、⑤組

織の成長と学習の５つの視点から

のバランス・スコアカードを用い、

平成 27 年度の目標を設定し、平成

26 年度決算期及び平成 27 年度上

半期の内部実績評価を実施しPDCA

サイクルによる業務改善を図って

いる。

また、目標と実績にかい離があ

る事項に関しては原因分析を行

い、次期のバランス・スコアカー

ドに反映させ更なる業務改善を促

すとともに、バランス・スコアカ

ード制度の定着及び職員の理解度

向上のため、「新任管理職研修」等

でバランス・スコアカードの運用

方法等について議論を行ってい

る。

さらに、外部有識者による業績

評価委員会を６月と 12 月の年２

回開催し、当該委員会の意見を踏

まえ、①障害者雇用状況の虚偽報

告に関する再発防止策として平成

26 年度に改正した事項を、コンプ

業績評価を実

施し業務運営へ

反映させるとと

もに、業績評価

の結果や機構の

業務内容を積極

的に公表し、業

務の質及び透明

性の向上を図る

こと。

（１）業績評価の

実施

業務の質の向

上に資するため

、内部業績評価

に関する業績評

価実施要領に基

づき、独立行政

法人労働者健康

福祉機構（以下

「機構」という

。）自ら業務実績

に対する評価を

行い翌年度の業

務運営に反映さ

せるとともに、

内部業績評価制

度による業務改

善の効果につい

て検証しつつ、

制度の定着を図

る。

ア 内部業績評価実施要領に基づき、全ての事業（６事業）、施設（90施設）においてバランス・

スコアカード（以下、「ＢＳＣ」という。）を用いて、５つの視点（利用者、質の向上、財務、

効率化、組織の成長と学習）から平成27年度の目標設定後、平成26年度決算期及び平成27年度

上半期の内部業績評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を図った。また、目標と実

績に乖離がある事項に関して原因分析を行い、次期のＢＳＣに反映させ更なる業務改善を促し

た。

イ ＢＳＣ制度の定着及び職員の理解度向上のため、「新任管理職研修」、「中堅事務職員研修」に

おいてＢＳＣの運用方法等についての講義を行った。

外部有識者に

よる業績評価委

員会を年２回開

催し、事業ごとに

事前・事後評価を

行い、業務運営に

反映させる。ま

た、業績評価結果

については、イン

ターネットの利

用その他の方法

により公表する。

また、外部有識

者により構成さ

れる業績評価委

員会による業務

実績に対する事

後評価及び翌年

度業務運営に対

する事前評価を

実施し、その結果

をホームページ

等で公表すると

ともに、業務運営

に反映させる。

２ 業績評価委員会の実施と評価結果等の公表

学識経験者４名、経営者団体代表者２名、労働者団体代表者２名からなる「業績評価委員会」

を６月と 12 月に開催し、外部有識者の意見を業務運営に反映させた。

【第１回業績評価委員会】（平成 27年６月 16日開催）

・平成 26年度の業務実績について

【第２回業績評価委員会】（平成 27年 12 月 25 日開催）

・厚生労働大臣による平成 26年度業務実績評価について

・平成 27年度上半期業務実績について

・独立行政法人労働安全衛生総合研究所との統合について

・第１回業績評価委員会における提言、意見への対応状況について

業績評価委員会における主な意見を踏まえ、平成 27 年度は以下の点について業務の改善等を図

った。

・コンプライアンスの継続的な取組については、障害者雇用状況の虚偽報告に関する再発防
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止策として平成 26年度に改正した事項を、規程等に則した具体的な取組により、遵守、徹

底しているが、この取組を継続的なものとするため、本部等で行われる各種会議や集合研

修等で引き続き周知を図るとともに、毎年６月第２週をコンプライアンス強化週間と定め

て、全施設において毎年度計画的にコンプライアンスに関連する研修会や講演会等を行い、

全職員のコンプライアンス意識の充実と向上を図る仕組みの一つとしている（法令の遵守

については、項目別評定調書№４－１にて詳述する。）。

・労災病院ならではの臨床評価指標については、本部に設けられた医療の質の評価等に関す

る検討委員会において、①労災病院特有のものとして加えるべき項目、②既存の指標の見直

し、③労災病院特有のもの以外で新たに加える項目、④その他の意見と４つの項目について

検討を開始し、平成 28年度中には総合的な結論を出すこととした。

「業績評価委員会」における業績評価の結果及び評価の際に指摘された事項の改善策について

は、ホームページで公表した。

ライアンスの継続的な取組とする

ため、新たに毎年６月第２週をコ

ンプライアンス強化週間と定め

て、全施設において計画的にコン

プライアンスに関連する研修会や

講演会等を行い、全職員のコンプ

ライアンス意識の充実と向上を図

ることとしたこと、②労災病院な

らではの臨床評価指標について、

医療の質の評価等に関する委員会

の検討を開始することとして、業

務運営に反映させている。

なお、各事業の業務実績は、ホ

ームページで公表されており、当

該サイト内に「当機構の業務実績

に対する意見の募集について」の

ページを設け、国民等から広く意

見を聴取する窓口が設けられてい

る。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

特になし。

＜その他事項＞

特になし。

（２）事業実績の

公表等

３ 事業実績の公表

毎年度、決算終

了後速やかに事

業実績等をイン

ターネットの利

用その他の方法

により公開する

ことにより、業務

の透明性を高め

るとともに、広く

機構の業務に対

する意見・評価を

求め、これらを翌

年度の事業運営

計画へ反映させ

ることを通じて、

業務内容の充実

を図る。

各事業の業務実績はホームページで公表するとともに、当該サイト内に「当機構の業務実績に

対するご意見の募集について」のページを設け、国民等から広く意見を聴取する窓口を設けてい

る。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－３ 労災疾病等に係る研究開発の推進等

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

社会復帰促進等事業（労働者災害補償保険法第 29条第１項第１号）

独立行政法人労働者健康福祉機構法案に対する附帯決議（平成 14 年 12 月 5 日参議院厚生労働委員会）

独立行政法人整理合理化計画（平成 19年 12 月 24 日閣議決定）

アスベスト問題への当面の対応（平成 17 年９月 29 日再改訂アスベスト問題に関する関係閣僚による会合）

アスベスト問題に係る総合対策（平成 17 年 12 月 27 日アスベスト問題に関する関係閣僚による会合）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第１号

業務方法書第４条第１項第１号

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」
（独）労働者健康福祉機構法案に対する附帯決議（平成 14年 12 月）において、「労災疾病の研究機

能を有する中核病院を中心に具体的な再編計画を機構の設立までに策定し、労災疾病を政策的に取り
扱う病院による勤労者医療のネットワーク化を図ること」とされている。

労災病院グループにおいては、臨床データの蓄積や、病職歴データの集積やそれらの基礎データ等
を活用した研究を実施しているが、これは全国の労災病院のネットワークのスケールメリットを活か
したものであり、アスベスト、過労死を始めとする疾病の研究、その他の職業性疾病に着目した研究
を進めることは、労災疾患の早期治療、早期認定等、国の進める労災補償政策にとって重要なもので
あるため。

関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８

２．主要な経年データ

② 要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

ホームペー

ジのアクセ

ス件数

（計画値）

中期目標期間の

最終年度におい

て、20 万件以上

得る

－ － 120,000

件

－ － 200,000

件

予算額（千円） － －

ホームペー

ジのアクセ

ス件数

（実績値）

－ － － 603,104

件

－ － － 決算額（千円） － －

達成度 － － － 502.6％ － － － 経常費用（千円） － －

学会発表

（国外）

（計画値）

中期目標期間中

に、１テーマ当た

り国外７件以上

の発表

－ － － － － － 経常利益（千円） － －

学会発表

（国外）

（実績値）

－ － － － － － － 行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

達成度 － － － － － － － 従事人員数（人） － －

学会発表

（国内）

中期目標期間中

に、１テーマ当た

－ － － － － －
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（計画値） り国内 45 件以上

の発表

学会発表

（国内）

（実績値）

－ － － － － － －

達成度 － － － － － － －

予防法・指導

法の開発件

数（計画値）

中期目標期間中

に、45 件の開発

－ － 9 件 － － －

予防法・指導

法の開発件

数（実績値）

－ － － 9 件 － － －

達成度 － － － 100.0％ － － －

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

Ⅲ 労働者の業

務上疾病等に係

る予防・治療・

職場復帰の業務

として取り組む

べき事項

Ⅲ 労働者の業

務上疾病等に係

る予防・治療・職

場復帰の業務と

して取り組むべ

き事項

Ⅲ 労働者の業

務上疾病等に係

る予防・治療・職

場復帰の業務と

して取り組むべ

き事項

＜主な定量的指

標＞

○医療機関等を

対象としたモデ

ル医療情報、事

業者や勤労者を

対象としたモデ

ル予防情報など

のデータベース

を掲載したホー

ムページにおい

て、中期目標期

間の 最終年度

において、アク

セス件数を 20

万件以上（※）

得る。

（※：平成 16

年度から平成

24 年度までの

実績（平均）

217,670 件）

○中期目標期間

中に、日本職

業・災害医学会

等国内外の関連

学会において、

労災 疾病等研

究・開発テーマ

に関し、１テー

マ当たり国外７

件以上（※１）、

国内 45 件以上

（※２）の学会

発表を行う。

Ⅲ 労働者の業務上疾病等に係る予防・治療・職場復帰の業務として取り組むべき事項 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

（１）労災疾病等

に係る研究開

発の推進等

・ 研究代表者会

議を開催し、研究

代表者に対して

研究を遂行する

上で有用な情報

を提供するとと

もに、第３期中期

目標、中期計画及

び平成 27 年度計

画に基づく留意

点等を説明し、本

部特任研究ディ

レクター及び本

部研究ディレク

ターを交えて、研

究代表者が研究

を行う上での問

題点について検

討を行った。

・ 研究代表者会

議において、外部

の疫学・統計・公

衆衛生の専門家

である本部研究

コーディネータ

ーを講師として

招き、研究成果を

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目標

の所期の目標を達成していると評

価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

中期目標で行うこととした①労

災疾病等の原因と診断・治療、②

労働者の健康支援、③労災保険給

付に係る決定等の迅速・適正化の

３分野の研究については、研究代

表者会議を平成 27年 5月に行い、

研究代表者に対して研究を遂行す

る上で有用な情報を提供するとと

もに、本部特任研究ディレクター

及び本部研究ディレクターを交え

て、研究代表者が研究を行う上で

の問題点について検討している。

また、研究テーマごとの研究計

画の達成度、妥当性等について、

平成28年2月に業績評価委員会医

学研究評価部会を開催し外部委員

等による中間評価を受けて、研究

計画を変更する等の研究開発の推

進を図っている。

病職歴データベースの整備・活

用等については、病職歴調査実施

に伴う同意取得方法や調査項目に

ついて見直しを行うとともに、調

査の目的、構成、研究成果等につ

いて機構ホームページ内に専用ペ

ージを作成し広報に努めた結果、

１ 労災疾病等

に係る研究開発

の推進等

１ 労災疾病等

に係る研究開発

の推進等

１ 労災疾病等

に係る研究開発

の推進等

１ 労災疾病等に係る研究開発の推進等

（１）労災疾病

等に係る研究開

発の推進

（１）労災疾病等

に係る研究開発

の推進

（１）労災疾病等

に係る研究開発

の推進

（１）労災疾病等に係る研究開発の推進

第２期中期目

標において取り

上げた１３分野

の課題について

は、労働災害の

発生状況や行政

のニーズを踏ま

え、労災補償政

策上重要なテー

マや新たな政策

課題について、

時宜に応じた研

究に取り組むた

めに、以下に掲

げる研究分野に

再編することと

し、当該分野に

ついての研究を

行うこと。

中期目標に示

された３分野に

ついては、次のと

おり取り組む。

平成26年度に

開始した労災疾

病等に係る研究

開発の推進に当

たっては、研究代

表者会議を開催

して、研究開発、

普及に有用な手

法等の検討を行

う。

中期計画に定めた３分野９テーマに係る研究開発の推進を着実に実施するため次のとおり取り

組んだ。

・３分野研究の推進

平成27年５月29日に研究代表者会議を開催し、研究代表者に対して研究を遂行する上で有用

な情報を提供するとともに、第３期中期目標、中期計画及び平成27年度計画に基づく留意点等

を説明し、本部特任研究ディレクター及び本部研究ディレクターを交えて、研究代表者が研究

を行う上での問題点について検討を行った。

また、業績評価

委員会医学研究

評価部会におい

て承認された以

下の３分野９テ

ーマについて研

究計画書に沿っ

て研究を遂行す

るとともに、研究

計画の変更が発

生した場合には、

再度、業績評価委

員会医学研究評

また、研究テーマごとに研究計画の達成度、妥当性及び変更等について、平成28年２月22日

及び23日に業績評価委員会医学研究評価部会を開催し、外部委員等による中間評価を行った。

なお、各研究テーマにおいて積極的に研究者会議を開催し、研究の進捗報告や解析方法等に

ついて検討を行うとともに、症例収集を進めた。
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価部会等での評

価を受ける。

（※１：平成 16

年度から平成

24 年度までの

１テーマ当たり

実績（平均）1.4

件×５年間）

（※２：平成 16

年度から平成

24 年度までの

１テーマ当たり

実績（平均）8.6

件×５年間）

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○中期目標期間

の１年目におい

ては、研究支援

体制の整備（大

学教授等の外部

有識者である疫

学・統計・公衆

衛生の専門家を

本部研究コーデ

ィネーターとし

て招聘等）に取

り組んでいる

か。また、病職

歴データベース

の整備・活用等

に取り組んでい

るか。

○「国の研究開

発評価に関する

まとめる際のポ

イントについて

助言・指導を行っ

た。また、引き続

き本部研究コー

ディネーターが

各研究テーマに

おいて研究協力

者として参画す

るなど、研究代表

者に対してサポ

ートを実施した。

・ 研究テーマご

とに研究計画の

達成度、妥当性等

について、業績評

価委員会医学研

究評価部会を開

催し、外部委員等

による中間評価

を受けた。

・労災疾病等医学

研究成果等の最

新情報について、

労災疾病等医学

研究普及サイト

に随時掲載し、ア

クセス件数は平

成 27 年度におい

て 603,104 件と

なった。

・ 厚生労働省か

ら木材粉じんに

よるがんに関す

る病職歴データ

提供依頼に対し

て、病職歴データ

ベースから抽出

した昭和 59 年以

降の主病因が鼻

平成27年度において7件の論文で

病職歴データベースが活用され、

また、当省からの木材粉じんによ

るがんに関する病職歴データの提

供依頼に応じ、昭和 59年以降の、

主要因が鼻腔がん又は副鼻腔がん

と診断されたすべての症例（886

件）を提供するなど、労災病院の

スケールメリットを生かして収集

した有用性の高いデータの整備・

活用等が図られていることについ

て、評価できる。

研究成果の積極的な普及及び活

用の推進については、労災疾病等

医学研究成果等の最新情報を労災

疾病等医学研究普及サイトに随時

掲載し、603,104 件のアクセス（計

画値 120,000 件）を得ている。ま

た、労災病院の医師等に対する教

育研修のためのe-ラーニングの実

施に向けて録画・録音機器を整備

し、「じん肺の労災補償」に関する

講義動画を労災疾病等医学研究普

及サイトに掲載し情報発信や普及

に努めている。さらに、学会発表

は、平成 27年 11 月に行われた「第

63回日本職業・災害医学学術大会」

において、中間報告等 11題を発表

するなど、国内 111 件、国外 17件、

論文発表は和文 29件、英文 24件、

講演会等は 109 件、メディア等へ

の掲載を 8 件行っており、研究成

果の積極的な普及及び活用を推進

している。

また、研修会等の開催について

も、労災病院と産業保健推進セン

ターが協同して、労災疾病等医学

研究で明らかになったメンタルヘ

① 労災疾病等

の原因と診断・

治療

① 労災疾病等

の原因と診断・治

療

① 労災疾病等

の原因と診断・治

療

① 労災疾病等の原因と診断・治療

被災労働者の

早期の職場復帰

を促進するため、

労災疾病等の原

因と 診断・治療

に関する研究・開

発に取り組む。

・腰痛 ・腰痛

「社会福祉施設の介護職職員における腰痛の実態調査、画像診断と予防対策」

○ 介護職員133人のデータを収集し、介護職の腰痛有病率、頻度、程度などの実態把握や画像検

査を実施した。

○ 研究において得られた知見について、アメリカミネアポリスで開催されたＳＲＳ2015（第51

回国際側弯症学会）等の国際学会において発表した。

○ 今後は、目標症例数（300件）を早期に達成し、第２期研究において収集した健常者データと

の比較検討により、介護職の腰痛予防対策の開発を目指すこととしている。

○ 学会発表 国内28件、国外３件

○ 講演会等 ７件

・運動器外傷機

能再建

・運動器外傷機能再建

「運動器外傷診療の集約化による治療成績向上と早期社会復帰を目指した探索的研究」

○ インターネット回線を用いたクラウド上で、研究者間の情報共有を可能とし秘匿化した情報

を逐次登録できるアプリケーションソフト「Ｒｏｄｅｏ Ｓｔｕｄｙ」を開発し、217件の症例

登録を行った。

○ 今後は、早期に目標症例数（1,000症例）を達成し、我が国における運動器外傷診療の把握、

治療成績に影響する要因の解明を進め、よりよい運動器外傷診療体制への提言に努める。

○ 学会発表 国内１件

○ 論文発表 和文１件

○ メディア等への掲載 １件

② 労働者の健

康支援

② 労働者の健

康支援

② 労働者の健

康支援

② 労働者の健康支援

就労年齢の延

長に伴い基礎疾

患を有する労働

者が増加する中

で、労働能力や疾

病増悪リスク、復

職を視野におい

た支援や治療方

針の選択等労働

者の健康支援の

ための研究・開発

に取り組む。

・生活習慣病 ・生活習慣病

「労働者の健康を支援する生活習慣病の研究・開発、普及」

○ 日本人の勤労者ならびに一般住民における新たな心血管リスクの解明と予防に関する亘理町

コホート研究について、日本人の一般住民において、低HDL血症は脳、心臓疾患、特に脳卒中の

強力な予測因子であることが示された。

○ 職場高血圧に関する調査研究について、労災病院のスケールメリットを活かして全国29の労

災病院が参加し、症例数確保を進めた。これまでの予備的解析では、収縮期血圧と心拍数の積

で計算される心仕事量は、休日明けの月曜日に高まっている傾向がうかがわれた。今後は、対

照群として正常血圧者の症例数の確保を図り、高血圧患者との比較検討を行っていくこととし

ている。

○ 心血管疾患の基礎疾患である生活習慣病症例において、SDS（うつ性自己評価尺度）で評価し

た抑うつ状態は、JCQ（職業性ストレス調査票）で評価した仕事要求度と正の相関を、また仕事

裁量権と負の相関を示した。

一方、冠動脈性心疾患及び脳卒中を予測する新たな酸化ストレスマーカであるLOX-Indexは

SDSと有意な相関を認めなかった。したがって、LOX-IndexとSDSを層別化することにより、各症

例のリスク評価に有効であると考えられた。

○ 学会発表 国内42件、国外８件

○ 論文発表 和文19件、英文11件
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大綱的指針」（平

成 24 年 12 月 6

日内閣総理大臣

決定）を踏まえ、

外部委員を含む

研究評価委員会

を開催し、各研

究テーマの事前

評価を行い、以

降毎年度、中

間・事後評価を

行うことで、そ

の結果を研究計

画の改善に反映

させているか。

○ 講演会等 23件 腔がん又は副鼻

腔がんと診断さ

れた全ての症例

（症例数 886 件）

について、年齢、

性別、職業や喫煙

歴等のデータを

提供した。

・ 平成26年度か

ら開始した予防

法・指導法の開発

のための調査研

究のうち、「交代

勤務者及び深夜

業務におけるコ

ンビニメニュー

の選び方に関す

る指導法」、「内臓

脂肪肥満群の生

活習慣及び身体

特性からの効果

的な指導法」等、

計 ９ 件 の 予 防

法・指導法の開発

を行った。

＜課題と対応＞

－

ルス不調者等健康障害を抱えた勤

労者の職場復帰などをテーマに、

平成 27 年度は計 46回（2,412 名）

の研修が実施されている。これは、

平成 26 年度に比して、回数で 18

回の増、人数で 658 人の増と大幅

に増えており、研究成果を産業保

健活動の現場に引き続き還元して

いることは評価できる。

（重要度：高）

独立行政法人労働者健康福祉機構

法案に対する附帯決議（平成 14年

12 月）において、「労災疾病の研

究機能を有する中核病院を中心に

具体的な再編計画を機構の設立ま

でに策定し、労災疾病を政策的に

取り扱う病院による勤労者医療の

ネットワーク化を図ること」とさ

れている。

労災病院グループにおいては、臨

床データの蓄積や、病職歴データ

の集積やそれらの基礎データ等を

活用した研究を実施しているが、

これは全国の労災病院のネットワ

ークのスケールメリットを活かし

たものであり、アスベスト、過労

死を始めとする疾病の研究、その

他の職業性疾病に着目した研究を

進めることは、労災疾患の早期治

療、早期認定等、国の進める労災

補償政策にとって重要なものであ

るため。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

（有識者からの意見）

ホームページのアクセス件数

は、目標 12 万件に対して実績が

60 万件であり、目標値が低かった

・睡眠時無呼吸

症候群

・睡眠時無呼吸症候群

「睡眠時無呼吸症候群の診断と治療に関する研究」

○ 質問票記入やパルスオキシメーターを使用する１次スクリーニングについては、目標症例数

である1,000件を上回る1,238件の症例を収集した。

○ 今後は、１次スクリーニングで異常となった被験者をPSGに誘導し、SASの有病率、生活習慣

病（高血圧、糖尿病等）の罹患率、血圧の程度と無呼吸重症度の相関を明らかにしていく。ま

た、CPAP療法の維持、アドヒアランスを高める方法及び患者教育方法等を検討することとして

いる。

○ 学会発表 国内３件

○ 講演会等 ２件

・作業関連疾患 ・作業関連疾患

「手根管症候群患者と作業内容（種類や期間など）との関連に関する研究」

○ 症例収集を開始するに当たって、手根管症候群に関する一般的な所見だけでなく、現症に加

え職歴についての記入を求める「手根管症候群調査票」を独自に作製した。

○ 116手96例の症例収集を実施し、術後のADL及び神経学的検査結果は優位な改善を示した。

○ 学会発表 国内７件

○ 論文発表 和文４件

○ メディア等への掲載 ２件

・就労支援と性

差

・就労支援と性差

「就労支援と性差の研究・開発、普及」

○ 第２期から継続している内分泌環境からみた女性労働者の健康管理研究について、唾液中コ

ルチゾール濃度の変化を調査したところ、コルチゾール濃度には年齢による差が存在し、勤務

による影響だけでなく年齢によって異なる可能性を観察した。

○ 公的機関の女性勤務者50名に対してストレス・疲労を客観的に把握する指標とした加速度脈

波及び血液検査（d-ROM、BAP）を用いて自記入式質問紙調査と比較した。疲労の自覚症状と加

速度脈波との有意な相関は見出せなかったが、自覚的には疲労感が無いにもかかわらず加速度

脈波が異常となるケースがあり、必ずしも自覚症状とストレス・疲労の状態が相関しない可能

性が示された。

○ 同様に、交代勤務を行っている看護師24名（男性12名、女性12名）について、年代・勤務時

間をマッチさせて加速度脈波及び血液検査（d-ROM、BAP）を用いて自記入式質問紙調査をした

ところ、三交代勤務で日勤帯にのみ男女間に差が見られた。

○ 学会発表 国内７件

○ 講演会等 ５件

○ メディア等への掲載 ２件

③ 労災保険給

付に係る決定等

の迅速・適正化

③ 労災保険給

付に係る決定等

の迅速・適正化

③ 労災保険給

付に係る決定等

の迅速・適正化

③ 労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化

被災労働者の

迅速・適正な労災

保険給付に資す

る研究・開発に取

り組む。

・外傷性高次脳

機能障害

・外傷性高次脳機能障害

「従来の画像検査では検出できない高次脳機能障害の病態解明とその労災認定基準に関する研

究」

○ 光トポグラフィー検査については、正常者群30症例、画像上異常を示さない高次脳機能障害

群７症例、軽度だが明確な画像上異常を示す高次脳機能障害群２例の症例を収集した。

○ 今後は、各群の光トポグラフィー検査及びreal time functional MRI検査を実施し両検査等
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により評価することで異常が指摘できるかを明らかにしていく。

○ 学会発表 国内１件

のではないか。

＜その他事項＞

特になし。

・じん肺 ・じん肺

「じん肺の研究・開発、普及」

○ じん肺患者のANCA関連腎疾患の合併頻度調査について、目標症例数400件を大きく上回る668

件の症例を集積した。

○ 668名のじん肺患者において、MPO-ANCAは1.5％、PR3-ANCAは2.7％にみられ、血管炎の発症は

みられなかった。今回のMPO-ANCA陽性の頻度と、高齢者の健常フランス人におけるP-ANCA（Clin

Exp Rheumatol 15:603,1997）比率2.2%とﾎﾟｱｿﾝ分布による母比率検定を行ったところ、有意差

はなかった。

○ 今後はシリカ非ばく露群との検討が必要であるが、血管炎の発症はなく、非特異的な陽性で

ある可能性もあると考えられた。

○ 論文発表 和文３件、英文１件

○ 講演会等 30件

○ 行政対応 162件

・アスベスト ・アスベスト

「アスベスト関連疾患の研究・開発、普及」

○ 石綿肺癌の診断において、肺内石綿小体数と繊維数に必ずしも相関はなく、石綿肺癌決定の

ためには、小体数と繊維数の両方の測定が必要となる可能性が示唆された。

○ 石綿肺診断のためには、HRCT上の Subpleural curvilinear linesが石綿肺に有意に認められ

ることから、この所見の重要性について広く知らせる必要があると考えられた。

○ 胸水中のSLPIは、胸膜中皮腫において高値を呈したことから、本マーカーは、特に胸膜中皮

腫と良性石綿胸水との鑑別に有用である可能性が考えられた。

○ 学会発表 国内22件、国外６件

○ 論文発表 和文２件、英文12件

○ 講演会等 42件

○ 行政対応 61件

○ メディア等への掲載 ３件

（２）過労死等の

予防法・指導法の

調査研究の推進

（２）過労死等の

予防法・指導法の

調査研究の推進

（２）過労死等の予防法・指導法の調査研究の推進

また、勤労者

に対する過労死

予防等の対策が

効率的・効果的

に推進されるよ

う、相談・指導

の事例を集積す

ること等により

予防法・指導法

の開発、普及に

ついて検討を行

過労死予防対

策等の指導の実

践により、指導事

例等を集積し、予

防法・指導法の分

析、検証、開発を

行い、産業保健総

合支援センター

（仮称。以下同

じ。）等を介し、

事業場への普及

平成 26 年度か

ら開始した調査

研究のテーマに

加えて、平成 27

年度から新たに

開始するテーマ

においても指導

を実践するとと

もに、事例の集積

を行う。

また、予防法・

治療就労両立支援センターにおいて過労死等の予防法・指導法を開発するに当たり、平成26

年度から開始した15テーマの調査研究に加えて、平成27年度からは「勤労者を対象とするス

トレス対処に着目した保健指導の有用性に関する研究」、「閉経期前後の勤労女性の生活習

慣、身体特性及び不定愁訴から動脈壁の硬化を抑える指導法の検討」等、新たに９テーマの

調査研究を開始し、予防法・指導法の開発のための情報収集を目的とした指導を実践すると

ともに、事例の集積に着手した。

その結果、平成26年度から開始した調査研究のうち、「交代勤務者及び深夜業務におけるコ

ンビニメニューの選び方に関する指導法」、「内臓脂肪肥満群の生活習慣及び身体特性から

の効果的な指導法」等、計９件の予防法・指導法の開発を行った。
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うこと。 啓発を行う。

また、予防法・

指導法の開発に

ついては、４５件

行う。

指導法の開発に

ついては、９件行

う。

（２）研究体制

の見直し

（３）研究体制の

見直し

（３）研究体制の

見直し

（３）研究体制の見直し

ア 研究部門の

充実

ア 研究体制の

充実

ア 研究部門の充実

研究支援体制の

整備（研究デー

タ収集を行う事

務補助スタッフ

の確保等）、病職

歴データベース

の整備・活用等

に 取 り 組 む こ

と。

総括研究ディ

レクターの補佐

及び病院研究者

への助言、指導等

のサポートを行

うため、専門分野

のコーディネー

ターを確保する。

疫学・統計・公

衆衛生の専門家

であるコーディ

ネーターを確保

したことから、当

該コーディネー

ターの指導、助言

をもとに質の高

い研究に取り組

む。

本部研究コーディネーターである疫学・統計・公衆衛生などの専門家６名が、研究協力者

として各研究テーマの分析、解析に参画した。

また、平成 27年５月 29日に研究代表者会議を開催し、環境保健医学の本部研究コーディ

ネーターを講師として、研究成果をまとめる際のポイントについて助言・指導を行った。

なお、平成 28 年２月 22 日及び 23 日に開催した業績評価委員会医学研究評価部会に本部

研究コーディネーターも参加し、研究代表者に対して疫学・統計・公衆衛生に係る専門的な

助言を行った。

また、研究者が

所属する労災病

院に研究データ

の収集等を行う

補助者を確保す

るなど、医師等研

究者の負担軽減

を図る。

イ 病職歴デー

タベースの整

備・活用等

イ 病職歴デー

タベースの整

備・活用等

イ 病職歴データベースの整備・活用等

病職歴データ

ベースについて

は、労災疾病等医

学研究で活用を

進めるとともに、

行政課題、政策医

療への活用等の

観点も踏まえ、健

平成 26 年度に

実施した病職歴

調査疫学研究検

討会の結果を踏

まえ、労災疾病等

研究への利活用

や、研究所との統

合を見据えた調

平成 27 年３月に開催した病職歴調査疫学研究検討会の結果及び平成 28 年度からの独立行

政法人労働安全衛生総合研究所との統合を踏まえ、平成 28 年度からの運用開始に向けて病職

歴調査実施に伴う同意取得方法や調査項目について見直しを行った。

また、平成 27 年 10 月 16 日に開催した「診療情報管理実務担当者打合会」において上記の

説明を行うとともに、研究者による病職歴データを活用した研究成果の講演、また精度向上

を目的として「医学講座」及び「ICD コーディング勉強会」を実施した。

なお、病職歴調査の目的、構成、研究成果（学会発表内容等）等について当機構ホームペ

ージ内に専用のページを作成し、広報に努めた。
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診を通じた未病

者のデータ収集

を行う等の改善

策について検討

する。

査項目等を検討

する。

さらに、木材粉じんのばく露と、鼻腔がん及び副鼻腔がんとの間に強い関連性が疑われる

ことから、平成 27 年９月に厚生労働省から木材粉じんによるがんに関する病職歴データ提供

依頼があり、病職歴データベースから抽出した昭和 59年以降の主病因が鼻腔がん又は副鼻腔

がんと診断された全ての症例（症例数 886 件）について、年齢、性別、職業や喫煙歴等のデ

ータを提供した。

平成 27 年度における病職歴データベースの活用は以下のとおり。

・論文発表 ７件

・行政への報告 １件

（４）症例データ

収集のための連

携体制の構築

（４）症例データ

収集のための連

携体制の構築

（４）症例データ収集のための連携体制の構築

また、労災疾

病等に係る研究

開発の推進に当

たっては、症例

の集積が重要で

あることから、

労災病院のネッ

トワークの活用

のみならず、労

災指定医療機関

等からも症例デ

ータを収集する

ことができるよ

うな連携体制の

構築を引き続き

行うこと。

労災疾病等に

係る研究開発の

推進を図るため、

労災病院のみな

らず国立病院や

大学病院等の労

災指定医療機関

からも共同研究

者等として研究

への参画を勧奨

することにより、

幅広く症例デー

タの収集ができ

る連携体制の構

築を図る。

国立病院や大

学病院等の労災

指定医療機関か

らの共同研究者

を加えた研究テ

ーマごとの研究

者会議を開催し、

症例データの収

集方法等に関し

て検討を行う。

第３期労災疾病等医学研究の研究協力者として、国立病院の医師１名、大学病院等の労災指

定医療機関の医師 26 名の参画を得ており、幅広い症例データの収集に努めている。

○ 研究者内訳（平成 28年３月末現在）

・労災病院医師 98 名

・国立病院医師 １名

・大学病院等の労災指定医療機関の医師 26 名

・独立行政法人労働安全衛生総合研究所研究者 ３名

（３）研究成果

の積極的な普及

及び活用の推進

（５）研究成果の

積極的な普及及

び活用の推進

（５）研究成果の

積極的な普及及

び活用の推進

（５）研究成果の積極的な普及及び活用の推進

労災病院グル

ープ等のネット

ワークの活用に

より研究開発さ

れた労災疾病等

に係るモデル医

療法・モデル予

防法等の成果の

普及・活用につ

いては、学会で

研究開発され

た労災疾病等に

係るモデル医療

法・モデル予防法

等 の 成 果 の 普

及・活用を促進す

るため、次のとお

り取り組む。

研究開発され

た労災疾病等に

係るモデル医療

法・モデル予防法

等 の 成 果 の 普

及・活用を促進す

るため、次のとお

り取り組む。

開発された労災疾病等に係るモデル医療法・モデル予防法等の成果の普及・活用を促進する

ため、次のア～オのとおり取り組んだ。
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の発表、ホーム

ページ上やマス

メディアを通じ

て広く労災指定

医療機関、産業

保健関係者等に

積極的に情報発

信できる体制整

備について検討

を行うこと。

ア ホームペー

ジによる情報の

発信

ア ホームペー

ジの作成

ア ホームページの作成

労災病院グル

ープ等のネット

ワークの活用に

より研究開発さ

れた労災疾病等

に係るモデル医

療法・モデル予

防法等の成果の

普及・活用につ

いては、学会で

の発表、ホーム

ページ上やマス

メディアを通じ

て広く労災指定

医療機関、産業

保健関係者等に

積極的に情報発

信できる体制整

備について検討

を行うこと。

医療機関等を

対象としたモデ

ル医療情報、事業

者や勤労者を対

象としたモデル

予防情報などの

データベースを

掲載したホーム

ページにおいて、

中期目標期間の

最終年度におい

て、アクセス件数

を２０万件以上

得る。

医療機関等を

対象としたモデ

ル医療情報、事業

者や勤労者を対

象としたモデル

予防情報などの

データベースを

掲載したホーム

ページにおいて、

アクセス件数を

12 万件以上得る。

労災疾病等医学研究成果等の最新情報について、労災疾病等医学研究普及サイトに随時掲載

し、アクセス件数は平成27年度において603,104件となった。

イ 労災病院の医

師等に対する教育

研修

イ 労災病院の医

師等に対する教育

研修の検討

イ 労災病院の医師等に対する教育研修の検討

労災病院の医

師等に対してモ

デル医療等に係

る指導医育成の

教育研修を実施

労災病院等に

係るモデル医療

等を効率的かつ

効果的に普及す

る観点から、研究

ｅ－ラーニングの実施に向け、録画・録音機器を整備し、平成 27 年 11 月に開催した産業医

向けじん肺研修における「じん肺の労災補償」に関する講義動画について、労災疾病等医学研

究普及サイトに掲載し情報発信や普及に努めた。
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する。 者の協力を得て

教育研修の具体

的手法を検討す

る。

ウ 労災疾病等

研究成果の学会

発表

ウ 労災疾病等

研究成果の学会

発表

ウ 学会発表

中期目標期間

中に、日本職業・

災害医学会等国

内外の関連学会

において、労災疾

病等研究・開発テ

ーマに関し、１テ

ーマ当たり国外

７件以上、国内４

５件以上の学会

発表を行う。

日本職業・災害

医学会等国内外

の関連学会にお

いて、労災疾病等

研究テーマに関

して研究成果の

得られたものか

ら順次学会発表

を行う。

平成27年度は、第３期労災疾病等医学研究成果について以下のとおり発表を行った。

① 学会発表：国内 111件、国外 17件

② 論文発表：和文 29件、英文 24件

③ 講演会等： 109件

④ メディア等への掲載： ８件

第３期労災疾病等医学研究については、前年度の平成26年度に開始したことからまだ研究途

中ではあるが、平成27年11月22日及び23日に開催された第63回日本職業・災害医学会学術大会

において、中間報告等11題の発表を行った。

また、「アスベスト」テーマにおいて、悪性胸膜中皮腫についての論文（「Prognostic

significance of the lymphocyte-to-monocyte ratio in patients with malignant pleural

mesothelioma.」）が「Lung Cancer」に掲載されるなど、研究成果の得られたものから順次発

表を行った。

エ 研修会等の

開催

エ 研修会等の

開催

エ 研修会等の開催

労災病院と産

業保健総合支援

センターが協働

し、労災指定医療

機関、産業保健関

係者等に対する

研修等を実施す

る。

第２期中期目

標期間に得られ

た研究成果につ

いて、労災病院と

産業保健総合支

援センターが協

働し、労災指定医

療機関、産業保健

関係者等に対す

る研修等を実施

する。

労災病院と産業保健総合支援センターが協働し、労災疾病等医学研究で明らかになったメン

タルヘルス不調者等健康障害を抱えた勤労者の職場復帰などをテーマに、平成27年度は計46回

（受講者2,412名）の研修を実施するなど研究成果が産業保健活動の現場へ還元できるよう努め

た。

【研修会の推移】

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

回数 20回 25回 32回 28回 46回

人数 － 1,749 1,740名 1,754名 2,412名

※平成23年度については集計していないため不明

オ 研究計画、研

究成果評価の実

施

オ 研究計画、研

究成果評価の実

施

オ 研究計画、研究成果評価の実施

「国の研究開

発評価に関する

大綱的指針」（平

成２４年１２月

研究・開発計画

の中間評価を行

うため外部委員

を含む業績評価

平成28年２月22日及び23日に外部委員を含む業績評価委員会医学研究評価部会を機構本部

において開催し、各テーマの研究計画の達成度、妥当性等について中間評価を受けた。一部に

ついては、研究計画を変更の上、研究を進めることとした。
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６日内閣総理大

臣決定）を踏ま

え、外部委員を含

む研究評価委員

会を開催し、各研

究テーマの事前

評価を行い、以降

毎年度、中間・事

後評価を行うこ

とで、その結果を

研究計画の改善

に反映させる。

委員会医学研究

評価部会を開催

し、その評価結果

を研究計画の改

善に反映させる。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－４ 勤労者医療の中核的役割の推進

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

社会復帰促進等事業（労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号）

アスベスト問題への当面の対応（平成 17 年９月 29 日再改訂アスベスト問題に関する関係

閣僚による会合）

アスベスト問題に係る総合対策（平成 17 年 12 月 27 日アスベスト問題に関する関係閣僚に

よる会合）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第１号

業務方法書第４条第１項第１号

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」
労災病院は、労災補償行政の要請に基づき、各種審議会等への医員の派遣や労災認定に係る意見書

の作成等、国の労災補償政策上、中核的な役割を果たしており、特に、アスベストについては、アス
ベスト問題に係る総合対策（平成 17年 12 月 27 日アスベスト問題に関する関係閣僚による会合）にお
いて、労災病院に設置された「アスベスト疾患センター」において、アスベスト関連疾患に係る健康
相談、診療・治療、症例の収集及び他の医療機関に対する支援を行うこと等が求められているため。

関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

予算額（千円） － －

決算額（千円） － －

経常費用（千円） － －

経常利益（千円） － －

行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

従事人員数（人） － －

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

２ 勤労者医療

の中核的役割の

推進

２ 勤労者医療

の中核的役割の

推進

２ 勤労者医療

の中核的役割の

推進

＜主な定量的指

標＞

なし

＜その他の指標

＞

メディカルソー

シャルワーカー

の業務実績件数

（相談件数）に

ついては、中期

目標期間中に延

べ 725,000 件以

上、平成 27 年度

においては、

145,000 件以上

実施すること。

＜評価の視点＞

○一般診療を基

盤とした労災疾

病に関する高

度・専門的な医

療の提供が行わ

れたか。

○臨床評価指標

に基づき、医療

の質に関する自

己評価が行われ

たか。

○社会復帰を促

進するため、社

２ 勤労者医療の中核的役割の推進 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

（１）一般診療を

基盤とした労

災疾病に関す

る高度・専門的

な医療の提供

等において、①

地域の中核的

役割を果たす

ため、「地域医

療支援病院」や

「地域がん診

療連携拠点病

院」の施設数を

維持するとと

もに、急性期医

療への対応と

して、特定集中

治療室（ＩＣ

Ｕ）等を拡充し

たほか、高度医

療機器につい

ても計画的に

更新、②平成 26

年度の臨床評

価指標の公表

データをホー

ムページに掲

載するととも

に、平成 27 年

度においても

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を勘案し、中期目標

の所期の目標を達成していると認

められることから、評定を「Ｂ」

とした。

一般診療を基盤とした労災疾病

に関する高度・専門的な医療の提

供等については、地域の中核的役

割を果たすため、「地域医療支援病

院」や「地域がん診療連携拠点病

院」の施設数を維持するとともに、

特定集中治療室（ICU）等の拡充が

図られている（急性期リハビリテ

ーション体制の強化（平成 27年度

実績合計 135 施設、第２期平均

（112.1 施設）からの伸び率

120.4％））ことに加え、専門医数

（平成 27年度実績 2,596 人、第２

期平均（2,133 人）からの伸び率

121.7％）や、指導医数（平成 27

年度実績 1,074 人、第２期平均

（779 人）からの伸び率 137.9％）、

各種学会認定施設数（平成 27年度

実績 791 施設、第２期平均（701.6

施設）からの伸び率 112.7％）が

増強されており、高度・専門的な

医療の提供に取り組んでいる。

臨床評価指標の公表について

は、機構のホームページにおいて

公表し、四半期ごとに各労災病院

の取組状況の把握、データ収集及

び取りまとめを行い、また、その

結果を各労災病院へフィードバッ

（１）一般診療

を基盤とした労

災疾病に関する

高度・専門的な

医療の提供等

（１）一般診療を

基盤とした労災

疾病に関する高

度・専門的な医療

の提供等

（１）一般診療を

基盤とした労災

疾病に関する高

度・専門的な医療

の提供等

（１）一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的な医療の提供等

勤労者医療の

中核的役割の推

進のために、以

下のとおり着実

に 取 り 組 む こ

と。

ア 労災疾病に

関する高度・専

門的な医療の提

供

ア 労災疾病に

関する高度・専門

的な医療の提供

ア 労災疾病に関する高度・専門的な医療の提供

労災疾病に関

する医療につい

ては、他の医療

機関では症例が

ない等により対

応が困難なもの

も あ る こ と か

ら、労災病院に

おいて、これま

で蓄積された医

学的知見を基に

最新の研究成果

を踏まえて、高

度・専門的な医

療を提供すると

ともに、その質

の向上を図るこ

労災病院にお

いては、次のよう

な取組により、労

災疾病に関して、

他の医療機関で

は対応が困難な

高度・専門的な医

療を提供すると

ともに、早期の職

場復帰、勤労者の

疾病と職業生活

の両立支援を図

り、その質の向上

を図る。

一般診療に対

する労災病院の

取組を広報する

とともに、労災疾

病に関しては、他

の医療機関では

対応が困難な高

度・専門的な医療

を提供すること

で、早期の職場復

帰、勤労者の疾病

と職業生活の両

立支援を図り、地

域の産業医等と

の連携を強化す

る。

地域の中核的役割の推進

地域における中核的役割を果たすため、地域医療支援病院や地域がん診療連携拠点病院の

維持に積極的に取り組み、診療機能の充実を図った。

・地域医療支援病院

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

22施設 24施設 25施設 25施設 25施設

・地域がん診療連携拠点病院

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

11施設 11施設 11施設 11施設 11施設

急性期医療への対応

救急医療における地域での役割を果たすため、診療機能の強化、維持を図った。

・救急医療に係る診療報酬の算定

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

救命救急入院料 21床 21床 21床 21床 21床

特定集中治療室管理料 86床 100床 112床 120床 122床
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と。特に、アス

ベスト関連疾患

や化学物質の曝

露による産業中

毒等、一般的に

診断が困難な労

災疾病について

は積極的に対応

すること。

会復帰に関する

相談等の対応が

行われたか。

○災害対策医療

チームを直ちに

編成できる危機

管理マニュアル

は整備されてい

るか。

○労災認定基準

等の見直しに係

る検討会や国が

設置する委員会

等への参加、情

報提供等の協力

が行われたか。

○労災認定に係

る意見書等の作

成が、適切かつ

迅速に行われて

いるか。

○労災疾病等に

係る研究・開発、

普及事業等を通

じて得られた医

学的知見につい

ては、政策立案

等との連携を深

めるため、速や

かに行政機関に

提供されている

か。

○アスベスト関

連疾患に対応す

るため、労災指

ハイケアユニット入院医療管理料 24床 39床 41床 63床 69床

・リハビリテーション体制の強化

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

脳血管疾患リハⅠ・Ⅱ 32施設 32施設 32施設 32施設 32施設

心大血管リハⅠ・Ⅱ ９施設 11施設 14施設 17施設 18施設

運動器リハⅠ 32施設 32施設 32施設 32施設 32施設

呼吸器リハⅠ 29施設 29施設 29施設 30施設 30施設

がん患者リハ ８施設 10施設 17施設 22施設 23施設

医療の高度・専門化

ⅰ 学会等への積極的な参加

大学・学会との連携強化を図り、最新技術、知識の修得及び実践を通じて高度な医療を

提供した。

・専門医数2,596人（対前年度差 ＋28人）

・指導医数1,074人（対前年度差 ＋154人）

・各種学会認定施設数791施設（対前年度差 +52施設）

ⅱ 専門センター化の推進

臓器別・疾病別の診療科横断的な診療の場（専門センター）を設置することにより、診

療科の枠を越えて各分野の専門医が協力して治療に当たる集学的医療の提供を行った

（脊椎・腰痛センター、運動器外傷センター、循環器センター、生活習慣病センター、消

化器病センター、認知症疾患医療センター 等 専門センター数 189）。

・専門センター数

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

149 156 165 180 189

ⅲ 多職種の協働によるチーム医療の推進

医療関係職の職種の枠を超えたチーム医療を推進することにより、短期間でより効果的

な医療の提供を行った。

・チーム医療の実践（一例）

キャンサーボード 18施設 褥瘡対策チーム 32施設

ＩＣＴ（感染対策チーム） 32施設 緩和ケアチーム 26施設

ＮＳＴ（栄養サポートチーム） 31施設 呼吸ケアチーム 9施設

ⅳ 高度医療機器の計画的整備

高度・専門的な医療を提供し、医療の質の向上を図るため、治療・診断機器等の整備を

自己資金により行った。

・平成27年度自己資金投入による機器整備（更新）状況

機 器 H27年度 整備状況

ダヴィンチ（内視鏡手術支援ロボット） － 2施設整備済

アンギオグラフィー（血管撮影装置） 1施設増設、4施設更新 31施設整備済

ガンマナイフ － 2施設整備済

リニアック 3施設更新 23施設整備済

引き続き本部

にて四半期ご

とに臨床評価

指標のデータ

収集及び取り

まとめを行い、

医療の質の向

上につながる

よう各労災病

院にフィード

バック、③患者

等が抱える問

題の解決に向

けて、メディカ

ルソーシャル

ワ ー カ ー が

様々な問題に

係る相談に対

応、④大規模労

働災害等への

対応において

は、新型インフ

ルエンザ等対

策として政府

全体訓練に連

携した対策訓

練等を実施、等

の取組を行っ

た。特に、①の

うち「特定集中

治療室等の拡

充」や「高度医

療機器の計画

的整備」につい

ては、各労災病

院の病院機能

向上及び勤労

者医療の推進

において重要

な項目である

クしている。

モデル医療の実践については、

労災指定医療機関等の医師及び産

業医等に対して症例検討会等（参

加人数：25,309 人）が開催され、

研究で得られた知見の情報提供が

なされるとともに、参加者からの

意見等については、当該研究分野

の研究者に情報提供されるなど、

研究に反映させている。

さらに、社会復帰の促進につい

ては、患者及び家族等が抱える問

題の解決に向け、平成 27年度実績

で 149,707 件（達成率 103.2％（目

標値 145,000 件））の相談に応えて

おり、メディカルソーシャルワー

カーによる患者の社会復帰の促進

が図られている。

加えて、大規模労働災害への対

応として、自治体や医師会または

近隣の労災病院等と協同し、合同

研修や訓練等を 33 回実施するな

ど病院における危機管理対策に取

り組まれている。また、災害拠点

病院は 1 病院（計 13 病院）、DMAT

は 2 病院（計 12病院）が新たに指

定され、緊急体制の拡充について

も取り組んでいる。

また、行政機関等への貢献とし

て、労災病院の医師等が、54 の審

議会、委員会及び検討会等に参画

するとともに、当省の要請に応じ

て医員・委員を受嘱したほか、当

省からの要請による「労災医療担

当者ブロック研修」について、労

災病院の医師６名を講師として派
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定医療機関等の

医師を対象とす

る当該疾患診断

技術研修会を開

催したか。

ＣＴ（コンピュータ断層撮影装置） － 32施設整備済

ＭＲＩ（磁気共鳴画像診断装置） 1施設増設、2施設更新 32施設整備済

ＰＥＴ（陽電子放射断層撮影装置） － 2施設整備済

ＰＡＣＳ（医療用画像管理システム） 1施設更新 32施設整備済

だけでなく、総

合的な医療レ

ベルの向上、専

門的スタッフ

の充実等、難易

度が高い取組

を行った。

（２）行政機関等

への貢献にお

いて、⑤国の要

請に応じて、審

議会及び委員

会等に参画し、

労災疾病等に

係る医学的知

見を提供、生活

習慣病の健康

診断等を含め

た巡回診療の

実施及び労災

診療費レセプ

ト審査事務の

質の確保及び

向上のため、都

道府県労働局

の職員を対象

に行われた研

修に労災病院

の医師を講師

として派遣、⑥

労災認定に係

る意見書作成

への迅速かつ

適切な対応、⑦

第２期中期計

画期間に得ら

れた医学的知

見についての、

行政機関への

遣し、当省職員による労災診療費

レセプト審査事務の質の確保及び

向上に資するなど、その貢献度は

高いものと評価できる。

さらに、労災認定に係る医学的

意見書への取組として、複数の診

療科にわたる事案については、一

度の受診で複数科の意見書作成が

行えるよう事務局において日程調

整を行うなど、院内の連携を密に

した対応が行われており、１件あ

たりの意見書の処理日数は、平成

26 年度の実績（18.4 日）から 0.5

日削減し 17.9 日となるなど、迅速

かつ適切に対応されている。

また、アスベスト関連疾患につ

いて、平成 27 年度は平成 26 年度

に改訂した計測マニュアルの計測

に係る箇所をより充実させた内容

に改訂するとともに、前年度に引

き続き、（独）安全衛生総合研究所

と岡山労災病院の２機関に、民間

測定機関２社を加えた４機関で石

綿繊維測定技術の確認及び測定精

度の比較を行っているほか、当省

が委託した事業である石綿関連疾

患診断技術研修事業を受託し、全

国 30箇所、延べ 887 人の労災指定

医療機関等の医師及び産業医等を

対象に、石綿関連疾患に関する基

礎知識等の講義や胸部画像の読影

実習などの専門研修が開催されて

おり、計画どおり、事業が実施さ

れている。

さらに、25労災病院に設置され

た「アスベスト疾患ブロックセン

ター」、「アスベスト疾患センター」

ア 臨床評価指

標の公表

（ア）臨床評価

指標の公表

（ア）臨床評価指標の公表

外部委員等で

構成される「医療

の質の評価等に

関する検討委員

会」で策定した臨

床評価指標を、ホ

ームページ等に

おいて公表する。

ホームページ

等において公表

している臨床評

価指標の結果を

踏まえ、各労災

病院は診療機能

等の改善活動に

取り組むととも

に、本部は各労

災病院の取組状

況を把握し、必

要な指導等を行

う。

平成26年度の臨床評価指標の公表データ（労災病院独自の「認定意見書作成日数」等を含む

20項目）については、本部で取りまとめた上で、当機構のホームページ上に掲載した。

また、各労災病院においては、臨床評価指標項目のうち自院で改善に取り組む項目を選定し

て改善活動を実施した。本部においては、四半期ごとに各労災病院の取組状況を把握するとと

もに、引き続き四半期ごとに臨床評価指標のデータ収集及び取りまとめを行い、各労災病院に

フィードバックすることで医療の質の向上につながるよう情報提供に努めた。

イ モデル医療

の実践

（イ）モデル医

療の実践

（イ）モデル医療の実践

研究・開発され

たモデル医療を

臨床の現場で実

践し、症例検討会

等で普及を行う

とともに、その結

果をフィードバ

ックし研究に反

映させる。

第２期中期目

標期間に研究・

開発されたモデ

ル医療を臨床の

現場で実践す

る。

研究・開発されたモデル医療を臨床の現場で実践し普及するため、労災指定医療機関等の医

師及び産業医等に対して症例検討会等（参加人数：25,309人）を開催し、研究で得た知見を情

報提供すると共に、参加者からの意見等については、当該研究分野の研究者に情報提供するな

ど研究に反映させた。

ウ 社会復帰の

促進

（ウ）社会復帰の

促進

（ウ）社会復帰の促進

メディカルソ

ーシャルワーカ

ー等が、患者に対

して、社会復帰に

関する相談を受

メディカルソ

ーシャルワーカ

ー等が、患者に対

して、社会復帰に

関する相談を受

患者及び家族等が抱える経済的問題又は心理的・社会的問題の解決に向けた調整・援助に加

えて、退院援助、社会復帰援助等の様々な支援をメディカルソーシャルワーカーが行うことに

より、患者の社会復帰の促進を図っており、第２期中期目標期間における実績を５ポイント以

上上回る高い目標（中期目標期間中に延べ725,000件以上、平成27年度は145,000件以上）を設

定しているところ、149,707件（達成度103.2％）実施しており目標を達成した。
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けるなどの支援

を行うことによ

り、社会復帰の促

進に努める。

けるなどの支援

を行うことによ

り、社会復帰の向

上に努める。

・メディカルソーシャルワーカー業務実績件数（相談件数）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

相談件数 135,904 142,771 140,932 150,169 149,707

（再掲）退院援助・社会復帰援助関係 88,053 93,694 95,542 104,962 107,332

情報提供、⑧ア

スベスト関連

疾患に係る診

断・治療、相談

等への積極的

な対応、等の取

組を行った。こ

れらの行政機

関等への貢献

は、経験豊富な

医学的専門知

識が必要とな

ることから、行

政機関等が独

自で実施する

ことが困難で

あり、難易度が

高いと言える。

特に⑧のアス

ベスト関連疾

患に係る対応

については、国

から各種の委

託事業を受託

し、石綿繊維計

測が可能な施

設が全国で当

機構を含め２

か所しかない

等、非常に難易

度が高い。

＜課題と対応＞

－

において、診断・治療、相談等に

対応（アスベスト健診件数 8,224

件、相談件数 1,372 件）するとと

もに、石綿小体計測（202 件）が

実施されたほか、当省が委託した

「石綿確定診断等事業」において

は、石綿を原因とする診断が困難

な労災請求事案についての労働基

準監督署からの依頼に対し、確定

診断を年間 128 件実施するなど、

迅速かつ適正な労災給付に貢献し

ている。これらのアスベスト関連

疾患への対応については、経験豊

富な医学的な専門知識なしには実

施が困難であり、石綿繊維計測が

可能な施設が全国で（独）安全衛

生総合研究所と岡山労災病院の２

箇所しかないなど、高く評価でき

る。

（重要度：高）

労災病院は、労災補償行政の要請

に基づき、各種審議会等への医員

の派遣や労災認定に係る意見書の

作成等、国の労災補償政策上、中

核的な役割を果たしており、特に、

アスベストについては、アスベス

ト問題に係る総合対策（平成 17年

12 月 27 日アスベスト問題に関す

る関係閣僚による会合）において、

労災病院に設置された「アスベス

ト疾患センター」において、アス

ベスト関連疾患に係る健康相談、

診療・治療、症例の収集及び他の

医療機関に対する支援を行うこと

等が求められているため。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

特になし。

イ 大規模労働

災害等への対応

エ 大規模労働

災害等への対応

（エ）大規模労

働災害等への対

応

（エ）大規模労働災害等への対応

国の政策医療

を担う病院グル

ープとして、大

規模労働災害を

はじめとした災

害や新型インフ

ルエンザなど公

衆衛生上重大な

危害が発生した

場合に適切に対

処するため、緊

急な対応を速や

かに行えるよう

にすること。

国の政策医療

を担う病院グル

ープとして、大規

模労働災害をは

じめとした災害

や新型インフル

エンザなど公衆

衛生上重大な危

害が発生した場

合に備えて、緊急

対応が速やかに

行えるよう適宜

危機管理マニュ

アルの見直しを

行う。

大規模労働災

害をはじめとし

た災害や新型イ

ンフルエンザな

ど公衆衛生上重

大な危害が発生

した場合に速や

かに対応できる

よう研修・訓練等

を実施する。

大規模労働災害等への対応については、「労災病院災害対策要領」に基づき、自治体、医師

会または近隣の労災病院等と協同し、合同研修や訓練等を33回実施するなど病院における危機

管理対策に取り組んだ。災害拠点病院１病院、DMAT（災害時派遣医療チーム）についても２病

院が申請し、新たに指定され、災害拠点病院13病院、DMAT医療指定機関12病院となった。

〔熊本地震への対応〕

平成28年４月に発災した熊本地震においては、発災後、直ちに機構本部に理事長を本

部長とした災害対策本部を立ち上げ、DMATを９病院から延べ11チーム、医療救護班１チ

ーム、JMATへ看護師延べ３人、災害支援ナースを５病院から延べ10人を被災地へ派遣し

た。また、労災病院グループから医療救護班を直ちに派遣する体制を整えるとともに、

被災した熊本労災病院へ機構本部から職員を派遣し、産業保健総合支援センターと協同

し医薬品等の救援物資を搬送。総合せき損センターにおいても、熊本県内で受傷した頚

髄損傷患者をヘリ搬送で受け入れた。

八代市内にある熊本労災病院においては、発災直後から救急患者を受入れするととも

に、倒壊の恐れがある近隣病院から入院患者20人を受け入れた。

さらに被災者のための心の健康相談、ダイヤル及び健康相談ダイヤルをフリーダイヤ

ルで産業保健総合支援センターに設置した。

（２）行政機関

等への貢献

（２）行政機関等

への貢献

（２）行政機関等

への貢献

（２）行政機関等への貢献

ア 国が設置す

る委員会等への

参画

ア 国が設置す

る委員会等への

参画

ア 行政機関からの検討会参加要請等への対応

国が設置して

いる検討会、委

員会等への参加

要請に協力する

と と も に 、 迅

速・適正な労災

認定に係る意見

書の作成等を行

勤労者の健康

を取り巻く新た

な問題等につい

て、国が設置する

委員会等への参

加、情報提供等に

より、行政機関に

協力する。

労災認定基準

等の見直しに係

る検討会に参加

するほか、国が設

置する委員会等

への参加、情報提

供等により、行政

機関に協力する。

○ 国の設置する審議会等への参画

国（地方機関を含む）の要請に応じて、労災病院の医師等が次のとおり、各医員・委員

の委嘱を受けるとともに、審議会、委員会及び検討会等に参画し、労災疾病等に係る医学

的知見を提供した。

平成27年度実績

・中央じん肺診査医（３名）、地方労災医員（57名）、労災保険診療審査委員（31名）、

地方じん肺診査医（10名）等を受嘱。

・54の審議会、委員会、検討会等（中央じん肺診査医会、中央環境審議会等）に参画。
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い、行政活動に

協力すること。 ○ 巡回診療

医師不足地域における診療又は地域住民に対して特に必要とされる生活習慣病の健康

診断等を実施（生活習慣病健診、振動障害に係る健診、インフルエンザ予防接種、義肢装

具の装着等）した。特に義肢装具の装着については、労働局と協力し申請手続きから装着

にいたるまでの適切なサービスを行っている。

巡回診療実施件数（単位：人）

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

県内 25,482 19,411 21,459 19,537 18,101

県外 526 609 509 441 466

○ 「労災医療担当者ブロック研修」（厚生労働省主催）への講師派遣

厚生労働省からの要請により、労災診療費レセプト審査事務の質の確保、向上を図るこ

とを目的とした労働局のレセプト審査事務担当職員を集めた研修へ、労災病院から医師６名

を講師として派遣した。

＜その他事項＞特になし。

イ 労災認定に

係る医学的意見

書への取組

イ 労災認定に

係る医学的意見

書への取組

イ 労災認定に係る医学的意見書への取組

労災認定に係

る意見書の作成

については、複数

の診療科にわた

る事案について、

院内の連携を密

にするなど適切

かつ迅速に対応

するとともに、特

に専門的な知見

を要する事案に

ついては、労災病

院のネットワー

クを活かして対

応する。

労災病院内に

おいては、特に複

数の診療科にわ

たる事案につい

て回答管理を徹

底し、迅速に対応

するとともに、労

災病院未設置の

労働局での意見

書作成に対応す

るために構築し

た枠組みを活用

して、専門的知見

を要する事案に

ついても適切に

対応する。

複数の診療科にわたる事案については、一度の受診で複数科の意見書作成が行えるよう事務

局において日程調整を行うなど院内の連携を密にするとともに、返書管理の徹底を行い、迅速

かつ適切に対応した。

１件当たり意見書処理日数：平成27年度実績17.9日

（平成16年度実績の20.7日から2.8日削減）

意見書処理日数（単位：日）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

14.8 15.1 17.7 18.4 17.9

特に専門的な知見を要する意見書作成等で、労働局等から依頼を受けた労災病院では対応

困難な事例に関しては、機構本部で対応病院をコーディネートする体制を整備している。

ウ 医学的知見

の提供

ウ 医学的知見

の提供

ウ 医学的知見の提供

また、労災疾

病 等 に 係 る 研

労災疾病等に

係る研究・開発、

第３期中期計

画期間の労災疾

厚生労働省労働基準局から「生活習慣病」テーマの研究者に対して、平成27年12月に開催さ

れた「過労死等防止対策推進協議会」に向けた資料作成等における意見聴取要請があり、これ

までの研究において得られた知見を提供した。



- 28 -

究・開発、普及

事業等を通じて

得られた医学的

知 見 に つ い て

は、速やかに行

政 機 関 に 提 供

し、政策立案等

との連携を深め

ること。

普及事業等を通

じて得られた医

学的知見につい

ては、政策立案等

との連携を深め

るため、速やかに

行政機関に提供

する。

病等医学研究に

係る研究・開発

、普及事業等を

通じて得られた

医学的知見につ

いては、速やか

に行政機関に情

報を提供する。

また、厚生労働省労働基準局から、労働安全衛生規則第94条の規定による安全又は衛生につ

いての高度の専門的な知識を有する者についての推薦依頼があり、労災病院の専門医師を推薦

し大臣審査委員候補者の委嘱を受けた。

エ アスベスト

関連疾患への対

応

エ アスベスト

関連疾患への対

応

エ アスベスト関連疾患への対応

さらに、アスベ

スト関連疾患に

対して、引き続

き、健診、相談、

診療に対応する

とともに、医療

機関に対する診

断技術の普及、

向上に積極的に

対応すること。

今後、増加が予想

されるアスベス

ト関連疾患に対

応するため、診

断・治療、相談等

について引き続

き積極的に対応

するとともに、労

災指定医療機関

等の医師を対象

とする当該疾患

診断技術研修会

を開催する。

アスベスト関

連疾患に係る診

断・治療、相談等

について引き続

き積極的に対応

するとともに、労

災指定医療機関

等の医師を対象

とするアスベス

ト関連疾患診断

技術研修会を開

催する。

ⅰ 肺内石綿繊維計測精度管理等業務の実施

石綿救済制度における肺がんの最終的な判定基準である肺内の石綿繊維の本数が計測可

能な施設・専門家が少なく、１件あたり20日程度の計測日数を要するため、計測待ちの状

態が慢性化している。平成25年度、測定精度向上を目的に、精度管理上の問題点の洗い出

し及び計測マニュアル作成業務を当機構が環境省から受託し、岡山労災病院アスベスト疾

患ブロックセンターに分析透過型電子顕微鏡を設置した。平成27年度は平成26年度に改訂

したマニュアルの計測に係る箇所をより充実させた内容に改訂するとともに、岡山労災病

院及び労働安全衛生総合研究所、さらには民間測定機関２社を加えた４機関の間で測定技

術の確認及び測定精度の比較を行い、さらなる精度管理の向上を図った。今後も計測体制

の充実に寄与し、繊維計測待ちの解消に資する。

ⅱ 石綿関連疾患診断技術研修への取組

厚生労働省委託事業「石綿関連疾患診断技術普及事業」を受託し、呼吸器系の疾患を取

り扱う医師等を対象に、石綿関連疾患に関する基礎知識等の講義を中心とした基礎研修及

び胸部画像の読影実習などの専門研修を開催した（平成27年度は30か所にて開催）。平成

18年度以降、全国延べ256か所で開催し、延べ8,602人の労災指定医療機関等の医師及び産

業医等がこの研修を受講した。

石綿関連疾患診断技術研修受講者数（単位：人）

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

基礎研修 251 165 342 181 287

専門研修 697 553 428 641 600

合計 948 718 770 822 887

ⅲ アスベスト健診及び健康相談への取組

「アスベスト疾患センター」等において、アスベスト健診等に取り組む（平成27年度ア

スベスト健診件数8,224件）とともに、労災病院及び産業保健総合支援センター等に設置し

た健康相談窓口において、アスベストによる健康障害に関して不安のある地域住民等から

の健康相談に対応した（平成27年度相談件数1,372件）。
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アスベスト疾患センター等における相談等件数 （単位：件）

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

健診 8,652 8,179 7,991 8,115 8,224

相談 1,695 1,591 1,648 1,549 1,372

また、労災認

定、救済認定に必

要な肺内の石綿

小体計測及び石

綿繊維計測につ

いて、行政機関等

からの依頼に基

づき積極的な受

け入れを図る。

また、肺内の石

綿小体及び石綿

繊維計測につい

て、行政機関等か

らの依頼に基づ

き積極的な受け

入れを図る。

ⅳ 石綿小体計測検査への取組

平成18年から全国７か所のアスベスト疾患ブロックセンター及び３か所のアスベスト疾

患センター計10か所において件の石綿小体計測検査を実施。アスベスト労災認定に係る当

該検査の大部分を当機構で実施しており、迅速かつ公正な診断で当該認定に貢献している。

石綿小体計測件数（単位：件）

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

小体計測検査 268 243 185 251 202

ⅴ 「石綿確定診断等事業」の実施

厚生労働省委託事業「石綿確定診断等事業」を受託し、全国の労働基準監督署で石綿に

よる疾患であるか否か医学的に判断できない事案について、平成27年度は128件の依頼を受

け、石綿肺、中皮腫、石綿肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の確定診断を実施し

た。

石綿確定診断実施件数（単位：件）

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

件数 147 169 181 132 128

ⅵ 「石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務（石綿肺等の鑑別診断の在り方に関す

る調査編）」の実施

環境省委託事業「石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務」を受託し、当機構内

外の専門医による検討会を組織し、びまん性胸膜肥厚の鑑別に関する調査を実施した。

労災病院等から新たなびまん性胸膜肥厚症例として39例を収集した。過去の185例を含め

て解析、検討を行い、年度末に適切かつ効率的な医学的判定の在り方を環境省に報告した。

ⅶ 「石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務（日本人の石綿小体の分布に関する調

査編）」の実施

環境省委託事業「石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務」を受託し、当機構内

外の専門医による検討会を組織し、肺内石綿小体濃度に関する調査を実施した。

労災病院等から肺がんの後ろ向き症例として563例を収集し、解析、検討を行い、年度末

に環境省に報告した。

今後、さらなる症例を収集し、肺内石綿小体濃度の一般人レベルを明らかにし、石綿ば

く露に関する種々の因子との関連について調査を進めたい。

ⅷ 日中政府間の二国間プロジェクトである「中国職業衛生能力強化５か年プロジェクト」

に関し、独立行政法人国際協力機構（JICA）からの協力依頼を受け、８月には専門家を青

島に派遣し、中国にてアスベスト関連疾患についての読影指導を行った。また、９月には

５か年プロジェクトの最終評価として北京に専門家を派遣し、じん肺・アスベストの中国

人医師への診断技術の継承に関する総括及び今後の技術協力のあり方等について議論を行

った。さらに、プロジェクト終了に際し、平成28年２月に北京にて開催されたプロジェク

ト成果報告会において、専門家を派遣し運営指導調査を行った。
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オ うつ病等休

職者の職場復帰

支援等の取組へ

の協力

オ うつ病等休

職者の職場復帰

支援等の取組へ

の協力

オ うつ病等休職者の職場復帰支援等の取組への協力

独立行政法人

高齢・障害・求職

者雇用支援機構

が運営する地域

障害者職業セン

ターにおいて実

施しているうつ

病等休職者の職

場復帰支援等の

取組に関し、医療

面において協力

する。

独立行政法人

高齢・障害・求職

者雇用支援機構

が運営する地域

障害者職業セン

ターにおいて実

施しているうつ

病等休職者の職

場復帰支援等の

取組に関し、医療

面において協力

する。

うつ病等休職者の職場復帰支援等の取組に関し医療面に関する協力を行った。

具体的には、

・「精神障害者の職場復帰支援（リワーク支援事業）」については、17名の患者に対し当該

事業の紹介を行い、意見書を作成するなど地域障害者職業センターと連携して復職や新規

就労の支援を行った。

・うつ病等の精神疾患に罹患した患者が職場復帰できるよう労災病院と地域障害者職業セン

ターとの打合会を３回実施した。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－５ 円滑な職場復帰や治療と就労の両立支援の推進等

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

社会復帰促進等事業（労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号）

がん対策推進基本計画（平成 24 年６月８日閣議決定）

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会報告書（平成 24 年８月８日厚生労働省労働

基準局）

がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会報告書（平成 26 年８月 15 日厚生労

働省健康局がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第１号

業務方法書第４条第１項第１号

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」
がん対策推進基本計画（平成 24 年６月閣議決定）において、がん患者の就労支援等に取り組むこと

となっており、厚労省の検討会等において、労災病院に対して「治療と職業生活の両立を図るモデル
医療や、就業形態や職場環境が疾病の発症や治療、予防に及ぼす影響等に関する研究・開発・普及に
取り組むこと」等が求められているため。

関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

罹患者の有

用度

（計画値）

支援した罹患者

にアンケートを

行い、80％以上か

ら有用であった

旨の評価を得る。

－ －％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 予算額（千円） － －

罹患者の有

用度

（実績値）

－ － －％ 94.7％ ％ ％ ％ 決算額（千円） － －

達成度 － － －％ 118.4％ ％ ％ ％ 経常費用（千円） － －

職場・自宅復

帰（医リハ）

（計画値）

医学的に職場・自

宅復帰可能であ

る退院患者の割

合 を そ れ ぞ れ

80％以上確保す

る。

－ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 経常利益（千円） － －

職場・自宅復

帰（医リハ）

（実績値）

－ 90.7％ 95.4％ 92.9％ ％ ％ ％ 行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

達成度 － － 119.3％ 116.1％ ％ ％ ％ 従事人員数（人） － －

職場・自宅復

帰（せき損）

医学的に職場・自

宅復帰可能であ

－ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％
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（計画値） る退院患者の割

合 を そ れ ぞ れ

80％以上確保す

る。

職場・自宅復

帰（せき損）

（実績値）

－ 80.4％ 80.2％ 80.4％ ％ ％ ％

達成度 － － 100.3％ 100.5％ ％ ％ ％

患者満足度

調査（医リ

ハ）（計画値）

それぞれ満足度

85％以上を確保

する。

－ 85.0％ 85.0％ 85.0％ 85.0％ 85.0％

患者満足度

調査（医リ

ハ）（実績値）

－ 89.4％ 83.5％ 87.9％ ％ ％ ％

達成度 － － 98.2％ 103.4％ ％ ％ ％

患者満足度

調査（せき

損）（計画値）

それぞれ満足度

85％以上を確保

する。

－ 85.0％ 85.0％ 85.0％ 85.0％ 85.0％

患者満足度

調査（せき

損）（実績値）

－ 85.8％ 87.3％ 89.7％ ％ ％ ％

達成度 － － 102.7％ 105.5％ ％ ％ ％

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

３ 円滑な職場

復帰や治療と就

労の両立支援の

推進等

３ 円滑な職場

復帰や治療と就

労の両立支援の

推進等

３ 円滑な職場

復帰や治療と就

労の両立支援の

推進等

＜主な定量的指

標＞

○医療リハビ

リテーション

センターにお

いては、四肢・

脊椎の障害、中

枢神経麻痺患

者 に 係 る 高

度・専門的な医

療を提供し、医

学的に職場・自

宅復帰可能で

ある退院患者

の割合を80％

以上確保する

こと。

○総合せき損セ

ンターにおいて

は、外傷による

脊椎・せき髄障

害患者に係る高

度・専門的医療

を提供し、医学

的に職場・自宅

復帰可能である

退院患者の割合

を 80％以上確

保すること。

○医療リハビリ

テーションセン

ター及び総合せ

き損センターに

おいては、患者

３ 円滑な職場復帰や治療と就労の両立支援の推進等 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

がんや脳卒中等

の患者に対する職

場復帰や治療と就

労の両立支援に向

けた組織的な取組

については、第２

期（平成 21～25 年

度）労災疾病等医

学研究開始時には

いずれの研究機関

においても取り組

んでおらず、これ

までの労災疾病等

医学研究で得られ

た先駆的な知見な

くしては成し得な

い高度な専門性が

必要とされる。

また、内容の充

実した医療機関向

けマニュアルの作

成には、豊富な両

立支援事例が必要

となるため、全国

の労災病院が対象

疾病分野の両立支

援のいずれかに取

り組むことによ

り、労災病院グル

ープ全体において

両立支援事例の収

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期計画

における所期の目標を達成してい

ると評価できることから、評定を

「Ｂ」とした。

円滑な職場復帰や治療と就労の

両立支援の推進等の観点から、が

ん、糖尿病、脳卒中（リハ）、メン

タルヘルスの４分野において、復

職コーディネーターを育成するこ

とを目的として、メディカルソー

シャルワーカー等に対する研修会

を実施している。本研修会につい

ては、前年度に実施した研修会の

アンケート結果を踏まえてカリキ

ュラムを見直し、グループワーク

形式の演習を実施する等、研修内

容を業務に活用できるよう努めて

おり、また、復職コーディネータ

ーに求められる能力や役割等をま

とめた「復職コーディネーターハ

ンドブック」の作成をしている。

支援事例の収集について、治療

就労両立支援センターにおいて復

職コーディネーターを中心とした

支援チームによる職場復帰や治療

と就労の両立支援の事例を収集

し、本部においても四半期ごとに

症例収集状況や問題点等について

情報を収集し、全施設へフィード

バックしている。

（１）円滑な職

場復帰や治療と

就労の両立支援

の推進

（１）円滑な職場

復帰や治療と就

労の両立支援の

推進

（１）円滑な職場

復帰や治療と就

労の両立支援の

推進

（１）円滑な職場復帰や治療と就労の両立支援の推進

就労年齢の延

長に伴い、基礎

疾患を有する労

働者が増加する

中で、作業と関

連した疾患増悪

リスク、就労を

視野においた支

援や治療方針の

選択等につい

て、労災病院等

でデータを収集

し、分析するこ

と。

上記分析及び

第２中期目標期

間中に作成され

たガイドライン

等や労災疾病研

究によって得ら

れた知見を活用

して、がんや脳

卒中等の患者に

対して、職場復

帰や治療と就労

の両立支援に向

けた取組を行う

治療と就労の

両立支援のモデ

ル事業を実施し、

産業保健総合支

援センター及び

労災病院におい

て、事業場及び労

災指定医療機関

等に普及するた

め、次のとおり取

り組む。

治療と就労の

両立支援のモデ

ル事業を実施し、

産業保健総合支

援センター及び

労災病院におい

て、事業場及び労

災指定医療機関

等に普及するた

め、次のとおり取

り組む。

平成 26 年度から新たに、中期計画に定めた治療と就労の両立支援のモデル事業を着実に実施す

るため、がん、糖尿病、脳卒中（リハ）、メンタルヘルスの疾病４分野について、平成 27 年度に

おいては、次のような取組を実施した。

ア 研修会等の

開催

ア 研修会等の

開催

ア 研修会等の開催

治療就労両立

支援センター（仮

称。以下同じ。）

における復職コ

ーディネーター

の養成及びスキ

ルアップを図る

ため、研修等を実

施する。

治療就労両立

支援センターに

おける復職コー

ディネーターを

養成するため、

策定したカリキ

ュラムに則り、

研修会を開催す

る。

なお、研修会

参加者からのア

ンケート結果を

カリキュラムに

勤労者の復職や、治療と就労の両立を支援するに当たって、治療就労両立支援チームの一

員として、治療計画と両立支援計画を罹患者、主治医、事業場と情報共有し、障壁を整理し

て仲介・調整する役割を担う復職コーディネーターを育成することを目的に、平成 27 年４月

にＭＳＷ等を対象とした復職コーディネーター研修会を開催し 44 名の受講者を得た。

本研修については、平成 26 年度に開催した研修のアンケート結果を踏まえ、研修カリキュ

ラムの見直し等を実施し、「雇用現場における労働関係法令」や「職場における両立支援」と

いった講義の他、疾病４分野ごとに分かれたグループワーク形式の演習を実施する等、研修

内容を業務に最大限活用できるよう努めた。

また、脳卒中(リハ)分野においては、復職コーディネーターが求められる能力や役割等を

まとめた『復職コーディネーターハンドブック』を新たに作成した。

こうした結果、研修受講者を対象としたアンケート調査で 92.9%から「今回の研修内容を今

後実施する両立支援業務に役立てたい」という評価を得た。
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とともに、産業

保健総合支援セ

ンター及び労災

病院を通じて、

事業場及び労災

指定医療機関等

に 普 及 す る こ

と。

反映させること

により、質の向

上を図る。

満足度調査にお

いて、それぞれ

入院 90％以上、

外来 80％以上、

入外平均 85％

以上の満足度を

確保すること。

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○治療就労両立

支援センター

（部）における

復職コーディネ

ーターの養成及

びスキルアップ

を図るため、研

修等を実施した

か。

○治療就労両立

支援センター

（部）において、

がんや脳卒中等

の罹患者に対し

て、復職コーデ

ィネーターを中

心とした支援チ

ームによる職場

復帰や治療と就

労の両立支援の

事例収集を行っ

たか。

○四肢・脊椎の

集を行うなど他の

研究機関では成し

得ないものであ

る。

加えて、チャレ

ンジングな取組で

ある両立支援にお

いて、治療と就労

の両立支援対象者

のうち支援が終了

した者に対するア

ンケートでは、数

値目標（80％）を

大 幅 に 上 回 る

94.7 ％ （ 達 成 度

118.4％）から有用

であった旨の評価

を得ている。

（１）復職コーデ

ィネーターを

育成すること

を目的にＭＳ

Ｗ等を対象と

した研修会を

開催した。前年

度の研修カリ

キュラムの見

直し等を実施

し、研修内容を

業務に最大限

活用できるよ

う努めた結果、

研修終了後の

アンケート調

査で、92.9%か

ら「今回の研修

内容を今後実

施する両立支

援業務に役立

また、この取組については、「第

63 回日本職業・災害医学会学術大

会」等において、一般市民や産業

医等に向け情報発信を行ってい

る。治療と就労の両立支援対象者

のうち、支援が終了した者に対す

るアンケートでは、94.7％の者（達

成率 118.4％）から有用であった

旨の回答を得ている。

重度の被災労働者の職業・社会

復帰を支援するため、医療リハビ

リテーションセンターにおいて、

四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺

患者に対し、複数診療科の医師、

リハビリテーション技師、メディ

カルソーシャルワーカー、栄養士

等の連携による医療の提供に加

え、広域の関係機関との連携を図

っており、その結果、同センター

においては、職場・自宅復帰率

92.9％（達成率 116.1％）を達成

しており、患者満足度は87.9％（達

成率 105.5％）と目標を達成して

いることは評価できる。

総合せき損センターにおいて

は、主治医の他に関連する診療科

の医師、リハビリテーション技師

等も加わり、相互連携して治療方

法の検討及び治療結果の評価等を

行い、より一層治療効果を高めて

いくとともに、職場・自宅復帰ま

での一貫したケアに取り組むこと

で、職場・自宅復帰率 80.4％（達

成率 100.5％）、患者満足度 89.7％

（達成率 105.5％）と目標を達成

している。

（重要度：高）

イ 支援事例の

収集

イ 支援事例の

収集

イ 支援事例の収集

治療就労両立

支援センターに

おいて、労災疾病

等研究の成果や

病職歴データベ

ースを活用する

等により、がんや

脳卒中等の罹患

者に対して、復職

コーディネータ

ーを中心とした

支援チームによ

る職場復帰や治

療と就労の両立

支援の事例収集

を行う。

治療就労両立

支援センターに

おいて、両立支

援事例の収集に

係る手引き書に

基づき、がんや

脳卒中等の罹患

者に対して、復

職コーディネー

ターを中心とし

た支援チームに

よる職場復帰や

治療と就労の両

立支援の事例収

集を行う。

平成 26 年度に引き続き、治療就労両立支援センター（部）において、復職コーディネータ

ーを中心とした支援チームによる職場復帰や治療と就労の両立支援の事例収集に取り組ん

だ。

また、四半期ごとに本部で各分野の症例収集状況や問題点等について情報を収集し、各施

設の復職コーディネーターを中心とした支援チームが両立支援の実践や疑問点等の解消を図

ることができるよう、全施設へフィードバックを行った。

なお、本取組状況については、平成 27 年 11 月に東京・昭和大学で開催（来場者総数 558

名）された「第 63 回日本職業・災害医学会学術大会」において、疾病４分野について報告を

行うとともに、がん分野については、平成 28年２月に川崎市で開催（来場者総数 199 名）さ

れた「第７回勤労者医療フォーラム-がんの治療と就労両立支援-」において、また、糖尿病

分野については、同月に名古屋市で開催（来場者総数 327 名）された「第３回勤労者医療フ

ォーラム-就労と糖尿病治療の両立-」において、一般市民や産業医等に向け情報発信を行っ

た。

ウ 医療機関向

けマニュアルの

作成及び普及

ウ 医療機関向

けマニュアルの

作成及び普及

ウ 医療機関向けマニュアルの作成及び普及

支援事例の分

析・評価を行って

医療機関向けの

マニュアルを作

成し、労災指定医

療機関等への普

及を図る。

外部有識者を

含めた会議の開

催等により、医

療機関向けのマ

ニュアルの作成

及び普及に関す

る検討を行う。

平成 28 年３月に企業の産業医等の外部有識者を含めた委員から構成される「第２回治療と

就労の両立支援推進会議」を開催し、疾病４分野の各委員が取組状況等について報告を行っ

た他、医療機関向けのマニュアル作成に向け、初めてマニュアルの骨子案を提示し、外部有

識者から意見聴取を行うとともに、マニュアルの内容が勤労者の就労先である企業の実態と

齟齬を来たさぬよう、医療機関側のみならず企業側の視点も踏まえて、勤労者の治療と就労

の両立を図るための支援のあり方について検討を行った。

エ アンケート

の実施

エ アンケート

の実施

エ アンケートの実施

支援した罹患

者にアンケート

を行い、８０％以

上から有用であ

った旨の評価を

支援した罹患

者にアンケート

を行い、80％以

上から有用であ

った旨の評価を

平成 27 年４月から、治療と就労の両立支援対象者のうち、支援が終了した者に対してアン

ケートを実施した結果、平成 28 年３月までのアンケート提出者の 94.7％から有用であった

旨の評価を得た。

なお、アンケートに記載された両立支援対象者の意見の分析等を実施し、今後、医療機関

向けマニュアルの作成に反映させることとする。
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得るとともに、そ

の結果をマニュ

アルに反映させ

ることにより、質

の向上を図る。

得るとともに、

医療機関向けマ

ニュアルに反映

させるためにア

ンケート結果の

分析等を行う。

障害、中枢神経

麻痺患者に対す

るチーム医療の

推進及び職業リ

ハビリテーショ

ンセンターとの

連携等により、

医学的に職場・

自宅復帰可能で

ある退院患者の

割合が 80％以

上確保された

か。

○外傷による脊

椎・せき髄損傷

患者に対するチ

ーム医療の推進

等により、医学

的に職場・自宅

復帰可能である

退院患者の割合

が 80％以上確

保されたか。

○医療リハビリ

テーションセン

ター及び総合せ

き損センターに

おいては、患者

満足度調査にお

いて、それぞれ

入院 90％以上、

外来 80％以上、

入外 85％以上

の満足度を確保

したか。

てたい」という

評価を得た。

また、脳卒中

(リハ)分野に

おいては、復職

コーディネー

ターが求めら

れる能力や役

割等をまとめ

た『復職コーデ

ィネーターハ

ンドブック』を

新たに作成し

た他、各疾病４

分野について、

両立支援の事

例収集に取り

組むとともに、

「日本職業・災

害医学会学術

大会」や「勤労

者医療フォー

ラム」等におい

て、取組状況の

報告を行い、一

般市民や産業

医等に向け情

報発信を行っ

た。

さらに、平成

28 年３月に開

催した「第２回

治療と就労の

両立支援推進

会議」では、疾

病４分野の各

委員から医療

機関向けのマ

ニュアルの骨

子案が提示さ

れ、勤労者の治

がん対策推進基本計画（平成 24

年６月閣議決定）において、がん

患者の就労支援等に取り組むこと

となっており、厚労省の検討会等

において、労災病院に対して「治

療と職業生活の両立を図るモデル

医療や、就業形態や職場環境が疾

病の発症や治療、予防に及ぼす影

響等に関する研究・開発・普及に

取り組むこと」等が求められてい

るため。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

特になし。

＜その他事項＞

（有識者からの意見）

疾病４分野（がん、脳卒中、糖

尿病、メンタルヘルス）の疾病に

かかった者が、仕事と生活ができ、

病気がコントロールされるという

ことは、非常に大事な問題となっ

ている。

機構の持っている素晴らしい資

源を今までにない方法で組み合わ

せ、産業医といった機構の外部の

ステークホルダーを取り込んでい

くといった努力をされることで、

評価はＡになると考える。引き続

きインパクトの大きい仕事に取り

組んでいただきたい。

（２）重度被災

労働者の職業・

社会復帰の促進

等

（２）重度被災労

働者の職業・社会

復帰の促進等

（２）重度被災労

働者の職業・社会

復帰の促進等

（２）重度被災労働者の職業・社会復帰の促進等

ア 医療リハ

ビリテーショ

ンセンター及

び総合せき損

センターの運

営

重度の被災

労働者の職

業・社会復帰を

支援するため、

医療リハビリ

テーションセ

ンターにおい

ては、四肢・脊

椎の障害、中枢

神経麻痺患者

に係る高度・専

門的な医療を、

総合せき損セ

ンターにおい

ては、外傷によ

る脊椎・せき髄

障害患者に係

る高度・専門的

医療を提供し、

それぞれ医学

的に職場・自宅

復帰可能であ

る退院患者の

割合を８０％

以上確保する

医療リハビリ

テーションセン

ター及び総合せ

き損センターに

おいては、医学的

に職場・自宅復帰

可能である退院

患者の割合をそ

れぞれ８０％以

上確保するとと

もに、高度・専門

的な医療を提供

することにより、

患者満足度調査

において、それぞ

れ８５％以上の

満足度を確保す

ることとし、次の

ような取組を行

う。

医療リハビリ

テーションセン

ター及び総合せ

き損センターに

おいては、両セン

ターが有する医

学的知見を活用

し、対象患者に対

して高度専門的

医療を提供する

ことにより、医学

的に職場・自宅復

帰可能である退

院患者の割合を

それぞれ８０％

以上確保する。

また、患者の疾

患や状態に応じ

た最適な医療の

提供はもとより、

職場・自宅復帰後

の日常生活上の

指導・相談に至る

までのきめ細か

い支援を通じて、

患者満足度調査

において、それぞ

れ入院９０％以

上、外来８０％以

上、入外平均８

５％以上の満足
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こと。

また、高度・

専門的な医療を

提供することに

よる患者満足度

調査において、

それぞれ８５％

以上の満足度を

確保すること。

度を確保する。 療と就労の両

立を図るため

の支援のあり

方について検

討を行った。

治療と就労

の両立支援対

象者のうち、支

援が終了した

者等に対して

アンケートを

実施した結果、

平成 28 年３月

までのアンケ

ート提出者の

94.7％から有

用であった旨

の評価を得た。

以上のよう

に、これまでの

労災疾病等医

学研究で得ら

れた先駆的な

知見なくして

は成し得ない

高度な専門性

を必要とする

取組を実施し

た。

（２）重度被災労

働者の職業・社

会復帰の促進

等において、医

療リハビリテ

ーションセン

ター及び総合

せき損センタ

ーにおいては、

主治医の他に

関連する複数

ア 医療リハビ

リテーションセ

ンターの運営

ア 医療リハビ

リテーションセ

ンターの運営

ア 医療リハビリテーションセンターの運営

医療リハビリ

テーションセン

ターにおいては、

四肢・脊椎の障

害、中枢神経麻痺

患者に対し、チー

ム医療を的確に

実施することに

より、身体機能の

向上を図るとと

もに、職業・社会

復帰後の生活の

質（ＱＯＬ）の向

上を図る観点か

ら、生活支援機器

の研究開発の実

施及び職業リハ

ビリテーション

を含めた関係機

関との連携強化

に取り組む。

医療リハビリ

テーションセン

ターにおいては、

四肢・脊椎の障

害、中枢神経麻痺

患者に対し、医

師、看護師、リハ

ビリテーション

技師等の連携に

よる高度専門的

医療の提供に加

え、職業リハビリ

テーションセン

ターをはじめ広

域の関係機関と

の連携・紹介の推

進を図る。

また、患者の状

況に応じた他の

医療機関への紹

介、患者退院後の

日常生活に係る

指導・相談、三次

元コンピュータ

グラフィックス

による住宅改造

支援システム等

の研究開発及び

成果の活用等を

患者ごとの障害に応じて作成したプログラムに基づき診療に当たるとともに、患者の職場・

自宅復帰を支援した。具体的には、

・対象患者が重度の四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺等が主であり、肺炎、排尿障害・感染

症、褥瘡等の様々な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複数診療科の

医師、リハビリテーション技師、ＭＳＷ、栄養士等も加わり、相互に連携し治療方法の検

討及び治療結果の評価等を行い、より一層治療効果を高めていくとともに、頸損患者及び

高齢の患者が増える中で全国から広く患者を受入れ、職場・自宅復帰までの一貫したケア

に取り組んだ。（平成27年度における県外からの患者受入：リハ入院患者全体の約50％）

・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する国立吉備高原職業リハビリテーション

センターとの定期的な合同評価会議の実施等相互連携によるリハビリテーションの評価を

行うとともに、患者ごとのプログラム及び退院後のケアに係るプログラムを改良した。

・国立吉備高原職業リハビリテーションセンター入所者に対する診療・緊急時の対応・医療

相談などを医療リハビリテーションセンターで実施する一方、医療リハビリテーションセ

ンター入院患者に対し、職業リハビリテーションセンターにおいて職場復帰を目的とした

技能向上・職種転換訓練などを実施し、連携を図った。

職業リハビリテーションセンターとの連携状況

26年度 27年度

運営協議会 １回 １回

職業評価会議 12回 12回

ＯＡ講習 ９件 10件

・せき損患者に対する日常生活支援機器に係る医用工学研究・開発などの工学的技術支援を

実施するとともに、医師、リハスタッフ、看護師などと密接に連携し、頸損患者がコンピ

ュータを操作できるようにする福祉機器（あご操作マウス）を開発する等、患者のＱＯＬ

の向上に取り組んだ。

・退院後のＱＯＬの向上に資するため、患者の状況に応じた他医療機関への紹介、在宅就労

支援のためのコンピュータ操作の支援、退院前の家庭訪問による環境評価及び三次元コン
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通じて対象患者

のＱＯＬの向上

に取り組む。

ピュータグラフィックスによる住宅改造支援等の在宅就労を支援するためのプログラム

を実施した。

・平成25年度に（独）国立病院機構南岡山医療センターと共同開発した「横押し型携帯酸素

用キャリー」についても試験運用を実施している。また、従前からの自立援助機器等につ

いて、福祉機器等展示会へ４回出展（「バリアフリー2015大阪」、「介護サービス博覧会

岡山」、「国際福祉機器展2015東京」、「職業・災害学会学術大会」）し、蓄積されたノ

ウハウや開発機器等の普及にも積極的に努めた。

この結果、医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合である社会復帰率が 92.9％

と目標を達成した。患者からの満足度については、入院 100.0％、外来 84.8％、入外平均

87.9％であり、目標を達成した。

医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

88.8％ 86.7％ 96.6％ 95.4％ 92.9％

患者満足度

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

全体 91.6％ 88.8％ 91.4％ 83.5％ 87.9％

入院 - - - 87.5％ 100.0％

外来 - - - 82.4％ 84.8％

※26年度計画から入院、外来についても目標値が設定された。

（参考）平均在院日数（単位：日）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

全体 56.2 56.1 57.1 62.3 70.7

せき損
（再掲） 127.8 112.7 92.8 124.4 136.8

（参考）病床利用率

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

76.8％ 71.5％ 68.7％ 66.4％ 62.1％

＜患者満足度調査結果を踏まえた取組例＞

前年の平成 26 年度の患者満足度調査結果について本部が分析を行い、医療リハビリテーシ

ョンセンターでは分析結果を参考に平成 26 年度内から平成 27 年度に向けた改善計画及び「患

者サービス向上委員会」等の活動計画を策定し、以下のような取組を行うことにより患者満足

度の向上に努めた。

・患者接遇に対する意識向上を図るため、全職員を対象とした接遇研修会を実施した。

・院内掲示について、車いす患者が見やすいように、天井から低い位置で掲示物の設置を行

診療科の医師、

リハビリテー

ション技師、Ｍ

ＳＷ等も加わ

り、相互に連携

し評価等を行

い、より一層治

療効果を高め

ていくととも

に、職場・自宅

復帰までの一

貫したケアを

提供したこと

により、頸損や

高齢者等の職

場・自宅復帰が

困難となる患

者が増える中

で、目標値であ

る医学的に職

場・自宅復帰可

能である退院

患 者 の 割 合

80％以上を確

保した。

また、患者満

足度調査にお

いては、平成 26

年度患者満足

度調査の分析

結果に基づき

患者サービス

委員会等で活

動計画を策定

し、積極的な取

組を実施した

結果、両施設と

も目標値であ

る入院 90％以

上、外来 80％以
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った。

・テラス花壇やベランダのすだれ等の整備、小学生による絵画展示を行い、療養環境の向上

に努めた。

上、入外 85％以

上を達成した。

また、医用工学

研究等難易度

の高い項目へ

の取組も継続

的に実施して

いる。

＜課題と対応＞

－

イ 総合せき損セ

ンターの運営

イ 総合せき損

センターの運営

イ 総合せき損センターの運営

総合せき損セン

ターにおいては、

外傷による脊椎・

せき髄障害患者に

対し、受傷直後か

ら一貫したチーム

医療を的確に実施

することにより、

早期に身体機能の

向上を図るととも

に、せき損患者に

係る高度・専門的

な知見に係る情報

の発信に努める。

総合せき損セ

ンターにおいて

は、外傷による脊

椎・せき髄障害患

者に対し、医師、

看護師、リハビリ

テーション技師

等の連携により

受傷直後の早期

治療から早期リ

ハビリテーショ

ンに至る一貫し

た高度専門的医

療の提供に努め

る。

また、総合せき

損センターにお

いて実践してい

る高度専門的医

療の手法等に関

する研修会を実

施し、診断・評価、

看護訓練等の事

例等を紹介した

冊子の配布等を

通じ情報提供に

努め、せき損医療

に従事する医療

スタッフや患者

等に対する支援

を行う。

患者ごとの障害に応じて作成したプログラムに基づき診療に当たるとともに、患者の職場・

自宅復帰を支援した。具体的には、

・対象患者が外傷による脊椎・脊髄損傷患者であり、肺炎、排尿障害・感染症、褥瘡等の様々

な病気を併発することが多いため、主治医の他に関連する複数診療科の医師、リハビリテ

ーション技師、ＭＳＷ、栄養士等も加わり、相互に連携し治療方法の検討及び治療結果の

評価等を行い、より一層治療効果を高めていくとともに、頸損患者及び高齢の患者が増え

る中で職場・自宅復帰までの一貫したケアに取り組んだ。

・受傷直後の外傷性脊椎・脊髄損傷患者を、西日本一円からヘリコプターにより緊急受け入

れし（実績： 27年度 32件）、受傷直後の早期治療から早期リハビリテーションに至る一

貫した高度専門的医療を提供した。

脊髄損傷の新規入院患者数 ヘリコプターによる緊急受入数

27年度

脊髄損傷

新規入院患者数
80件

・治療だけではなく個々の患者に対し、自動車への移乗方法の指導等を実施することにより

職場・自宅復帰を支援した。

・脊髄損傷者に対する日常生活の支援活動を行っている医用工学研究室の取り組みとして、

生活機器や住宅改修相談（現地調査含）などの相談・支援活動を行った。

・ベッド搬送アシストロボットの開発や在宅者用歩行訓練ロボットの試作及び使用評価を実

施し、多くの知見を得、国際福祉機器展などの展示会に出展（６件）して広報活動を行い、

商品化を目指している。また、頸損患者向けスマートフォン操作補助装置『スイッチスマ

ホコール』の１次試作を完成させ、平成 28年度市販化へ向け製品評価に着手した。

・脊髄損傷の治療に関する最新の知見を発信するための「せき損セミナー」（医師対象）と

脊髄損傷患者への看護方法を発信するための「せき損看護セミナー」（看護師対象）を毎

年１回開催している。また、外国人医師の研修を毎年受け入れており、せき損医療の普及

に努めた。

この結果、医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合である社会復帰率が 80.4％

と目標を達成するとともに患者からの満足度についても入院 93.4％、外来 88.3％、入外平

均 89.7％と目標を達成した。

27年度

緊急受入数 32件
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医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

80.5％ 80.2％ 80.0％ 80.2％ 80.4％

患者満足度

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

全体 80.8％ 87.0％ 85.0％ 87.3％ 89.7％

入院 - - - 95.7％ 93.4％

外来 - - - 85.0％ 88.3％

※平成26年度計画から入院、外来についても目標値が設定された。

（参考）平均在院日数（単位：日）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

全体 45.4 46.1 44.4 45.1 43.2

せき損
（再掲） 141.9 131.9 130.1 142.0 111.4

（参考）病床利用率

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

93.4％ 88.2％ 91.4％ 92.3％ 88.2％

＜患者満足度調査結果を踏まえた取組例＞

前年の平成 26 年度の患者満足度調査結果について本部が分析を行い、総合せき損センター

では分析結果を参考に平成 26 年度内から平成 27 年度に向けた改善計画及び「患者サービス向

上委員会」等の活動計画を策定し、以下のような取組を行うことにより患者満足度の向上に努

めた。

① 患者接遇に対する意識向上を図るため、全職員を対象とした接遇研修会を実施した。

② 転倒防止策の一環として、身障者用駐車場から正面玄関までの間に手摺りを設置した。

③ 九州工業大学生によるジャグリングパフォーマンス、ボランティアによるフラダンス

を開催し、患者の精神的なサポート（癒し）を行った。

４．その他参考情報

特になし



- 40 -

１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－６ 地域の中核的医療機関としての役割の推進

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

社会復帰促進等事業（労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号）

独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（平成 25 年 12

月 16 日政策評価・独立行政法人評価委員会）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第１号

業務方法書第４条第１項第１号

当該項目の重要度、難易

度

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシ－ト ０４３８

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

患者紹介率

（計画値）

60％以上確保 － 60.0％ 65.0％ 65.0％ 65.0％ 65.0％ 予算額（千円） － －

患者紹介率

（実績値）

－ 60.7％ 68.4％ 70.3％ ％ ％ ％ 決算額（千円） － －

達成度 － － 114.0％ 108.2％ ％ ％ ％ 経常費用（千円） － －

逆紹介率

（計画値）

40％以上確保 － 40.0％ 40.0％ 40.0％ 40.0％ 40.0％ 経常利益（千円） － －

逆紹介率

（実績値）

－ 49.2％ 58.0％ 58.4％ ％ ％ ％ 行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

達成度 － － 145.0％ 146.0％ ％ ％ ％ 従事人員数（人） － －

地域連携パ

ス（計画値）

中期目標期間中

延べ 500 件以上

実施

100 件 100 件 100 件 100 件 100 件

地域連携パ

ス（実績値）

100 件 150 件 151 件

達成度 150％ 151％

症 例 検 討

会・講習会参

加人数（計画

値）

中期目標期間中、

延べ 12 万４千人

以上実施

－ 24,800

人

24,800

人

24,800

人

24,800

人

24,800

人

症 例 検 討

会・講習会参

加人数（実績

値）

－ 25,688 人 25,656

人

26,417

人

人 人 人
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達成度 － － 103.5％ 106.5％ ％ ％ ％

受託検査件

数（計画値）

中期目標期間中、

延べ 17 万４千人

以上実施

－ 34,800

件

34,800

件

34,800

件

34,800

件

34,800

件

受託検査件

数（実績値）

－ 33,409 件 36,943

件

35,502

件

件 件 件

達成度 － － 106.2％ 102.0％ ％ ％ ％

ニ ー ズ 調

査・満足度調

査（計画値）

80％以上の有用

度を得る

－ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％

ニ ー ズ 調

査・満足度調

査（実績値）

－ 79.1％ 80.0％ 80.3％ ％ ％ ％

達成度 － － 100.0％ 100.4％ ％ ％ ％

患者満足度

調査（計画

値）

80％以上の満足

度を確保

－ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％

患者満足度

調査（実績

値）

－ 81.8％ 72.3％ 84.2％ ％ ％ ％

達成度 － － 90.4％ 105.2％ ％ ％ ％

治験症例数

（計画値）

中期目標期間中

10,900 件以上確

保

－ 2,180 件 2,180 件 2,180 件 2,180 件 2,180 件

治験症例数

（実績値）

－ 2,173 件 3,785 件 3,987 件 件 件 件

達成度 － － 173.6％ 182.9％ ％ ％ ％

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

４ 地域の中核

的医療機関とし

ての役割の推進

４ 地域の中核

的医療機関とし

ての役割の推進

４ 地域の中核

的医療機関とし

ての役割の推進

＜主な定量的指

標＞

○患者紹介率

を65％以上、逆

紹介率を40％

以上確保する

こと。

○地域の医療機

関の医師及び産

業医等を対象と

して、中期目標

期間中において

は、症例検討会

や講習会を延べ

12 万４千人以

上に対して実施

すること。

○高度医療機器

を用いた受託検

査を、中期目標

期間中において

は、延べ 17万４

千件以上実施す

ること。

○満足度調査を

実施して診療や

産業医活動の上

で有用であった

旨 の 評 価 を

80％以上得るこ

と。

○患者満足度調

査において全病

４ 地域の中核的医療機関としての役割の推進 ＜評定と根拠＞

評定：Ａ

以下のとおり、

定量的指標が設定

されている８項目

の全ての指標にお

いて年度計画を上

回る成果が得られ

ており、特に地域

連携における逆紹

介率（達成度

146.0％）、地域連

携パス（達成度

151.0％）、治験件

数（達成度

182.9％）の３項目

は年度計画を大き

く上回る（これら

の実績は前中期目

標期間の平均値を

大きく上回る）実

績を挙げている。

その他の指標につ

いても前中期目標

期間中の最高値も

しくは平均を上回

る実績を挙げてい

ることから、自己

評定を「Ａ」評価

とした。

（１）「地域で目

指すべき役割

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目標

の所期の目標を達成していると評

価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

地域で目指すべき役割の明確化

のため、地域の医療需要、近隣病

院の診療機能等を把握し、最適な

病床機能区分の見直しを行った結

果、平成 27年度は新たに地域包括

ケア病棟を 3 施設、一般病棟 7 対

1 を 1 施設に導入しており、地域

の実情に即した医療を提供してい

る。地域支援医療病院の承認を受

けている全ての病院（25病院）に

おいて、紹介率及び逆紹介率の要

件（紹介率：65％以上、逆紹介率：

40％以上）を満たすとともに全て

の病院等の平均でも紹介率、逆紹

介率の達成目標（地域支援医療病

院の承認要件）を上回っているこ

と、救急搬送患者数の伸びている

状況（27 年度：82,369 件（全労災

病院等）、前年度比較３％増、5 年

度前比較 14％増）は、地域医療に

貢献していると評価できる。

また、地域連携パスについても、

達成目標（前中期目標期間の平

均：100 件）を上回る 151 件の導

入を達成（達成率 151％）してお

り、この点からも地域医療機関と

の連携が強化されていると評価で

労災病院にお

いては、次のよう

な取組を行うこ

とで地域の医療

水準の向上に貢

献する。

労災病院にお

いては、次のよう

な取組を行うこ

とで地域の医療

水準の向上に貢

献する。

（１）地域医療

への貢献

（１）地域で目指

すべき役割の明

確化

（１）地域で目指

すべき役割の明

確化

（１）地域で目指すべき役割の明確化

労災病院にお

ける臨床技能の

維持・向上や医

師等の確保・養

成、さらには地

域の医療水準の

向上に貢献する

ため、保有する

データベースを

活用するなどし

て地域における

役割や機能を分

析・検証した上

で、各病院の特

性 を 活 か し つ

つ、地域の実情

に応じた効果的

かつ効率的な医

療サービスを提

供することによ

り、地域医療に

貢献すること。

所在する医療

圏の人口動態、疾

病構造、他の医療

機関の診療機能

等の調査を行い、

労災病院が当該

地域で目指すべ

き役割を明確に

した上で、都道府

県において策定

することとなる

地域医療構想の

公表時期に併せ

てホームページ

等において公表

するとともに、最

適な医療提供体

制を確立する。

所在する医療

圏の人口動態、

疾病構造、他の

医療機関の診療

機能等の調査を

行い、地域にお

ける中核病院と

しての役割を担

いつつ地域にお

いて求められて

いる病床機能を

適切に選択して

地域医療に貢献

していく。

労災病院が所在する地域の医療需要、近隣病院の診療機能等を把握し、最適な病床機能区分

を選択する観点から、病床機能の変更が必要と判断した病院と本部とで検討を行い、病院の方

針や地域情勢を考慮した上で、病床機能区分の見直しを行った。

・主な病床機能区分の見直し状況

区分 25年度 26年度 27年度

ＩＣＵ 16施設 16施設（1施設） 16施設（4施設）

ＨＣＵ 5施設 7施設 8施設

一般病棟７対１ 24施設 25施設 26施設

地域包括ケア病棟 － 4施設 7施設

回復期リハビリテーション病棟 1施設 2施設 2施設

障害者病棟 4施設 4施設 5施設

※ＩＣＵのうち（ ）内は、上位施設基準の届出施設数である。
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院平均で入院

90％以上、外来

75％以上、入外

平均 80％以上

の満足度を確保

すること。

○治験実施体制

の強化や労災病

院治験ネットワ

ークによる広報

等の活動によ

り、治験症例数

を 2,180 件以上

確保すること。

＜その他の指標

＞

地域連携パス件

数については、

中期目標期間中

に延べ 500 件以

上、平成 27年度

においては、100

件以上実施する

こと。

＜評価の視点＞

○地域における

最適な医療提供

体制の確立等の

ため、病床機能

の見直しがなさ

れているか。

○地域の医療機

関との連携強化

が図られている

の明確化」にお

いては、地域の

医療需要、近隣

病院の診療機

能等を考慮し

た上で、最適な

病床機能区分

を検討し、一般

病棟７対１を

１施設、地域包

括ケア病棟を

３施設、障害者

病棟を１施設

導入した。

（２）「地域の医

療機関との連

携強化」におい

ては、連携医療

機関からの意

見・要望を踏ま

えて業務改善

を行うなどの

取組を実施し

た結果、「紹介

率」、「逆紹介

率」、「症例検

討会・講習会参

加人数」、「受

託検査件数」、

「利用者（労災

指定医療機関

等）からの診療

や産業医活動

をする上で有

用であった旨

の評価」につい

て目標値を確

保した。特に、

逆紹介率が達

きる。

さらに、地域医療を支援するた

め、労災指定医療機関の医師、産

業医等への講習会を、利便性に配

慮した時間帯に行うことにより、

達成目標（24,800 人）を上回る

26,417 人（達成率 106.5％）に対

し実施している。

また、高度医療機器を用いた受

託検査については、高度医療機器

の利用案内に関する情報をホーム

ページ等で積極的に広報を行った

結果、達成目標（34,800 件）を上

回る 35,502 件（達成率 102.0％）

の受託検査が実施されている。

連携医療機関に対するニーズ、

満足度調査については、患者受入

体制の改善に努めた結果、利用者

から診療や産業医活動をする上で

有用であった旨、達成目標（80％）

を上回る 80.3％（達成率 100.4％）

の者から評価を得ている。

患者の意向の尊重と医療安全の

充実に関しては、患者満足度調査

で入院 90％以上、外来 75％以上、

入外平均80％以上の満足度を目標

としており、平成 26年度は質問形

式の大幅な見直し等もあり目標の

達成には至らなかったものの、平

成 27年度は、患者接遇の意識向上

のための研修の実施、個別ブース

による相談スペースを確保する等

の取り組みを行った結果、入院

91.8％、外来 80.2％、入外平均

84.2％（達成率 105.2％）と目標

を達成している。

（２）地域の医

療機関等との連

携強化

（２）地域の医療

機関等との連携

強化

（２）地域の医療

機関等との連携

強化

（２）地域の医療機関等との連携強化

地域医療連携室において、次のア～エの取組を行い、連携を一層推進した結果、紹介患者の

受入れ等地域の労災指定医療機関等との連携強化が図られた。

ア 地域の医療

機関等との連携

強化

ア 地域の医療

機関等との連携

強化

ア 地域の医療機関等との連携強化

労災病院にお

いては、地域医

療を支援するた

め、紹介患者の

受入れなど地域

の医療機関等と

の連携を強化す

るとともに、医

療機関等を対象

にした症例検討

会 や 講 習 会 及

び、地域の医療

機関等からの高

度医療機器を用

いた受託検査を

行うこと。

第２期中期目

標期間に引き続

き、患者紹介に関

する地域の医療

機関等との連携

機能を強化する

こと等により、労

災病院全体で地

域医療支援病院

の基準以上であ

る「患者紹介率を

６０％以上、逆紹

介率４０％以上」

を確保する。

地域医療支援

病院については、

引き続き紹介率、

逆紹介率を維持

し、要件を適合さ

せていく。

また、救急搬送患

者の受入れや地

域連携パスの導

入など、地域医療

への積極的な参

加を図る。

患者紹介に関

する地域の医療

機関等との連携

機能を強化する

こと等により、労

災病院全体で地

域医療支援病院

の基準以上であ

る「患者紹介率を

65％以上、逆紹介

率40％以上」を確

保する。

地域医療支援

病院については、

引き続き紹介率、

逆紹介率を維持

し、要件を適合さ

せていく。

また、救急搬送患

者の受入れや地

域連携パスの導

入など、地域医療

への積極的な参

加を図る。

地域医療連携室において、連携医療機関からの意見・要望を基に紹介受付枠の拡大等、業務

改善に取り組んだ結果、紹介率は年度計画の65％をクリアし、70.3％を確保した。逆紹介率に

ついても、年度計画の40％を上回る58.4％を確保した。

また、地域医療支援病院について、承認を受けている25病院全てが紹介率、逆紹介率の要件

を満たすとともに、地域の救急隊との意見交換会の開催や近隣医療機関との地域連携パスの策

定・運用を拡大することにより医療連携体制の一層の強化を図った。

・患者紹介率

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

60.9％ 63.0％ 65.3％ 68.4％ 70.3％

・逆紹介率

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

49.4％ 52.7％ 53.9％ 58.0％ 58.4％

・救急搬送患者数 （単位：人）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

72,961 75,954 76,732 80,008 82,369

※平成27年度 労災病院１施設当たり救急搬送患者数 2,574人

※参考

平成27年全国医療機関の１施設当たり救急搬送患者数：645人

（出典：平成28年３月29日総務省公表資料「平成27年の救急出動件数等（速報）」）

・地域連携パス（単位：件）

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

脳卒中 18件 17件 19件 22件 23件

大腿骨頚部骨折 18件 19件 23件 23件 23件

その他（がん、糖尿病等） 78件 87件 94件 105件 105件

合 計 114件 123件 136件 150件 151件

イ 症例検討会

等の実施

イ 症例検討会

等の実施

イ 症例検討会等の実施

地域医療を支

援するために、地

地域医療を支

援するために、地

地域医療を支援するため、労災指定医療機関の医師及び産業医等に対して、利便性に配慮し

た時間帯に症例検討会や講習会を開催し、26,417人を対象に講習を実施した。
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域の医療機関の

医師等に対し、診

療時間帯に配慮

して症例検討会

や講習会等を行

うことにより、中

期目標期間中、延

べ１２万 4 千人

以上に対し講習

を実施する。

域の医療機関の

医師等に対し、診

療時間帯に配慮

して症例検討会

や講習会等を行

うことにより、延

べ２４，８００人

以上に対し講習

を実施する。

か。

○クリニカルパ

ス検討委員会の

活動等を通じ

て、クリニカル

パスの活用が推

進されたか。

○医療安全チェ

ックシートによ

る自主点検及び

医療安全相互チ

ェックが実施さ

れたか。

○医療安全に関

する研修、医療

安全推進週間等

への参加が継続

して実施されて

いるか。

○患者参加型

の医療安全が

推進されてい

るか。

○当該年度に病

院機能評価受審

を計画していた

病院で、受審が

行われたか。

○患者満足度調

査の結果を患者

サービス委員会

の活動等を通じ

て、業務の改善

に反映された

か。

・症例検討会・講習会参加人数（単位：人）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

24,418 29,849 32,463 25,656 26,417

成度 146.0％と

なったほか、救

急搬送患者数

についても、前

年度実績を大

幅 に 上 回 る

82,369 人（＋

2,361 人）とな

った。

（３）「患者サー

ビス向上、チー

ム医療の推進」

においては、

「医療の質の

向上」、「患者

サービスの向

上」及び「経営

基盤の強化」を

主目的として

電子カルテシ

ステムを計画

どおり３病院

で導入した。な

お、「日本再興

戦略」改訂 2015

（平成 27 年６

月 30 日閣議決

定）では、「2020

年度までに、地

域医療におい

て中核的な役

割を担うこと

が特に期待さ

れる 400 床以

上の一般病院

における電子

カルテの全国

普及率を 90％

に 引 き 上 げ

る。」ことを掲

治験の推進について、製薬メー

カーからの依頼に応えるため体制

の強化を図り、治験の受入れを推

進したことで、達成目標（前中期

目標期間実績：2,180 件）を大き

く 上 回 る 3,987 件 （ 達 成 率

182.9％）の治験を受入れているこ

とは評価できる。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

（有識者からの意見）

・複数の数値目標（合計８項目）

のうち、120％以上の達成度となっ

ている項目は３項目であることか

ら、Ｂとすることが適当。

・数値目標の一つである逆紹介率

40％以上について、（前中期目標期

間の平均値（49.2％）及び 26，27

年度の実績（58.0％、58.4％）を

見れば）40％以上という目標は低

すぎるのではないか。

＜その他事項＞

（有識者からの意見）

治験の推進については、目標を

大きく達成しているという点で

は、困難度から考えても難しいも

のであり、定性的に見てもいかに

困難であるか、インパクトがある

かを説明していただくと、評価が

より納得できる。

ウ 高度医療機

器を用いた受託

検査

ウ 高度医療機

器を用いた受託

検査

ウ 高度医療機器を用いた受託検査

地域における

高度医療機器の

利用促進を図る

ため、ホームペー

ジ、診療案内等に

よる広報を実施

し、高度医療機器

を用いた受託検

査を中期目標期

間中、延べ１７万

４千件以上実施

する。

地域における

高度医療機器の

利用促進を図る

ため、ホームペー

ジ、診療案内等に

よる広報を実施

し、高度医療機器

を用いた受託検

査を延べ３４，８

００件以上実施

する。

ＣＴ、ＭＲＩ、ガンマカメラ、血管撮影装置等の利用案内に関する情報をホームページや診

療案内等により積極的に広報を行うことにより、年度計画である延べ34,800件を上回る延べ

35,502件の受託検査を実施した。

・受託検査件数（単位：件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

33,809 32,938 34,793 36,943 35,502

エ 連携医療機

関に対するニー

ズ・満足度調査の

実施

エ 連携医療機

関に対するニー

ズ・満足度調査の

実施

エ 連携医療機関に対するニーズ・満足度調査の実施

また、利用した

医療機関等から

診療の上で有用

であった旨の評

価を８０％以上

得ること。

利用者である

地域の医療機関

等に対するニー

ズ調査・満足度調

査を毎年度実施

し、連携医療機関

からの有用度を

８０％以上得る

とともに、地域支

援業務の改善に

利用者である

地域の医療機関

等に対するニー

ズ調査・満足度調

査を実施し、連携

医療機関からの

有用度を８０％

以上得るととも

に、地域支援業務

の改善に反映さ

平成26年９月１日から平成27年８月31日までの期間中に紹介実績のある医師に対して、ニー

ズ調査・満足度調査（医療情報の提供、医療水準、診療時間帯等のアンケート調査を含む。）

を実施した。患者受入体制等の改善に努めた結果、利用者（労災指定医療機関等）から診療や

産業医活動をする上で有用であった旨の評価について年度計画である80％以上の評価を得た。

・診療や産業医活動を実施する上で有用であった旨の評価

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

79.2％ 79.3％ 80.5％ 80.0％ 80.3％
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反映させる。 せる。 ○医療情報のＩ

Ｔ化が推進され

ているか。

○本部と各労災

病院とで協議の

上目標値を設定

し、病院ごとの

実績の評価、検

証が行われた

か。

げているが、労

災病院では、既

に平成 26 年度

（2014 年度）の

段階で、400 床

以上の 12 病院

のうち 11 病院

（91.7％）にお

いて電子カル

テを導入して

いる。

（４）「患者の意

向の尊重と医

療安全の充実」

においては、病

院全体の医療

安全に関する

システム等を

組織的・継続的

に確認をおこ

ないながら医

療安全の充実

に取り組んだ。

患者満足度調

査については、

平成 26 年度患

者満足度調査

の分析結果に

基づき患者サ

ービス委員会

等で改善計画

を策定し、各施

設で積極的な

取組を実施し

た結果、平成 27

年度の満足度

は 入 院

91.8％、外来

80.2％、入外平

（３）医療情報

のＩＴ化の推進

（３）医療情報の

ＩＴ化の推進

（３）患者サービ

ス向上、チーム医

療の推進

（３）患者サービス向上、チーム医療の推進

労災病院の医

療の質の向上と

効率化を図るた

め、医療情報の

ＩＴ化を推進す

ること。

労災病院の医

療の質の向上と

効率化を図るた

め、電子カルテシ

ステム等の導入

を進めることに

より医療情報の

ＩＴ化を推進す

る。

労災病院の患

者サービス向上、

情報の共有化に

よるチーム医療

の推進及び医療

の質の向上と効

率化を図るため

医療情報のＩＴ

化を推進する。こ

のため電子カル

テシステムを３

病院に、経営状況

に配慮しつつ新

たに導入する。

また、電子カル

テシステムの導

入及び更新に当

たっては、システ

ムに必要とされ

ている機能の絞

り込みと入札に

おける競争性を

高めるためにコ

ンサルタントを

活用して病院機

能に見合ったシ

ステム構成とす

る。

電子カルテシステム等の導入状況

ⅰ 導入目的

電子カルテシステム等については、医療の質の向上と効率化の観点から、主に次の３点

を目的として導入の促進を図った。

① 医療の質の向上（医療安全対策の強化、チーム医療の推進等）

② 患者サービスの向上（情報伝達の円滑化・迅速化による待ち時間の減少、理解しやす

い診療の説明等）

③ 経営基盤の強化（フィルム等消耗品の使用量削減、カルテ保存や運搬等の効率化等）

ⅱ 推進体制

病院情報システムの導入推進体制として、本部にＣＩＯ（情報化統括責任者）、ＣＩＯ補

佐官及び情報企画課を置き、病院にはシステムに詳しい医師をトップに各部門の代表者を

集めた情報システム委員会や情報企画係等を設置し、本部と病院が連携を取りながら導入

を推進している。

ⅲ 導入状況

平成27年度においては、電子カルテシステムを３病院で導入した。

平成27年度における全国の労災病院における電子カルテシステム等の導入割合は、

96.9％である。（32病院中31病院導入）

・電子カルテシステム稼働病院 （27病院）

・オーダリングシステム稼働病院（４病院）

なお、400 床以上の労災病院における電子カルテシステムの導入割合は、91.7％である。

（12病院中 11病院導入）

【電子カルテシステム累計導入病院数推移】

年 度 ～21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

導入病院数 6 10 11 16 18 24 27(84.4%)

400床以上(再掲) 3 6 6 8 8 11 11(91.7%)

※「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）における普及率目標：2020年度（平

成32年度）までに400床以上の一般病院90%以上

ⅳ 導入後の効果の検証

患者サービスの向上、医療の質の向上、経営基盤の強化の観点から、IT化推進の目的や

目標を明確にする「病院情報システム導入目的・目標・評価シート」を用いて、病院情報

システム導入病院については導入後の効果を検証し、具体的に数値化した結果を導入の翌

年度に本部へ提出している。

主な導入後の効果については次のとおり。

・バーコードを用いた３点チェック（スタッフ認証、患者認証、薬剤認証）により誤投

薬の防止が図られ、また医師からの指示受けや転記ミスがなくなる等、医療安全対策

が強化された。

・電子的に一元管理された医療情報を医師、看護師、コメディカル等の多くのスタッフ

間で共有することによりチーム医療の推進が図られた。

・ＰＡＣＳ（医療画像保管･伝送システム）との接続により、患者へのインフォームドコ
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ンセントとしてレントゲンや内視鏡の画像を参照できるためよりわかり易い説明が可

能となった。

コンサルタントの導入

今後、新規に電子カルテシステムの導入を予定している病院のうち、１病院が専門的な見

地から有効なアドバイスを受けることを目的にコンサルタントを導入した。

また、電子カルテシステムの更新を予定している病院のうち、３病院がコンサルタントを

導入し、中小のシステムメーカーも含め、より多くの業者が応札可能な仕様書を作成するな

ど、今後も調達コストの削減に努めることとしている。

均 84.2％と目

標を達成した。

なお、病院機能

評価受審を計

画していた９

施設が全て受

審・更新を行

い、認定施設数

が 29 施設（認

定率 90.6％）と

なった。また、

医療の標準化

や情報の共有

化を通じたチ

ーム医療の推

進を図るため、

引き続きクリ

ニカルパスの

作成・見直しを

行い、パス件数

が対前年度＋

264 件、パス見

直し件数が対

前年度＋257 件

となった。

（５）治験につい

ては、自院の体

制強化はもと

より製薬メー

カー等からの

評価も依頼件

数に影響を与

えるため、難易

度が高い取組

であるが、「治

験の推進」にお

いては、引き続

き体制強化に

取り組み、年度

（４）患者の意

向の尊重と医療

安全の充実

（４）患者の意向

の尊重と医療安

全の充実

（４）患者の意向

の尊重と医療安

全の充実

（４）患者の意向の尊重と医療安全の充実

患者の意向を

尊重し、良質で安

全な医療を提供

するため、以下の

取組を行う。

良質で安全な医療を提供するため、以下の取組を行う。

ア 患者満足度

の確保

ア 患者満足度の確保

国民の医療に

対する安心と信

頼を確保するた

め、患者の意向

を十分に尊重

し、良質かつ適

切な医療を提供

すること。これ

により、患者満

足度調査におい

て全病院平均で

８０％以上の満

足度を確保する

こと。

日本医療機能

評価機構等の病

院機能評価の受

審、さわやか患者

サービス委員会

活動、クリニカル

パス委員会等の

院内委員会活動

等を通じて、良質

かつ適切な医療

を提供し、全病院

平均で８０％以

上の患者満足度

を確保する。

患者の意向を

尊重し、良質で安

全な医療を提供

するため、患者満

足度調査を実施

し、患者から満足

のいく医療が受

けられている旨

の評価を全病院

平 均 で 入 院 ９

０％以上、外来７

５％以上、入外平

均８０％以上得

る。

平成26年度に引き続きすべての労災病院において患者満足度調査を実施した。入院患者につ

いては、調査期間（平成27年９月７日から平成27年10月４日）に退院した患者のうち8,374名か

ら、外来患者については、調査日（平成27年９月７日から平成27年９月11日の間のうち病院任

意の２日間）に通院した外来患者のうち16,333名から回答が得られ、満足度は入院 91.8％、外

来 80.2％、入外平均 84.2％と目標を達成した。

患者満足度の推移

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

合計 81.4％ 81.8％ 82.5％ 72.3％ 84.2％

入院 - - - 84.9％ 91.8％

外来 - - - 66.1％ 80.2％

※平成26年度計画から入院、外来についても目標値が設定された。

＜患者満足度調査結果を踏まえた各病院取組例＞

平成26年度満足度調査の年度計画未達成を受け、分析結果を基に全施設において年度内から

患者サービス委員会にて改善計画を策定し、平成27年度に向けて以下のような積極的な取組を

行った。

・患者接遇の意識向上を図るため、外部講師を招聘して接遇研修を実施した。

・プライバシーや患者の気持ちへの配慮のため、個別ブースによる相談スペースを確保した。

・院内掲示物について、患者へわかりやすい掲示を行うため、掲示物の整理及び規格の統一

を行った。

・患者からの問い合わせが多い部署に向かう患者に対し、総合受付の看護師やボランティア

係員が必要に応じて「外来案内図」の配布を行った。
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・外来患者の診療待ち時間状況について声かけ等で適宜お知らせすることとした。 計画を上回る

3,987 件（計画

達 成 度

182.9％）の治

験を実施した。

また、労災病院

治験ネットワ

ークを介した

治験について

は、調査依頼件

数が前年度 12

件に対し 20 件

に増加した。

（６）「病院ごと

の目標管理の

実施」において

は、本部と各労

災病院との協

議により目標

値を設定、四半

期ごとの実績

を本部で取り

まとめた上、本

部主催の会議

等にて各労災

病院の取組の

進捗状況を確

認するととも

に、目標達成に

向け、必要に応

じて行動目標

の追加・修正を

行った。

＜課題と対応＞

－

イ 病院機能評

価の受審

イ 外部評価機関による病院機能評価

良質な医療を

提供するため、日

本医療機能評価

機構等の病院機

能評価について

認定有効期限を

迎える施設の更

新に取り組む。

良質な医療提供を目的として、平成27年度に病院機能評価の更新時期を迎えた施設等におい

て再受審・更新を行った。

・病院機能評価の認定施設数の推移

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

認定 30施設 30施設 30施設 29施設 29施設

(認定率) 93.8％ 93.8％ 93.8％ 90.6％ 90.6％

※ 全国病院認定率（推計）： 26.3％（平成28年４月７日現在）

ウ 地域医療連

携等の向上

ウ 医療の標準化（高度医療のモデル化）の推進

医療の標準化

並びに地域との

医療連携を図る

ため、クリニカル

パス検討委員会

の活動等を通じ

て、クリニカルパ

ス及び地域連携

パスの活用を推

進する。また、適

切な医療の提供

及びチーム医療

の推進のため、Ｄ

ＰＣベンチマー

ク指標を作成し、

医療の質の向上

に取り組む。

医療の標準化や情報の共有化を通じたチーム医療の推進を図るため、全ての労災病院に設置

されている「クリニカルパス検討委員会」での検討等を通じて、平成27年度末までに4,851件

のクリニカルパスを作成した。

また、既存のパスについても、チーム医療の推進による多職種間の連携と情報共有を深める

ことにより、931件の見直しを行った。

・クリニカルパス導入状況

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

パス件数 4,390件 4,422件 4,397件 4,587件 4,851件

パス使用率 － － － 51.0％ 47.3％

見直し件数 479件 578件 635件 674件 931件

医療の標準化の観点から、ＤＰＣを積極的に導入し、平成27年度においては、ＤＰＣ対象病

院が29施設、ＤＰＣ準備病院が１施設となっている。本部においてはＤＰＣ対象病院等から収

集したデータを取りまとめた上で、医療の質の向上に取り組むこと等を目的として、22項目か

らなるベンチマーク資料を四半期ごとに取りまとめ、各労災病院にフィードバックした。

エ 医療安全の

充実

エ 医療安全の充実

また、患者の

安全を確保する

ため、組織的・

継続的な取組に

より医療安全の

また、医療安全

チェックシート

による自主点検、

医療安全相互チ

ェック、医療安全

安全な医療を

推進するため、

「医療安全チェ

ックシート」と

「労災病院間医

（ア）医療安全チェックシート

全国の労災病院において労災病院共通の「医療安全チェックシート」を用いた取組を継

続した。チェックシートの項目達成率は 98.3％であった。「医療安全チェックシート」を

用いた評価は平成 17 年度から、全国の労災病院を対象に統一したチェックシートを基に、

年２回の自己チェックで行っており、内容は 249 項目にわたり医療安全について細部まで
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充 実 を 図 る こ

と。

に関する研修、医

療安全推進週間

等を継続して実

施するとともに、

患者の医療安全

への積極的な参

加を推進し、医療

安全の充実を図

る。

療安全相互チェ

ック」を活用した

取組を継続する。

さらに、相互チ

ェックについて

は、他医療機関と

の連携を引き続

き実施する。

チェックできるようになっている。全国の労災病院を統一した基準で自己評価し、実施結

果を機構ホームページで公表している。

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

項目数 227 231 231 249 249

達成率 96.8% 97.1% 98.2% 98.3% 98.3%

対前回 ＋3.0 ＋0.3 ＋1.1 +0.1 ±0

（イ）労災病院間医療安全相互チェック等

平成14年度に北陸の３労災病院、燕、新潟、富山が開始した取り組みをモデルケースと

して、平成18年度から全国の労災病院間に規模を拡大し実施している。平成27年度も全国の

労災病院を11グループ（１グループあたり３～４病院）に分けすべてのグループにおいて引

き続き医療安全相互チェックを実施（延べ34回）した。自院では見落としがちな問題点や課

題を他院の視点で指摘すること、他院の優れているところを吸収すること等により、医療安

全に関する問題点の改善に活用し、質の向上を図った。また、医療安全相互チェックを通じ

て明らかになったリスク要因及び改善状況等については、グループ内において共有するとと

もに、全グループへの情報提供や、「医療安全対策者会議」における事例検討の実施により

全国の労災病院の医療安全対策の推進を図るとともに、実施結果を機構ホームページで公表

している。

【平成27年度の主なテーマ】

・管理薬剤（毒薬・麻薬・向精神薬）の安全な運用

・抗がん剤の安全な使用及び暴露防止対策

・食物薬物アレルギー対策について

・患者誤認防止対策 等

なお、他医療機関との連携については、感染対策のための相互チェックとして 28 施設

の労災病院が、地域の大学病院や自治体病院等（43 病院）と 64回実施した。

また、医療安全

の充実を図るた

め、すべての労災

病院において全

職員を対象とし

た医療安全に関

する研修を年２

回以上実施する

とともに、患者・

地域住民も広く

参加する医療安

全推進週間等に

引き続き取り組

む。

（ウ）職員研修

職員一人一人の医療安全に関する知識・意識の向上を図るため、すべての労災病院にお

いて全職員を対象とした医療安全に関する研修（転倒・転落予防、医療コミュニケーショ

ンスキル、医薬品の安全使用等）を年２回以上実施した。（235回、延べ参加人数26,891

人）

（エ）医療安全推進週間

厚生労働省が主催する「医療安全推進週間」※（11月22日（日）～11月28日（土））に

すべての労災病院が参加し、労災病院としての共通テーマ「患者・地域住民との情報共有

と患者・地域住民の主体的参加の促進」のもと、患者・地域住民及び職員を対象に次の取

組を実施した。

・医療相談コーナー（医薬品の情報提供、手洗い等の体験型参加等）の設置【９病院、相

談636件】

・患者・地域住民を対象とした公開講座（転倒予防、十分な食事と適度な運動で筋力バラ

ンスを取ろう等）【22病院、31演題、参加1,215人】

・医療安全パトロール（医療安全委員会メンバーによる院内巡視）

【20病院、うち４病院は病院ボランティア等地域住民が参加】

・職員を対象とした研修・講習会（「医療事故調査制度について」「医療の最新動向」等）

【30病院、40演題、うち19演題は外部講師を招聘、参加4,039人】

※医療安全対策に関し、医療関係者の意識向上、医療機関や医療関係団体における組織的
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取組の促進等を図るとともに国民の理解と認識を深めることを目的とし、11月25日を含む

一週間を「医療安全推進週間」と位置付け、医療安全対策の推進を図っている。

さらに、労災病

院における医療

上の事故等の公

表、原因究明・分

析に基づく再発

防止対策の徹底

と共有化を継続

する。

（オ）公表と再発防止

・医療の安全性及び透明性の向上のため毎年公表している労災病院における医療上の事故

等の発生状況（インシデント・アクシデント含む）について、平成26年度分をホームペ

ージ上で公表した。

・「医療安全対策者会議」、「各種本部集合研修」及び「医療安全情報誌」等において、

労災病院における事例等をもとに、情報の共有化と再発防止対策の徹底を図った。

（５）治験の推進 （５）治験の推進

新医薬品等の

開発促進に資す

るため、各労災

病院から治験コ

ーディネーター

研修等へ積極的

に職員を派遣す

ることにより治

験実施体制を強

化 す る と と も

に、労災病院治

験ネットワーク

の強化と広報活

動を行うことに

より、治験症例

数を中期目標期

間中１０，９０

０件以上確保す

ること。

新医薬品等の

開発促進に資す

るため、各労災病

院から治験コー

ディネーター研

修等へ積極的に

職員を派遣する

ことにより治験

実施体制を強化

するとともに、労

災病院治験ネッ

トワークの強化

と広報活動を行

うことにより、治

験症例数を中期

目標期間中１０，

９００件以上確

保する。

新医薬品等の

開発促進に資す

るため、各労災病

院から治験コー

ディネーター研

修等へ積極的に

職員を参加させ

ることにより治

験実施体制を強

化する。また、労

災病院治験ネッ

トワークの強化

と広報活動を行

うことにより、治

験症例数を２，１

８０件以上確保

する。

治験を推進するため、国立病院機構主催の「初級者臨床研究コーディネーター養成研修」（日

本臨床薬理学会認定）に労災病院の職員７名が参加してスタッフの充実を図っており、平成27

年度においては年間計画2,180件を上回る3,987件の治験を実施した（計画達成度182.9％）。

ⅰ 労災病院における治験実績

年度 治験件数
製造販売後臨

床試験件数
合計件数

23年度 316件 1,759件 2,075件

24年度 488件 1,931件 2,419件

25年度 530件 2,065件 2,595件

26年度 861件 2,924件 3,785件

27年度 843件 3,144件 3,987件

ⅱ 労災病院治験ネットワークを活かした治験の実施

年度 調査依頼件数 契約件数 (参考)治験実施が可能

であった延施設数契約施設数

24年度 7件 2件 4施設 36施設

25年度 6件 3件 4施設 30施設

26年度 12件 8件 10施設 58施設

27年度 20件 2件 4施設 112施設

※27年度末時点で、上表のほか７件（31施設）が調査継続中

労災治験ネットワーク事務局において、引き続き製薬メーカーに訪問するなど情報収集に努

めるとともに、労災病院治験ネットワークに参加している労災病院等の診療科情報、治験受託

実績等をホームページに掲載するなどして広報活動に努めた結果、製薬メーカー等から依頼の

あった20件の実施可能性調査を行い、うち２件で治験契約を締結した（平成27年度末時点にお

いて、その他７件調査継続中）。

また、平成26年度には製薬メーカー等からの要望があった、治験の会計処理規定の見直しを

行い、原則前払いとしていた受託研究費の受入方法を平成27年度から出来高方式に変更した。

（６）燕労災病

院（新潟県燕市）

の再編

（６）燕労災病院

（新潟県燕市）の

再編

（６）燕労災病院

（新潟県燕市）の

再編

（６）燕労災病院（新潟県燕市）の再編
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新潟県の県央

基幹病院基本構

想策定委員会に

おいて、燕労災

病院と厚生連三

条総合病院の再

編 を 前 提 と し

て、「県央基幹

病院基本構想」

が策定されたこ

とを踏まえ、燕

労災病院の再編

について検討を

行うこと。

労災病院の再

編・整理は地域医

療の中での当該

病院の役割、位置

づけなども踏ま

えて、個別に慎重

に検討すべきで

あるが、燕労災病

院と厚生連三条

総合病院の再編

については、新潟

県の県央基幹病

院基本構想策定

委員会において

検討が進められ、

平成２５年１２

月「県央基幹病院

基本構想」が策定

されたことを踏

まえ、機構として

適切な対応を行

っていく。

なお、再編の実

施に当たっては、

職員の雇用の確

保等に努める。

平成 26 年８月

29 日に新潟県が

公表した「県央基

幹病院の整備に

向けたアウトラ

イン」において、

「平成 28 年度を

目途に燕労災病

院の移譲を受け、

県央基幹病院の

開設に向けた運

営準備を進める」

との方針が示さ

れたことを踏ま

え、機構として適

切な対応を行っ

ていく。

新潟県が進める「県央基幹病院基本構想」において、地域に必要な中核的な医療機能を整備

するために、燕労災病院（300 床）と新潟県厚生連三条総合病院（199 床）を再編対象病院とし

て 500 床規模の基幹病院を整備すること、再編対象病院の両病院の医療機能を引き継ぎつつさ

らに発展させていくこと、県央医療圏における救命救急医療を中心とした医療提供体制を整備

すること等の構想が取りまとめられたことを受けて、構想に沿った形での県央基幹病院の実現

に向けて、機構と新潟県との間で具体化に向けた検討・調整を進めてきた。

平成 26 年８月、新潟県から①基幹病院の整備主体及び運営主体、②設置場所、③燕労災病院

の早期移譲、④今後の進め方（平成 28 年度を目途に燕労災病院を移譲し、平成 30 年代のでき

るだけ早い時期に県央基幹病院を開設できるよう、準備を進めていく）等についてのアウトラ

インが公表された。平成 28 年３月には、県央基幹病院整備基本計画策定委員会（燕労災病院長

が委員として参加）において、県央基幹病院整備基本計画（案）が取りまとめられ、平成 35 年

度早期の開院を目標とすることとされた。

機構としては、新潟県との間で燕労災病院職員の雇用の確保等に留意しつつ、移譲に係る条

件等について交渉を重ねてきたところであり、引き続き円滑な移譲に向けた調整等に取り組ん

でいくこととしている。

（７）病院ごと

の目標管理の実

施

（７）病院ごとの

目標管理の実施

（７）病院ごとの

目標管理の実施

（７）病院ごとの目標管理の実施

機構が有する

臨床評価指標を

はじめとする各

種データ等を活

用した上で、各

病院の機能・運

営環境に応じて

設定することが

可能な指標につ

いては、病院ご

との目標管理を

機構が有する

臨床評価指標を

はじめとする各

種データ等を活

用した上で、各病

院の機能・運営環

境に応じて設定

することが可能

な指標について

は、病院ごとにＰ

ＤＣＡサイクル

「紹介率」、「逆

紹介率」、「平均在

院日数」、「救急搬

送数」について

は、本部と各労災

病院とで協議の

上、目標値を設定

し、四半期ごとに

病院ごとの実績

の評価、検証を行

い、年度目標の達

本部と各労災病院との協議により目標値を設定した紹介率等については、四半期ごとの実績

を本部にて取りまとめた上、本部主催の医事課長会議にて各労災病院の取組の進捗状況を確認

するとともに、年度目標の達成に向け、必要に応じて行動目標の追加、修正を行った。
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行い、その実績

を業務実績報告

書において明ら

かにすること。

の視点を取り入

れて目標の達成

状況を定期的に

検証・評価する目

標管理を行い、そ

の実績を業務実

績報告書におい

て明らかにする

とともに、業務の

質の向上に努め

る。

成を図る。

・紹介率（目標達成施設15施設）

病院名 目標値 実績 病院名 目標値 実績

道央 38.0％ 34.6％ 中部 56.8％ 56.7％

道せき 11.7％ 11.4％ 旭 62.0％ 58.3％

釧路 68.9％ 65.0％ 大阪 83.4％ 86.8％

青森 52.9％ 55.5％ 関西 84.5％ 91.7％

東北 80.1％ 73.1％ 神戸 63.0％ 62.5％

秋田 19.8％ 21.9％ 和歌山 68.0％ 64.6％

福島 88.5％ 91.5％ 山陰 67.7％ 68.5％

鹿島 32.0％ 29.4％ 岡山 68.0％ 65.8％

千葉 82.0％ 83.9％ 中国 81.1％ 80.2％

東京 70.5％ 67.9％ 山口 69.0％ 71.2％

関東 82.6％ 86.8％ 香川 82.0％ 84.7％

横浜 68.5％ 69.7％ 愛媛 36.0％ 35.3％

燕 82.9％ 83.6％ 九州 75.5％ 73.6％

新潟 59.5％ 57.8％ 門司 81.9％ 86.0％

富山 67.0％ 62.6％ 長崎 78.1％ 77.9％

浜松 75.2％ 76.4％ 熊本 70.0％ 71.3％

※対前年度でアップした施設は 27施設

・逆紹介率（目標達成16施設）

病院名 目標値 実績 病院名 目標値 実績

道央 32.5％ 31.4％ 中部 57.2％ 63.9％

道せき 13.9％ 14.6％ 旭 38.1％ 42.4％

釧路 41.5％ 39.3％ 大阪 112.3％ 112.1％

青森 46.4％ 48.6％ 関西 68.4％ 68.1％

東北 46.8％ 45.1％ 神戸 94.0％ 87.5％

秋田 14.6％ 14.1％ 和歌山 63.4％ 58.4％

福島 69.2％ 64.3％ 山陰 66.1％ 84.2％

鹿島 20.3％ 20.5％ 岡山 82.0％ 60.1％

千葉 62.3％ 66.4％ 中国 54.6％ 65.9％

東京 52.2％ 48.4％ 山口 47.4％ 51.5％

関東 52.8％ 59.4％ 香川 59.0％ 64.7％

横浜 37.5％ 40.4％ 愛媛 36.0％ 35.0％

燕 55.2％ 59.8％ 九州 93.0％ 88.7％

新潟 49.7％ 50.6％ 門司 71.5％ 43.6％

富山 31.9％ 39.8％ 長崎 63.1％ 60.2％
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浜松 38.7％ 36.6％ 熊本 52.3％ 52.9％

※対前年度でアップした施設は 17施設

・平均在院日数（全施設において施設基準の要件を満たしている）

病院名 目標値 実績 病院名 目標値 実績

道央 21 日以内 14.7 日 中部 18 日以内 15.7 日

道せき 21 日以内 20.0 日 旭 18 日以内 16.0 日

釧路 21 日以内 16.1 日 大阪 18 日以内 12.4 日

青森 18 日以内 17.0 日 関西 18 日以内 11.9 日

東北 18 日以内 14.6 日 神戸 18 日以内 15.0 日

秋田 21 日以内 18.5 日 和歌山 18 日以内 15.0 日

福島 18 日以内 15.6 日 山陰 18 日以内 15.4 日

鹿島 18 日以内 14.7 日 岡山 18 日以内 16.3 日

千葉 18 日以内 12.0 日 中国 18 日以内 15.3 日

東京 18 日以内 16.9 日 山口 18 日以内 16.9 日

関東 18 日以内 13.6 日 香川 18 日以内 14.7 日

横浜 18 日以内 12.3 日 愛媛 18 日以内 17.1 日

燕 21 日以内 19.4 日 九州 18 日以内 15.2 日

新潟 18 日以内 16.7 日 門司 21 日以内 18.0 日

富山 21 日以内 19.5 日 長崎 18 日以内 17.0 日

浜松 18 日以内 15.1 日 熊本 18 日以内 15.3 日

※目標値：施設基準上の要件となっている平均在院日数

（一般病棟７対１入院基本料：18 日以内、一般病棟 10対１入院基本料：21日以内）

※労災病院の全ての入院患者を対象とした平成 27 年度平均在院日数は 13.7 日と平成

26 年度と比べ 0.3 日短縮となっている。（H26 年度 14.0 日→H27 年度 13.7 日）

・救急搬送数

病院名 26 年度実績 27 年度実績 病院名 26 年度実績 27 年度実績

道央 998 人 806 人 中部 3,530 人 3,423 人

道せき 106 人 164 人 旭 1,989 人 1,491 人

釧路 1,847 人 1,951 人 大阪 2,716 人 3,383 人

青森 874 人 1,089 人 関西 5,219 人 6,077 人

東北 3,153 人 3,085 人 神戸 1,561 人 1,758 人

秋田 345 人 288 人 和歌山 3,147 人 2,873 人

福島 1,625 人 1,602 人 山陰 2,720 人 2,707 人

鹿島 406 人 400 人 岡山 2,652 人 2,733 人

千葉 3,080 人 3,489 人 中国 3,753 人 3,591 人

東京 3,957 人 4,062 人 山口 1,871 人 1,711 人

関東 6,090 人 6,531 人 香川 3,480 人 3,659 人
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横浜 6,930 人 6,706 人 愛媛 968 人 1,189 人

燕 1,653 人 1,838 人 九州 2,910 人 3,179 人

新潟 1,605 人 1,466 人 門司 948 人 949 人

富山 1,291 人 1,228 人 長崎 1,547 人 2,077 人

浜松 3,528 人 3,268 人 熊本 3,509 人 3,596 人

※全国の労災病院の救急搬送患者数は、82,369 人と対前年度比で 2,361 人増となって

いる。（H26 年度 80,008 人→H27 年度 82,369 人）

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－７ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

社会復帰促進等事業（労働者災害補償保険法第 29 条第１項第３号）

労働安全衛生法第 19 条の３（国の援助）

第 12 次労働災害防止計画（平成 25 年２月 25 日厚生労働省）

産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会報告書（厚生労働省労働基準局、平成 25

年６月 28 日）

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第３号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第２号

業務方法書第４条第１項第２号

当該項目の重要度、難易

度

重要度:「高」
独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月閣議決定）において、産業保健活動へ

の効果的な支援を図るために、産業保健三事業を一元化して、労働者健康福祉機構が実施主体となっ
て、国の補助事業として実施すること等が求められている。

難易度：「高」
過重労働による脳心臓疾患や、仕事による強いストレスによる精神障害の労災認定件数の増加や、

がんなどの疾病を有する労働者に係る治療と就労の両立支援という新たな課題など産業保健を取り巻
く環境とともに、労働安全衛生関係機関と連携し地域の実情に応じて対応していくためには、これま
での実施主体が異なる産業保健三事業を一元化した体制についても、事業に合わせて機能の充実・強
化等の見直しを行い、時代に即した対応が求められている。

メンタルヘルス対策等の重点分野をはじめとした労働者の健康管理が十分とは言えない地域の小規
模事業場の産業保健活動は、地域の医師会等関係機関の協力と、事業者の積極的な取組姿勢により左
右されるものであり、実施件数を増加するためにも、より地域との連携を必要とする。

新たな課題である疾病を有する労働者に係る治療と就労の両立支援では、社会において正しい知識
が共有されていないことに加え、病院等の医療機関の主治医、医療ソーシャルワーカー、産業保健ス
タッフ、人事労務担当者、労働者本人等の多くの関係者間の連携が必要となる。

関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

専門的研修

（計画値）

中期目標期間中

に延べ３万６千

７百回以上実施

－ 7,340 回 7,340 回 7,340 回 7,340 回 7,340 回 予算額（千円） － －

専門的研修

（実績値）

－ 4,594 回/年 8,245 回 9,383 回 回 回 回 決算額（千円） － －

達成度 － － 112.3％ 127.8％ ％ ％ ％ 経常費用（千円） － －

事業主セミ

ナー等

（計画値）

中期目標期間中

に延べ１千９百

回以上実施

-回

（新規事業）

380 回 380 回 380 回 380 回 380 回 経常利益（千円） － －

事業主セミ

ナー等

（実績値）

－ -回 505 回 768 回 回 回 回 行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

達成度 － -％ 132.9％ 202.1％ ％ ％ ％ 従事人員数（人） － －
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小規模事業

場等への訪

問指導及び

個別訪問支

援（計画値）

中期目標期間中

に１２万８千件

以上実施

-件

（新規事業）

25,600 件 25,600 件 25,600 件 25,600 件 25,600 件

小規模事業

場等への訪

問指導及び

個別訪問支

援（実績値）

－ -件 19,127 件 26,749 件 件 件 件

達成度 － -％ 74.7％ 104.5％ ％ ％ ％

産業保健総

合支援セン

ターにおけ

る相談対応

（計画値）

中期目標期間中

に２３万５千件

以上実施

－ 47,000 件 47,000 件 47,000 件 47,000 件 47,000 件

産業保健総

合支援セン

ターにおけ

る相談対応

（実績値）

－ 36,935

件/年

17,147 件 36,907 件 件 件 件

達成度 － － 36.5％ 78.5％ ％ ％ ％

地域窓口に

おける相談

対応

（計画値）

中期目標期間中

に１４万８千件

以上実施

-件

（新規事業）

29,600 件 29,600 件 29,600 件 29,600 件 29,600 件

地域窓口に

おける相談

対応

（実績値）

－ -件 45,703 件 56,283 件 件 件 件

達成度 － -％ 154.4％ 190.1％ ％ ％ ％

ホームペー

ジのアクセ

ス件数

（計画値）

中期目標期間中

１千６６万件以

上得る

－ 2,132,000

件

2,132,000

件

2,132,000

件

2,132,000

件

2,132,000

件

ホームペー

ジのアクセ

－ 1,834,587

件/年

1,997,022

件

2,206,563

件

件 件 件
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ス件数

（実績値）

達成度 － － 93.7％ 103.5％ ％ ％ ％

研修利用者

から有益で

あった旨の

評価

（計画値）

研 修 利 用 者 か

ら、産業保健に

関する職務を行

う上で有用であ

った旨の評価を

８０％以上確保

－ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％

研修利用者

から有益で

あった旨の

評価

（実績値）

－ 94.0％/年 93.3％ 92.3％ ％ ％ ％

達成度 － － 116.6% 115.4% % % %

相談利用者

から有益で

あった旨の

評価

（計画値）

相 談 利 用 者 か

ら、産業保健に

関する職務を行

う上で有用であ

った旨の評価を

８０％以上確保

－ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％

相談利用者

から有益で

あった旨の

評価

（実績値）

－ 99.0％/年 93.8％ 93.7％ ％ ％ ％

達成度 － － 117.3% 117.1% % % %

事業が利用

者に与えた

効 果 の 把

握・評価

（計画値）

事業が与えた効

果を把握・評価

するための調査

を実施して、有

効回答のうち７

０％以上につい

て具体的に改善

事項がみられる

ようにする

-％

（新規項目）

70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％

事業が利用 － -％ 91.3％ 87.6％ ％ ％ ％
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者に与えた

効 果 の 把

握・評価

（実績値）

達成度 － -% 130.4% 125.1% % % %

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在

検討中であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

５ 産業保健活

動の積極的な支

援と充実したサ

ービスの提供推

進

５ 産業保健活

動の積極的な支

援と充実したサ

ービスの提供推

進

５ 産業保健活

動の積極的な支

援と充実したサ

ービスの提供推

進

＜主な定量的指

標＞

○産業医等の産

業保健関係者へ

の専門的研修に

ついては、中期

目標期間中に延

べ 36,700 回以

上、平成 27年度

においては、

7,340 回以上実

施すること。

○事業場におけ

る自主的産業保

健活動促進のた

めの事業主セミ

ナー等について

は、中期目標期

間 中 に 延 べ

1,900 回以上、

平成 27 年度に

おいては 380 回

以上実施するこ

と。

○小規模事業場

への訪問指導及

びメンタルヘル

ス対策取組支援

については、中

期目標期間中に

128,000 件 以

上、平成 27年度

に お い て は

25,600 件以上

実施すること。

５ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進 ＜評定と根拠＞

評定：Ａ

以下のとおり、

年度計画を量的及

び質的に上回る顕

著な成果が得られ

ている。

本評価項目の目

標指標のうち、昨

年度に比して

215.2％ながら目

標を達成していな

い産業保健総合支

援センターにおけ

る専門的相談を除

き、産業医等の産

業保健関係者への

専門的研修の実施

回数、産業保健総

合支援センターに

おける事業者、産

業保健に関する情

報を提供するホー

ムページのアクセ

ス件数について

は、当該目標を設

定した際の前中期

目標期間４年目ま

での平均値と比較

していずれも 1.2

倍以上の挑戦的な

目標を設定してい

る上、当該目標指

標を達成すること

ができた。また、

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目

標の所期の目標を達成してい

ると評価できることから、評定

を「Ｂ」とした。

27 年度は、産業保健三事業

（産業保健推進事業センター

事業、地域産業保険事業、メン

タルヘルス対策支援事業）が一

元化された２年目であり、初年

度の結果を分析し、取組が十分

とはいえなかった地域の医師

会等関係者との協力促進、事業

者への産業保健活動に対する

取組の啓発について、重点的に

取り組み、多くの実施項目にお

いて、昨年を上回る実績（具体

的実績については、下記に記

載）を上げたこと、26年の労働

安全衛生法の改正により、27

年 12 月に施行された労働者へ

のストレスチェック及び面接

指導の実施について、適正に実

施されるよう企業に対する相

談、訪問支援等を実施したこと

については、評価できる。

事業場における産業保健活

動の促進、産業保健関係者育成

のため、メンタルヘルス、過重

労働、化学物質による健康障

害、腰痛対策等の労働災害防止

計画の重点事項をテーマとし

た専門的研修（休日・夜間含む）

産業保健三事

業（産業保健推

進 セ ン タ ー 事

業、地域産業保

健事業、メンタ

ルヘルス対策支

援事業）を一元

的に実施する産

業保健総合支援

センターにおい

ては、事業の管

理・事務の簡素

化等の事業管理

面の効率化を図

るとともに、労

働災害防止計画

に定める労働者

の健康確保対策

の推進に寄与す

ることを基本方

針とし、医師会

等関係機関との

連携の下、以下

の取組による地

域社会、産業保

健関係者のニー

ズに対応した産

業保健サービス

の提供等の支援

を通じて、事業

場における自主

産業保健三事

業（産業保健推進

センター事業、地

域産業保健事業、

メンタルヘルス

対策支援事業）を

一元的に実施す

る産業保健総合

支援センターに

おいては、事業の

管理・事務の簡素

化等の事業管理

面の効率化を図

るとともに、労働

災害防止計画に

定める労働者の

健康確保対策の

推進に寄与する

ことを基本方針

とし、医師会等関

係機関との連携

の下、以下の取組

により三事業を

有機的に連動さ

せ、事業場におけ

る自主的産業保

健活動への支援

を効率的、効果的

に実施する。

産業保健総合

支援センターに

おいては、労働災

害防止計画に定

める労働者の健

康確保対策の推

進に寄与するこ

とを基本方針と

し、以下の取組に

より産業保健三

事業を有機的に

連動させ、事業場

における自主的

産業保健活動へ

の支援を効率的、

効果的に実施す

る。

平成 27 年度は、産業保健三事業が一元化されて２年目であり、地域の医師会等の協力団体に対し

ても丁寧に説明し、協力要請するなど、徐々にではあるものの事業への理解を得られてきている。ま

た、新たに登録産業医等の専門スタッフが安心して活動できるように産業保健活動総合支援事業の従

事者を被保険者とする損害保険に加入するなどの本事業の実施環境の整備に加え、業務実績等を踏ま

えたコーディネーター等の活動時間の調整や担当地域を限定したメンタルヘルス対策促進員の配置

を行うなど事業実施体制を見直した。さらに事業の進捗状況に応じて予算の再配分を行うなど事業の

効率的、効果的な運営を図っている。加えて、業界団体、関係団体が開催する研修やセミナーを活用

し、事業の周知、利用勧奨を行うなど、業界団体、行政等との連携や戦略的な周知・広報活動に取り

組んだ。

平成 26 年度から開始した個別訪問支援等については、平成 26年度の実績が低調であったことを踏

まえ、平成 27 年度は新たに作業環境測定や作業管理に精通した労働衛生工学専門員を委嘱するとと

もに、小規模事業場に対して広報・周知に努め、引き続き健康相談があった場合等あらゆる機会を捉

え、積極的に事業場を直接訪問する訪問指導に取り組んだ。
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的産業保健活動

の促進を図るこ

と。

○事業者、産業

保健関係者及び

小規模事業場の

労働者等からの

相談について

は、産業保健総

合支援センター

において、中期

目標期間中に

235,000 件 以

上、平成 27年度

に お い て は

47,000 件以上

の相談を実施す

ること。

○小規模事業場

からの相談につ

いては、地域窓

口において、中

期目標期間中に

148,000 件 以

上、平成 27年度

に お い て は

29,600 件以上

の相談を実施す

ること。

○産業保健に関

する情報を提供

するホームペー

ジのアクセス件

数については、

中期目標期間中

に 10,660,000

件以上、平成 27

年度においては

2,132,000 件以

上得ること。

過重労働による脳

心臓疾患や、仕事

による強いストレ

スによる精神障害

の労災認定件数の

増加などの産業保

健の新たな課題に

対応し、平成 27 年

度に新たに創設さ

れたストレスチェ

ック制度を小規模

事業場を含めて普

及させていくこと

が求められてい

る。とりわけ、小

規模事業場の産業

保健活動は、事業

者の積極的な取組

に左右されるもの

で地域窓口の積極

的な活動が求めら

れているが、この

ためには、地域の

医師会等関係機関

の協力と連携を必

要とし難易度が高

いことから、評価

できるものであ

る。

さらに、事業の

実施環境におい

て、本事業に従事

する産業保健スタ

ッフを被保険者と

する損害保険に新

たに加入し、登録

産業医等の専門ス

タッフが安心して

活動できるように

した他、各センタ

について、年度計画で定めた専

門的研修回数7,340回を上回る

9,383 回（達成率 127.8％）実

施している。当該目標値は、前

中期目標期間平均（4,594 回）

及び前中期目標期間の最終年

度（H25）実績（4,648 回）と比

較しても高い目標値であり、こ

の目標値を大きく超えて実施

したことは評価できる。

26 年度からの新規事業であ

る事業主セミナーについて、達

成目標（380 回）を大きく上回

る 768 回（達成率 202.1％）実

施しており、前年度（505 回）

に比しても大幅に増加（増加率

152.1％）していることは評価

できる。

26 年度からの新規事業であ

る小規模事業場等への訪問指

導及び個別訪問支援の実施に

ついては、26,749 件と達成目標

（25,600 件）を超えた。本事業

については、26年度は、達成目

標を下回る結果（19,127 件（達

成度 74.7％））であったが、27

年度から、新たに労働衛生工学

専門員 114 人を委嘱し、事業場

への訪問体制の強化したこと

並びに専門的研修や関係団体

が開催するセミナー等での周

知・広報及び行政機関の協力を

得て安全衛生大会等における

周知・利用勧奨に努めたこと等

により、件数が伸びたと考えら

れ、法人の取組について、高く

評価できる。

産業保健総合支援センター

なお、労働安全

衛生法の改正に

伴うストレスチ

ェック制度の普

及・促進及び導入

支援に係る事業

を新たに加え、12

月の施行に向け

順次実施する。

平成 27 年 12 月から施行されたストレスチェック制度に関しては、その導入支援策として、以下の

取組を実施した。

① ストレスチェック制度サポートダイヤルの設置

専用の電話相談窓口（ストレスチェック制度サポートダイヤル・ナビダイヤル）を５月から東

京産業保健総合支援センターに、相談件数の増加に伴い大阪（７月）、福岡（10月）、宮城（12

月）、広島・香川（1 月）に開設し、様々な相談に対応した。

② 個別訪問支援

ストレスチェック制度の導入について、メンタルヘルス対策の専門家が直接事業場を訪問し

て、事業場の状況に応じた適切かつ具体的な助言・アドバイスを行った。

③ ストレスチェック実施促進のための助成金

同一都道府県内にある従業員 50 人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、

合同で選任した産業医がストレスチェック後の面接指導等を実施した場合に、その費用の一部を

助成した。

④ ストレスチェック制度に関する研修

産業保健総合支援センターにおいては、ストレスチェック制度に関して、産業医等の実施者、

担当者、事業者を対象とした３種類の研修を開催した。

また、社会的に問題となったオルトートルイジンをはじめとする芳香族アミンを取り扱う作業に従

事したことのある労働者等からの健康上の相談（職業性膀胱がんに係る健康の相談等）に対応するた

め、専用の電話相談窓口（職業性膀胱がんに係る健康相談ダイヤル（フリーダイヤル））を急遽、平

成 28年１月に開設した。

さらに、平成 26年度の実績が低調であったセンターや平成 27 年度の進捗が芳しくないセンターに

対しては、本部が直接指導に出向く等事業の適正かつ円滑な実施に努めた。

（１）事業場に

おける産業保健

活動の促進、産

業保健関係者育

成のための専門

的研修の実施

（１）事業場にお

ける産業保健活

動の促進、産業保

健関係者育成の

ための専門的研

修の実施

（１）事業場にお

ける産業保健活

動の促進、産業保

健関係者育成の

ための専門的研

修の実施

（１）事業場における産業保健活動の促進、産業保健関係者育成のための専門的研修の実施

研修については、労働安全衛生法（以下「安衛法」と言う。）の改正に伴うストレスチェック

制度に関する研修を開催する等時宜を捉えたテーマを積極的に取り入れた。また、「運営協議会

において事業運営計画を策定」（計画）→「計画に基づく事業の実施」（実施）→「アンケート

調査により、受講者からの評価・ニーズ・要望を収集し、相談員会議等において検討・分析」（評

価）→「受講者のニーズに即した研修テーマや開催日時の設定、地方開催等受講者の要望を反映」

（改善）の仕組を継続的に運用することで、受講者の拡大と併せて研修内容の質の向上を図って

いる。
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○研修又は相談

の利用者につい

ては、産業保健

に関する職務を

行う上で有益で

あった旨の評価

を 80 ％ 以 上

確保すること。

○利用者に対

し、産業保健総

合支援センター

事業が与えた効

果を評価するた

めの追跡調査を

実施し、有効回

答のうち 70％

以上について具

体的に改善が見

られているこ

と。

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○産業保健三

事業を一元化

し、新たに機構

が実施主体と

なったが、円滑

な事業実施が

図られている

か。

○小規模事業

場に対し、事業

場を訪問する

直接的な支援

を積極的に行

ー内の地域の実情

に応じて活動時間

の調整等を行うな

ど柔軟な事業の実

施体制を構築した

他、各地域レベル

で医師会、事業者

団体、行政等との

積極的な連携に努

め、事業の効果

的・効率的な運営

を行うことができ

た。

さらに、専門的

研修では、平成 27

年 12月から施行さ

れたストレスチェ

ック制度に関する

研修を県庁所在地

はもちろんのこ

と、県庁所在地以

外や土日夜間も実

施して制度の円滑

な施行に努めた。

相談においては、

ストレスチェック

制度サポートダイ

ヤルを新たに設置

し、また、個別訪

問支援において

も、ストレスチェ

ックの導入等支援

を実施した結果、

利用者から制度に

ついての理解が深

まった、適切なア

ドバイスにより問

題が解決した等高

い評価を得るに止

まらず、事業場に

の産業保健関係者からの相談

については、達成目標（47,000

件）には至っていないが、ホー

ムページ、メルマガ等を活用し

た利用勧奨を行い、電話相談等

を通じて専門的な支援が必要

と判断した場合には事業場を

訪問する等実地相談について

も積極的に実施し、27年度の実

績（36,907 件）は、前年度

（17,147 件）より倍増したこと

はある程度は評価できる。

26 年度からの新規事業であ

る地域窓口における小規模事

業場からの相談件数について、

労働基準監督署をはじめとす

る地域の関係団体が開催する

セミナー等の機会を活用して

積極的な利用勧奨に努めたこ

と等により、年度計画を大幅に

上回る 56,283 件（達成率

190.1 ％ ） で あ り 、 昨 年 度

（45,703 件）からも 123.1％増

加していることは評価できる。

産業保健に関する情報の提

供その他の支援については、ホ

ームページを頻繁に更新する

ことにより最新情報を提供し

ており、地域窓口の事業や活動

のＰＲ、産業保健調査研究等の

成果の記載等により、27年度は

2,206,563 件のアクセスを得る

こ と が で き 、 達 成 目 標

（ 2,132,000 件 、 達 成 率

103.5％）を満たしている。

研修内容・方式又は相談対応

の評価、事業場における産業保

健活動への効果の把握につい

産業保健総合

支援センターに

おける産業医等

の産業保健関係

者への研修内容

については、メ

ンタルヘルス、

過重労働、化学

物質による健康

障害、腰痛対策

等を積極的に取

り上げるととも

に、面接指導等

の実践的かつ専

門的な研修を強

化すること。

また、第 2 期

中期目標期間に

おいて実施した

研修を踏まえ、

研修内容等の改

善を図る仕組み

を充実させるこ

と。

ア 地域の産業

保健関係者に対

する実践的かつ

専門的な研修の

充実

ア 地域の産業

保健関係者に対

する実践的かつ

専門的な研修の

充実

ア 地域の産業保健関係者に対する実践的かつ専門的な研修の充実

産業医等の産

業保健関係者へ

の研修について

は、産業保健活動

に資するニーズ

調査及び研修内

容に関するアン

ケート調査の結

果並びに治療就

労両立支援セン

ターが実施する

医療機関等に対

する治療と就労

の両立支援モデ

ル事業の成果等

に基づき、メンタ

ルヘルス、過重労

働、化学物質によ

る健康障害、腰痛

対策等のテーマ

を積極的に取り

上げることとし、

研修のテーマや

内容に関して専

門家による評価

を行い、研修内容

の質の向上を図

る。

（ア）産業医等の

産業保健関係者

への研修につい

ては、産業保健活

動に資するニー

ズ調査及び研修

内容に関するア

ンケート調査の

結果に基づき、研

修のテーマや内

容に関して専門

家による評価を

行い、ニーズを的

確に反映し研修

内容の質の向上

を図る。

（ア）産業医等の産業保健関係者への研修

各産業保健総合支援センターが定期的に開催する相談員会議等において、産業保健活動に資

するニーズ調査及び研修内容に関するアンケート調査の結果に基づき、産業保健相談員等によ

る研修テーマや内容に関する評価を行い、ニーズを的確に反映し、利用者の利便性に配慮する

とともに、研修内容の質の向上に努めた。

（イ）産業保健活

動に資する治療

就労両立支援セ

ンターが実施す

る医療機関等に

対する治療と就

労の両立支援モ

デル事業の成果

等を事業場に対

して普及する。

（イ）治療と就労の両立支援の普及を目的とした研修の実施

事業者ニーズに対応し、治療就労両立支援センターが進めている治療と就労の両立支援モデ

ル事業に関連して、治療と就労の両立支援の普及を目的とした研修を実施した。

・がん罹患者の就労支援（京都）

・治療と就労の両立（北海道・和歌山・熊本）

・人事管理の視点による治療と仕事の両立支援（広島）

・がんと治療の両立支援（佐賀）

・がん治療と仕事（富山）

・がんの治療と就労の両立支援（群馬）

（ウ）ストレスチ

ェック制度の導

入を踏まえ、スト

レスチェック及

び面接指導の実

施に関する研修

を医師、保健師等

（ウ）ストレスチェック制度の創設への対応

平成 27 年 12 月に施行されたストレスチェック制度に関して、制度の周知を図り、ストレス

チェックが円滑に実施できるように①産業医等の実施者向け、②担当者向け、③事業者向け、

の３種類の研修を延べ 1,537 回（受講者数 85,367 人 うち県庁所在地以外 507 回、土日夜間開

催 509 回）開催した。
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に対して実施す

る。また、ストレ

スチェック制度

の概要等に係る

研修を事業者、人

事労務担当者等

に対して実施す

る。

っているか。

○新たに設置

した地域窓口

で事業に従事

する者の能力

向上が図られ

ているか。

○産業保健関

係者に対する

支援を適正か

つ効率的に行

っているか。

○産業保健各分

野の専門家を確

保するととも

に、研修内容等

の質の向上を図

る仕組の充実が

図られている

か。

○産業保健に

関する情報の

提供を行い、広

く普及させて

いるか。

○利用者にとっ

て事業は有益で

あったか。また、

事後的な効果を

把握することが

できたか。

とっても具体的な

改善事項がみられ

た割合の達成度が

120％を超えたこ

とは評価できるも

のである。

（１）平成 27年度

は、産業保健三

事業が一元化

されて２年目

であり、地域の

医師会等の協

力団体に対し

ても丁寧に説

明し、協力要請

等を行うこと

で、事業への理

解を得られた。

また、産業保健

総合支援事業

に係る損害保

険に加入する

など、登録産業

医等の専門ス

タッフが安心

して活動でき

るよう事業の

実施環境を整

備した。さら

に、事業実績等

を踏まえたコ

ーディネータ

ー等の活動時

間の調整や予

算等の再配賦

など事業の効

率的・効果的な

運営を図った。

ては、産業保健総合支援センタ

ー及び地域窓口が行う専門的

研修や相談の際にアンケート

調査を実施し、その調査結果

は、研修利用者から有益であっ

た旨の評価は 92.3％、相談利用

者から有益であった旨の評価

93.7％と、共に達成目標 80％を

上回っており、評価できる。ま

た、利用者に対し、産業保健総

合支援センター及び地域窓口

で実施する事業が与えた効果

を把握・評価するためのアウト

カム調査を実施したところ、事

業場にとって具体的な改善事

項がみられた割合は達成目標

（80.0％）を上回る 87.6％であ

った。

【重要度：高】

独立行政法人改革等に関す

る基本的な方針（平成 25 年 12

月閣議決定）において、産業保

健活動への効果的な支援を図

るために、産業保健三事業を一

元化して、労働者健康福祉機構

が実施主体となって、国の補助

事業として実施すること等が

求められている。

【難易度：高】

過重労働による脳心臓疾患

や業務による強いストレスに

よる精神障害の労災認定件数

が増加するとともに、がんなど

の疾病を有する労働者に係る

治療と就労の両立支援という

新たな課題など産業保健を取

り巻く環境は大きく変化して

おり、労働安全衛生関係法令の

改正を始め国の制度や政策の

（エ）労働災害防

止計画における

重点項目である、

メンタルヘルス、

過重労働、化学物

質による健康障

害、腰痛対策等の

テーマを積極的

に取り上げる。

（エ）第12次労働災害防止計画（平成25年度～平成29年度）における重点項目をテーマにした研修

の実施

労働災害防止計画における重点項目である、メンタルヘルス、過重労働、化学物質による健

康障害、腰痛対策等を積極的に取り上げた。

・メンタルヘルス 2,461回

・過重労働 236回

・化学物質による健康障害 414回

・腰痛対策 244回

また、地域窓口

の機能を活かし

て地域の小規模

事業場のニーズ

を把握するとと

もに、中小規模事

業場におけるメ

ンタルヘルス教

育の継続的な実

施を普及させる

ため、管理監督者

等を対象とした

メンタルヘルス

対 策 に 係 る 教

育・研修を行うこ

と等により、中期

目標期間中に延

べ３６，７００回

以上の専門的研

修を実施する。

（オ）中小規模事

業場におけるメ

ンタルヘルス教

育の継続的な実

施を普及させる

ため、管理監督者

等を対象とした

メンタルヘルス

対 策 に 係 る 教

育・研修を行う。

また、ストレスチ

ェック制度の導

入に関する教育

についても当該

教育・研修に含め

て実施する。

（オ）中小規模事業場におけるメンタルヘルス対策

中小規模事業場におけるメンタルヘルス教育の継続的な実施を普及させることを目的とし

た、管理監督者等が対象のメンタルヘルス対策に係る教育、また、今年度からストレスチェッ

ク制度の導入に関する教育を行った。

（カ）関係機関、

業界団体等との

共催方式の研修

に積極的に取り

組むことにより、

（カ）共催方式による研修の実施

効果的・効率的な研修の実施を目的に、都道府県労働局及び医師会等の関係機関や各種業界

団体等との共催による研修に積極的に取り組んだ。
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効率的・効果的な

研修の実施を図

る。

加えて、業界団

体、行政等との

連携や戦略的

な周知・広報に

取り組むとと

もに、ストレス

チェック制度

に対する支援

など、ニーズに

合わせて機能

の充実・強化等

を行った結果、

平成 26 年度事

業実績に比べ、

各事業とも大

幅に上回る実

績を上げるこ

とができた。

（２）専門的研修

については、産

業医等の事業

場における産

業保健活動の

促進、産業保健

関係者育成の

ため、ストレス

チェック制度

や、労働災害防

止計画の重点

事項をテーマ

とし、利用者の

利便性に配慮

（休日・夜間、

都道府県県庁

所在地以外の

地域での実施

等を含む。）す

るとともに、内

容の質の向上

見直しも行われている。また、

地域の医師会等関係機関と連

携し地域の実情に応じた産業

保健活動を実施していくため

には、これまでの実施主体が異

なる産業保健三事業を一元化

し、機能の充実・強化等を図り、

時代に即した対応が求められ

ている。

メンタルヘルス対策等をは

じめ労働者の健康管理が十分

とは言えない小規模事業場に

対する産業保健活動は、地域の

医師会等関係機関の協力と、事

業者の積極的な取組姿勢によ

り左右されるものであり、実施

件数を増加するためにも、より

地域との連携を密にすること

が必要となる。また、新たな課

題であるがんなどの疾病を有

する労働者の治療と就労の両

立支援では、社会において正し

い知識が共有されていないこ

とに加え、病院等の医療機関の

主治医、医療ソーシャルワーカ

ー、産業保健スタッフ、人事労

務担当者、労働者本人等の多く

の関係者間の連携が必要とな

る。

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞

（有識者からの意見）

（資料１－１のＰ.15③で掲げ

ている）アウトカム調査（指

標：事業が利用者に与えた効果

の把握・評価）について、（回

答が多かった項として）3 つ並

んでいるが、このうち本当のア

ウトカムは1つだけである等調

（キ）産業保健関

係者の実践的能

力の向上に寄与

するため、作業現

場における実地

研修、ロールプレ

イング方式等の

参加型研修、事例

検討等の実践的

研修、体系的知識

の習得を目的と

したシリーズ研

修等の充実を図

る。

（キ）実践的研修、テーマに応じたシリーズ研修の実施

・実践的研修の実施

単に知識の付与にとどまらず、討議・実地等を通じて現場で実践できるスキルを体得さ

せることを目的に、次のとおり実践的研修を実施した。具体的には討議形式（症例検討、事

例検討等）、実習形式（機器操作、ロールプレイング等）、実地形式（職場巡視等）の双方

向・参加型研修を行った。

・討議形式 214回

・実習形式 453回

・実地形式 120回

・テーマに応じたシリーズ研修の実施

衛生管理者・労務担当者等を対象に体系的な技法を付与することを目的として、シリーズ

研修を実施した。

46都府県で実施

－具体例－

・「カウンセリング技術研修」【埼玉】

（その１）カウンセリングの基本的な考え方（平成 27年４月 24日）

（その２）心の医学Ⅰ（平成 27 年５月 15日）

（その３）心の医学Ⅱ（平成 27 年５月 29日）

（その４）ストレスについてⅠ（平成 27年６月 12日）

（その５）ストレスについてⅡ（平成 27年６月 26日）

（その６）カウンセリングの具体的な技法Ⅰ（平成 27年７月 10日）

（その７）カウンセリングの具体的な技法Ⅱ（平成 27年７月 24日）

（その８）カウンセリングの具体的な技法Ⅲ（平成 27年８月７日）

（その９）演習（平成 27年８月 28日）

（その 10）演習、質疑応答（平成 27年９月 11日）

・「作業環境測定実務講座」【山形】

（その１）現場で簡単に有機溶剤等化学物質の濃度を測定する方法（平成 27 年６月 16

日）

（その２）騒音の基礎知識と健康影響及び職場騒音の測定方法（平成 27 年６月 24 日）

（その３）労働安全衛生保護具の着用と保守管理対策（平成 27 年６月 30 日）

（その４）ＴＲサンプラー、レーザー粉じん計の使用方法（平成 27 年７月６日）

（その５）電離放射線＆照度・輝度（平成 27年７月 14日）

（その６）温熱環境の評価方法（平成 27年７月 21日）

（その７）受動喫煙防止対策（タバコの煙の測り方）（平成 27 年７月 27 日）

（その８）局所排気の基礎知識と点検方法（講義）（平成 27年８月 10日）

（その９）局所排気の基礎知識と点検方法（スモークテスター、微風速計の使用方法実習）

（平成 27年８月 10日）
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・「アドラー心理学に基づいたより良い人間関係構築のためのワークショップ（グループ

ワーク）」（千葉）

（その１）色々なものの見方を知る、聞き上手になる（平成 27年５月 18日）

（その２）言い方の工夫、感情のコントロールについて（平成 27 年６月８日）

（その３）自分のスタイルを知る、セルフ・トークを意識する（平成 27年８月 31 日）

（その４）目的を意識する、自分の人生を引き受ける（平成 27年 10 月 26 日）

（その５）自分の良さを再発見する、当たり前の価値を再確認する（平成 27 年 11 月 30

日）

（その６）物事を前向きに考える、勇気づけの実践をする(平成 27年 12 月 14 日)

に努めること

により、延べ

9,383回（年度

計画7,340回以

上）実施し、年

度計画を上回

ることができ

た。（計画達成

度127.8％）

（３）事業主セミ

ナー等につい

ては、ストレス

チェック制度、

熱中症等の社

会的関心が高

いテーマを取

り上げる等の

取組により、延

べ768回（年度

計 画 380 回 以

上）実施し、年

度計画を大幅

に上回ること

ができた。（計

画 達 成 度

202.1％）

（４）訪問指導及

び個別訪問支

援については、

あらゆる機会

を 通 じ て 周

知・勧奨に努め

たこと等、新た

に労働衛生工

学専門員を委

嘱する等体制

整備を図った

こと等により、

延 べ 26,749 件

査結果が不十分である。

＜その他事項＞

特になし。

（ク）利用者の利

便性の向上を図

るため、ホームペ

ージ、メールマガ

ジン等による研

修の案内、申込受

付を行うととも

に、地域の利用者

ニーズに沿った

開催の曜日・時間

帯、場所の設定に

配慮する。

（ク）土日・夜間の開催等

利用者の利便性の向上を図るため、都道府県県庁所在地以外の地域で実施するほか、利用者

からの要望の多いものについては、休日・夜間に研修を実施した。（休日・夜間研修の開催延

べ回数：1,195回）（47都道府県で実施）

【その他のテーマによる研修の実施】

アスベストによる健康障害の防止等を図ることを目的に、労災病院、アスベスト疾患センター

等関係機関と連携した、主に産業医を対象とした研修を延べ21回（受講者数535人）実施した。

（対象者：全ての産業保健スタッフ）

なお、平成 25 年度以前から、“地域産業保健センター（現・地域窓口）への支援”として実

施してきた、地域産業保健センターで活動している産業医及びコーディネーターの能力向上を目

的とした研修について、平成 27 年度においても引き続き実施した。

・コーディネーター能力向上研修： 10 回

・登録産業医研修： 278 回

以上の取組に

より、７，３４０

回以上の専門的

研修を実施する。

こうした取組により、平成27年度において延べ9,383回（達成度127.8％）の研修を実施した。

産業保健関係者に対する研修回数 （単位：回）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

4,936 5,186 4,648 8,245 9,383
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研修受講者数 （単位：人）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

64,633 186,038 154,702 195,234 240,304

（ 年 度 計 画

25,600件以上）

実施した結果、

前 年 同 期 比

139.8％をとな

り、年度計画を

上回ることが

できた。（計画

達 成 度

104.5％）

（５）産業保健総

合支援センタ

ーにおける相

談については、

ホームページ、

メールマガジ

ン等を活用し

た積極的な利

用勧奨等に努

めたこと等に

より、相談件数

は36,907件（年

度 計 画 47,000

件以上）となっ

た。（計画達成

度78.5％）、計

画達成には至

らなかったが、

前 年 度 実 績

（17,147件）に

比 し て 、

215.2％増の実

績となった。

（６）地域窓口に

おける相談に

ついては、労働

基準監督署を

はじめとする

地域の関係団

イ 自主的産業

保健活動促進の

ための事業主セ

ミナー等の実施

イ 自主的産業

保健活動促進の

ための事業主セ

ミナー等の実施

イ 自主的産業保健活動促進のための事業主セミナー等の実施

職場における労働者の健康管理等に関し、事業者、労働者等の理解と自主的な取組を促すため、

次の取組により、産業保健に関する啓発セミナー、事業場の事例等について討議検討する事例検

討会等を開催した。

産業保健総合

支援センター及

び地域窓口が連

携して、事業場に

おける自主的産

業保健活動促進

のための事業主

セミナー等を中

期目標期間中に

延べ１，９００回

以上実施する。

（ア）労働衛生行

政上重点的に取

り組むテーマ、社

会的関心の高い

テーマを積極的

に取り上げる。

（ア）労働衛生行政上重点的に取り組むテーマ、ストレスチェック制度、熱中症等の社会的関心

の高いテーマを積極的に取り上げた。（47 都道府県で実施）

・職場における心の健康づくり対策について（東京）

・職場における受動喫煙防止について（静岡）

・知っておきたい有機溶剤の基礎知識（島根）

・「腰痛・転倒災害」私は大丈夫だと思っていませんか？（徳島）

・過重労働の健康影響及びその防止対策（福岡）

・「過労死は防げるか」（茨城）

・ストレスチェックの具体的な実施方法等について（三重）

・熱中症の職場環境チェックの改善方法（富山）

（イ）ホームペー

ジ、メールマガジ

ン等によるセミ

ナー等の案内、申

込受付を行うと

ともに、対象者の

利便性を考慮し、

開催の曜日・時間

帯、場所の設定に

配慮する。

（イ）利便性を考慮し、開催の曜日・時間帯、場所の設定に配慮した。（休日・夜間の開催延べ

回数：68回）（26 都道府県で実施）

（ウ）産業保健総

合支援センター

と地域窓口の連

携による勧奨活

動、また、事業者

団体、商工団体等

との連携による

（ウ）効率的な実施を図るため、事業者団体、商工団体等との共催により開催した。（587 回）（46

都道府県で実施）
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共催とする等効

率的な実施を図

る。

体が開催する

セミナー等を

活用して積極

的な利用勧奨

に努めたこと

等の取組によ

り 、 56,283 件

（ 年 度 計 画

29,600件以上）

の相談に対応

し、年度計画を

大幅に上回る

ことができた。

（計画達成度

190.1％）

（７）ホームペー

ジを活用した

情報提供につ

いては、地域の

産業保健に関

する情報の収

集に努め、頻繁

に更新するだ

けでなく、スト

レスチェック

制度に関する

研修等の専門

的研修の申込

受付、地域窓口

を含めた事業

全体のＰＲ等

積極的な情報

発信に努め、

2,206,563件の

アクセス数を

得ることがで

き、年度計画を

上回ることが

出来た。（計画

以上の取組に

より、３８０回以

上の事業主セミ

ナー等を実施す

る。

こうした取組により、平成27年度において延べ768回（達成度202.1％）の事業主セミナー等を

実施した。

事業主セミナー等の開催回数 （単位：回）

26年度 27年度

505 768

（２）小規模事

業場等における

産業保健活動へ

の支援の充実

（２）小規模事業

場等における産

業保健活動への

支援の充実

（２）小規模事業

場等における産

業保健活動への

支援の充実

（２）小規模事業場等における産業保健活動への支援の充実

ア 医師等によ

る小規模事業場

等への訪問指導

及びメンタルヘ

ルス対策の普及

促進のための個

別訪問支援の充

実

ア 医師等によ

る小規模事業場

等への訪問指導

及びメンタルヘ

ルス対策の普及

促進のための個

別訪問支援の充

実

ア 医師等によ

る小規模事業場

等への訪問指導

及びメンタルヘ

ルス対策の普及

促進のための個

別訪問支援の充

実

ア 医師等による小規模事業場等への訪問指導及びメンタルヘルス対策の普及促進のための個別

訪問支援の充実

積極的な小規模事業場等への訪問指導が求められている中、新規訪問先を開拓し利用事業場

を拡大するため、以下の取組を行った。

また、本部が好事例を収集し、各産業保健総合支援センターに提供するとともに、実績が伸び

悩む産業保健総合支援センターには、本部が直接出向いて指導等の継続により実績の向上に努め

た。

地域の小規模

事業場（産業医

の選任義務のな

い労働者５０人

未満の事業場）

における産業保

健活動の促進を

図るため、都道

府県労働局等の

行政機関や地域

地域窓口の登

録産業医、登録保

健師、または地域

窓口を経由した

産業保健総合支

援センターの産

業保健相談員に

よる小規模事業

場（産業医の選任

義務のない労働

（ア）産業保健ス

タッフ等に対す

る専門的研修及

び労働災害防止

団体等関係団体

が 開 催 す る 研

修・セミナー等を

活用し、訪問指導

を希望する事業

場を募る等、積極

（ア）産業保健総合支援センターにおける専門的研修や労働災害防止団体等の関係団体が実施す

る研修・事業主セミナー等あらゆる機会に周知・広報し、事業の利用勧奨を図った。
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の産業保健関係

団 体 等 と 連 携

し、事業場への

訪問指導を充実

さ せ る と と も

に、中小規模事

業場のメンタル

ヘルス対策を普

及促進するため

産業保健総合支

援センターに登

録したメンタル

ヘルス対策に関

する訪問支援を

専門的に行う者

が、支援を希望

する事業場を訪

問し、対策の導

入に関する取組

について支援を

実施すること。

また、事業主

等からの相談に

対しては、産業

保健総合支援セ

ンターと地域窓

口が連携し、ワ

ンストップサー

ビスの機能を発

揮して対応する

等、利用者の利

便性を図り、き

め細かなサービ

スを提供するこ

と。

者５０人未満の

事業場）への訪問

指導及びメンタ

ルヘルス対策に

関する訪問支援

を専門的に行う

者による中小規

模事業場に対す

るメンタルヘル

ス対策取組支援

について、中期目

標期間中、１２

８，０００件以上

実施することに

より、地域の産業

保健活動への支

援を図る。

的・効果的に周

知・勧奨を図る。

達 成 度

103.5％）

（８）研修利用者

から有益であ

った旨の評価

は 92.3％を得

ることができ、

相談談利用者

の有益であっ

た旨の評価は

93.7％を得る

ことができ、研

修及び相談と

も高い評価を

受けた。（研修、

相談とも年度

計画80％以上）

（９）アウトカム

調査の結果で

は、有効回答の

うち 87.6％の

割合で、何らか

の具体的な改

善事項がみら

れたとの回答

を得られ、目標

を達成するこ

と が で き た 。

（ 年 度 計 画

70％以上）

＜課題と対応＞

－

（イ）労働局・労

働基準監督署の

協力を得て、訪問

事業場に関する

情報を入手する

等、効率的に周

知・勧奨を図る。

（イ）労働局、労働基準監督署の協力の下、ストレスチェック制度の説明会や安全大会等におい

て、支援希望のアンケート等を配布すること等により、事業の周知・利用勧奨を行い、利用

者の拡大を図った。

（ウ）事業場の規

模にかかわらず、

メンタルヘルス

対策の一環とし

てストレスチェ

ック制度の導入

等に対する事業

場への訪問支援

を実施する。

（ウ）メンタルヘルス対策促進員が事業場を訪問し、事業場においてストレスチェック制度が円

滑に実施できるよう支援を行った。

ストレスチェック等導入支援件数 3,444 件

（エ）作業環境管

理等総合的な支

援を行うため、衛

生工学衛生管理

者等の労働衛生

工学の専門家に

よる訪問指導を

実施する。

（エ）平成 27 年度からは、新たに作業環境測定や作業管理等に精通した労働衛生工学専門員（114

人）を委嘱し、事業場への訪問体制の強化を図った。

以上の取組に

より、２５，６０

０件以上の訪問

指導及び個別訪

問支援を実施す

る。

こうした取組により、平成27年度において延べ26,749件（達成度104.5％）の訪問指導等を実

施した。

訪問指導及び個別訪問支援の実施件数 （単位：件）

26年度 27年度

19,127 26,749

イ 産業保健総

合支援センター

及び同センター

の地域窓口にお

ける専門的相談

の実施

イ 産業保健総

合支援センター

及びその地域窓

口における専門

的相談の実施

イ 産業保健総

合支援センター

及びその地域窓

口における専門

的相談の実施

イ 産業保健総合支援センター及びその地域窓口における専門的相談の実施
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安衛法の改正（平成 26 年６月公布）によりますますニーズが高まることが見込まれる、メン

タルヘルスをはじめとする産業保健に関する各分野の専門家を産業保健相談員等として委嘱す

るとともに、効率的・効果的な相談を実施するため、以下の取組を行った。

事業者、産業

保健関係者及び

小規模事業場の

労働者等からの

専門的相談につ

いては、産業保

健総合支援セン

ターにおいて、

中期目標期間中

２３５，０００

件以上実施する

とともに、小規

模事業場からの

相 談 に つ い て

は、地域窓口に

おいて、産業保

健総合支援セン

ターとの連携を

密にして、ワン

ストップサービ

ス機能を十分に

発揮して、中期

目標期間中１４

８，０００件以

上 実 施 す る こ

と。また、相談

内 容 に つ い て

は、産業保健関

係者に対する研

修に有効活用で

きるよう検討す

ること。

（ア）事業者、産

業保健関係者及

び小規模事業場

の労働者等から

の相談について

は、多様な分野の

専門家を確保し

つつ、相談対応に

係る調整を迅速

に行う仕組みを

整備し、相談対応

の効率化を図る

ことにより、中期

目標期間中に２

３５，０００件以

上実施するとと

もに、産業保健関

係者に対する専

門的研修に有効

に活用する。

（ア）事業者、産

業保健関係者及

び小規模事業場

の労働者等から

の相談について

（ア）事業者、産業保健関係者及び小規模事業場の労働者等からの相談について

－産業保健総合支援センター－

【産業保健に造詣の深い精神科医及びカウンセラー等の相談員の確保】

ますます増加する事業場におけるメンタルヘルス対策や過重労働による健康障害等への対

応や、事業場の法改正への的確な対応等を支援するため、1,058人の産業保健相談員を委嘱し、

事業場からの専門的な相談に対応する体制の整備に努めた。

【ストレスチェック制度の創設への対応】

平成 27 年 12 月から施行されたストレスチェック制度導入支援策として、専用の電話相談窓

口（ストレスチェック制度サポートダイヤル）を東京（５月)、大阪（７月）、福岡（10 月）、

宮城（12月）、広島・香川（１月）の６箇所に設置し、様々な相談に対応した。

・相談件数 12,092 件

【職業性膀胱がんに係る対応】

オルト－トルイジンをはじめとする芳香族アミンを取り扱う作業に従事したことのある労

働者等からの健康上の相談に応じるため、「職業性膀胱がんに係る健康相談ダイヤル」を平成

28年１月に開設し職業性膀胱がんに係る健康不安、化学物質のばく露防止の相談に対応してい

る。

・相談件数 17件

ａ 電話、メール

及び FAX による

相談については、

引き続き的確に

対応するととも

に、ホームペー

ジ、メールマガジ

ン等を活用して、

相談の利用を積

極的に勧奨する。

ａ 効率的・効果的な相談の利用勧奨

電話、メール及びＦＡＸによる相談については、引き続き的確に対応し、さらに、ホーム

ページ、メールマガジン等を活用して、積極的な利用勧奨を行った。

ｂ 面談による

相談に対しては、

事前に相談内容

を記載した用紙

を確認する等、効

率的・効果的な対

応に努める。

ｂ 効率的・効果的な相談対応

相談の事前予約制を引き続き実施し、面談による相談に対しては、予め相談内容を記載し

た用紙を担当相談員に渡すなど、相談業務の効率化を図った。

ｃ 相談者から ｃ 積極的な実地相談の実施
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の要請に応じて、

事業場を訪問し、

具体的に助言す

る実地相談を積

極的に行う。

作業環境管理、作業管理等について、電話相談等を通じて事業場の具体的な状況に応じた

専門的な支援が必要と判断した場合は、積極的に事業場を訪問して相談に直接対応し、必要

な助言等を行った。

・実地相談件数： 242件

ｄ 研修終了後

に別途相談コー

ナーを設け、当該

研修のテーマ関

連の相談等を積

極的に受け入れ

る。

ｄ 研修終了時における相談コーナーの設置

研修終了後に別途相談コーナーを設け、当該研修のテーマに関連した質問、又はそれ以外

の幅広い相談に応じることにより、利用者の利便性の向上及び相談件数の増を図った。

ｅ 相談内容の活用

相談の内容によって専門的研修のテーマにする等有効に活用した。

ｅ 相談内容に

ついては、産業保

健関係者に対す

る専門的研修に

有効に活用する。

産業保健総合

支援センターに

おいては、以上の

取組により、４

７，０００件以上

の相談を実施す

る。

こうした取組により、相談件数の増を図り、平成27年度においては平成26年度（延べ17,147

件）の実績を大きく上回る延べ36,907件（達成度78.5％）の相談に対応したが、目標達成には至

らなかった。

産業保健関係者からの相談件数（産業保健総合支援センター）

（単位：件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

45,999 46,703 31,368 17,147 36,907

（イ）小規模事業

場からの相談に

ついては、地域窓

口において、産業

保健総合支援セ

ンターとの連携

を密にして、ワン

ストップサービ

ス機能を十分に

発揮して、中期目

標期間中１４８，

０００件以上実

施する

（イ）小規模事業

場からの相談に

ついて

（イ）小規模事業場からの相談について －地域窓口－

登録産業医等が、小規模事業場における産業保健活動を支援するため、次の取組により、小

規模事業場の事業者及び労働者からの相談に幅広く対応した。

ａ 事前に相談

内容を記載した

用紙を確認する

等、効率的・効果

的な対応に努め

る。

ａ 効率的・効果的な相談対応

事前に相談内容を記載した用紙を確認する等、効率的・効果的な対応に努めた。

ｂ 地域窓口で

は対応が困難な

ｂ ワンストップサービス機能の発揮

小規模事業場等の利用者の利便性を向上するため、相談内容に応じて産業保健総合支援セ



- 69 -

安全衛生工学等

の専門的な相談

については、ワン

ストップサービ

ス機能を十分発

揮して、迅速・的

確な対応に努め

る。

ンターと地域窓口が密接に連携して、利用者に対して迅速・的確に総合的な対応をした。

なお、平成 27年度におけるワンストップサービス機能を発揮して対応した件数は、1,539

件であった。

－具体的事例－

・事業場から地域窓口に、健康診断の事後措置の依頼とともに特定化学物質使用事業場の作

業環境・作業環境管理に関する相談があったが、地域窓口では対応が困難なため、産業

保健総合支援センターの相談員２名（産業医及び第一種作業環境測定士）が、直接事業

場に出向いて助言・指導した。

・事業場から地域窓口に、事業場におけるメンタルヘルス対策についての支援要請があった

ため、地域窓口と産業保健総合支援センターが調整し、メンタルヘルス対策促進員が直

接事業場を訪問して支援を行った。

・事業場から産業保健総合支援センターに、長時間労働者に対する面接指導や健康診断結果

についての医師の意見聴取の依頼があったため、産業保健総合支援センターと地域窓口

が調整して、地域窓口の登録産業医が対応した。

ｃ 労働基準監

督署をはじめと

する地域の関係

団体が開催する

セミナー等を活

用して、積極的な

周知・勧奨に努め

る。

ｃ 積極的な周知・勧奨

労働基準監督署をはじめとする地域の関係団体が開催するセミナー等を活用して、積極

的な周知・利用勧奨に努めた。

ｄ ストレスチ

ェックに係る労

働者に対する面

接指導を実施す

る（12月以降に

実施予定）。

ｄ ストレスチェックに係る労働者に対する面接指導

本部で講師等養成研修会を実施し、各センターで登録産業医に対する研修を実施した。

準備が整った地域窓口から、高ストレス者の面接指導を実施することとした。

地域窓口にお

いては、以上の取

組により、２９，

６００件以上の

相談を実施する。

こうした取組により、平成27年度は地域窓口において、56,283件（達成度190.1％）の相談

に対応した。

このうち、実際の職場環境を踏まえた指導等を行うため、11,570件については、直接事業場

を訪問して対応した。

小規模事業場等の事業者及び労働者からの相談件数（地域窓口） （単位：件）

26年度 27年度

45,703 56,283

相談のうち直接事業場を訪問した件数 （単位：件）

26年度 27年度

8,920 11,570
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ウ ストレスチ

ェックの実施及

び体制の整備等

に対する助成

ウ ストレスチェックの実施及び体制の整備等に対する助成

ストレスチェ

ック及び産業医

の要件を備えた

医師による面接

指導等を複数の

小規模事業場が

共同で実施した

場合に費用を助

成する。

従業員 50人未満の事業場が合同で、医師・保健師等によるストレスチェックを実施し、また、

ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主に費用を助成した。

事業場数 172 件

（３）産業保健

に関する情報の

提供その他の支

援

（３）産業保健に

関する情報の提

供その他の支援

（３）産業保健に

関する情報の提

供その他の支援

（３）産業保健に関する情報の提供その他の支援

地域の産業保健に関する各種情報等を収集・整備し、相談や問い合わせ等に活用するとともに、

次の取組により、地域の産業保健関係者、登録産業医等に対して、積極的に最新の産業保健情報

の提供に努めた。

インターネッ

トの利用その他

の方法により、

産業保健に関す

る情報並びに産

業保健活動に資

する治療就労両

立支援センター

（仮称）が実施

する医療機関等

に対する復職両

立支援モデル事

業の成果等の情

報を提供すると

ともに、さらな

る情報の質の向

上、利便性の向

ア 産業保健関

係者に対し、情報

誌、ホームペー

ジ、メールマガジ

ン又は動画等に

より、産業保健に

関する情報並び

に産業保健活動

に資する治療就

労両立支援セン

ターが実施する

医療機関等に対

する復職両立支

援モデル事業の

成果等の情報を

提供するととも

に、提供する情報

ア 本部及び産

業保健総合支援

センターのホー

ムページについ

ては、産業保健に

関する総合的な

情報、産業保健総

合支援センター

及び地域窓口に

おける事業や活

動の広報等最新

の情報をわかり

やすく紹介する

等、利便性・有益

性の向上に努め

る。

ア ホームページを活用した最新情報の発信

本部及び産業保健総合支援センターのホームページで、以下のとおり利用者の利便性の向上を

図った。

・トピックスを頻繁に更新し、積極的に最新の情報提供に努めた。（更新回数9,236回）

・ストレスチェック制度に関する専門的研修やセミナーの開催日程を案内するとともに、ホー

ムページからの申込みを受け付けた。

・地域窓口の事業や活動を積極的にＰＲし、利用者の拡大に努めた。

・利用者の声や講師・相談員からのメッセージを積極的にホームページに掲載し、気軽に利用

でき、かつ有益であることのＰＲに努めた。

・産業保健調査研究の成果の情報提供

地域の産業保健活動の活性化を図る目的で産業保健総合支援センターが行った調査研究の成

果について、本部が開催する「産業保健調査研究発表会」での発表のほか、学会発表や「産業精

神保健」、「精神神経学雑誌」等の学会誌への投稿等、幅広く公表している。また、産業保健総

合支援センターにおける専門的研修のテーマとして活用するとともに、ホームページにも概要を

掲載した。

－具体例－

・「量的研究～基本の考え方、数式を使わない統計の生かし方～」を「第 20 回日本産業カウ

ンセリング学会」で発表（福島）

・「慢性疾患を有する除染作業員の健康管理」を「第73回日本産業衛生学会東北地方会」で発
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上を図ること。

また、事業主に

対する広報及び

啓発等を行うと

ともに、労働者

に対する情報提

供についてもよ

り積極的に取り

組むこと。

の質の向上を図

り、中期目標期間

中、ホームページ

のアクセス件数

を１０，６６０，

０００件以上得

る。

イ 利用者の拡

大、利便性の向上

を図るため、産業

保健総合支援セ

ンターの地域窓

口で直接受けら

れる産業保健サ

ービス、地域窓口

を通じて受けら

れる産業保健総

合支援センター

が行う産業保健

サービスの内容

等について、産業

保健関係者や事

業主等に対し広

報及び啓発等を

行うとともに、労

働者に対する情

報提供について

もより積極的に

取り組む。

表（福島）

・「滋賀県下のがん患者の就労支援に関する実態調査」を「第88回日本産業衛生学会」で発表

（滋賀）

イ 労働衛生行

政上重点的に取

り組むテーマ、社

会的関心の高い

テーマや地域窓

口の活動等を掲

載した産業保健

情報誌を定期的

に発行し、最新の

産業保健情報を

幅広く提供する。

イ 産業保健情報誌「産業保健 21」の発行

４月に開催した有識者による「産業保健情報誌編集委員会」において、編集方針を決定し、第

81号（７月発行）では、平成27年６月から施行された安衛法における「受動喫煙防止対策」につ

いて、第82号（10月発行）では、平成27年12月の施行を控え関心の高まる“ストレスチェック制

度”を含む「職場環境改善」について、第83号（１月発行）では、「中小企業への支援」につい

て、第84号（４月発行）では、高齢者雇用時代における産業保健を特集した。また、毎号、事業

場における産業保健活動に役立つ実践的な内容で提供した。

・第81号「職場における受動喫煙防止対策のポイント」

・第82号「職場環境改善とポジティブ・メンタルヘルス」

・第83号「今後の産業保健をめぐるスムーズな連携 ～中小企業の産業保健活動への支援の在

り方～」

・第 84 号「高齢者雇用時代における産業保健」

ウ メールマガ

ジンについては、

研修や相談を通

じて広く購読者

を募るとともに、

産業保健総合支

援センター及び

地域窓口の行事

予定等の産業保

健情報を提供す

る。

ウ メールマガジンの配信

産業保健総合支援センターにおいて、専門的研修や相談対応を通じて幅広く読者を募り、メー

リングリストを活用する等の方法により、ストレスチェック制度関連情報、地域の産業保健に関

する最新情報や専門的研修等の事業案内を掲載したメールマガジンを、定期的に配信した。（配

信件数：725,597 件）

配信件数 （単位：件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

418,733 499,678 562,854 555,604 725,597

エ 産業保健活

動に関する動画

を作成してホー

ムページに掲載

し、実践的かつ有

益な情報を視覚

的に提供する。

エ 動画による情報の発信

産業保健関係の動画について機構のホームページにリンクを貼り閲覧できるようにした。

【その他の情報提供及び広報】

産業保健総合支援センターにおける専門的研修等の活動を積極的に公表し、地元テレビ、地元

新聞、関係機関の会報及び機関誌等に掲載するとともに、取材等にも積極的に応じた。

－具体例－

・新潟日報：従業員のストレス検査義務化 －心の不調 深刻化防ぐ－ （新潟）
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・商工連ニュースにいがた：職場のメンタルヘルス便り －労働安全衛生法に基づくストレス

チェック制度とは－ （新潟）

・ＮＨＫ大阪放送局：熱中症予防対策セミナーが紹介され、講師を務めた産業保健相談員がイ

ンタビュー取材を受け放映された。（大阪）

・ＮＨＫ松山放送局：ストレスチェック制度について、所長がインタビュー取材を受け放映さ

・愛媛新聞：ストレスチェック制度について （愛媛）

地域で開催される産業安全衛生大会等の各種イベントにブースを出展（他団体等との協働の場

合を含む。）し、積極的なＰＲ活動に努めた。（２県で実施）

－具体例－

・「群馬産業安全衛生大会」に健康相談コーナーを出展 （群馬）

・次世代育成支援イベント「おぎゃっと 21」に健康相談窓口を開設 （徳島）

・「平成 27 年度徳島地方安全週間説明会」において、事業内容、利用勧奨などセンターを PR

（徳島）

以上の取組に

より、ホームペー

ジのアクセス件

数を２，１３２，

０００件以上得

る。

こうした取組により、平成27年度において、2,206,563件（達成度103.5％）のアクセス数を得る

ことができた。

ホームページアクセス件数の推移 （単位：件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

1,814,521 1,776,771 2,168,976 1,997,022 2,206,563

（ ４ ） 研 修 内

容・方式又は相

談 対 応 等 の 評

価、事業場にお

ける産業保健活

動への効果の把

握

（４）研修内容・

方式又は相談対

応等の評価、事業

場における産業

保健活動への効

果の把握

（４）研修内容・

方式又は相談対

応等の評価、事業

場における産業

保健活動への効

果の把握

（４）研修内容・方式又は相談対応等の評価、事業場における産業保健活動への効果の把握

研修又は相談

の利用者から、

産業保健に関す

る職務や労働者

の健康管理に関

する職務を行う

上で有益であっ

た旨の評価を８

ア 研修、相談に

ついては、インタ

ーネット等多様

な媒体も活用し、

研修のテーマや

内容に関しては

専門家による評

価を行い、引き続

ア 研修、相談に

ついては、インタ

ーネット等多様

な媒体を活用し

て、利用案内、申

込み受付すると

ともに、研修のテ

ーマや内容に関

ア 産業保健総合支援センター及び地域窓口が行う専門的研修及び相談に係る上記（１）及び（２）

イに掲げる取組に対する利用者の評価は、研修終了時又は相談対応の際に実施したアンケート調

査では、研修利用者から有益であった旨の評価が92.3％、相談利用者から有益であった旨の評価

が93.7％と、いずれも高い評価を得ることができた。（研修、相談とも年度計画80％以上）

－主な評価理由－

専門的研修

・テキスト上に載っている一般的な話だけではなく、実例を交えながら説明していただき理解

しやすく参考になった。

・有機溶剤に関する研修は、日々の業務にとても役立ち参考になった。
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０％以上確保す

るとともに、研

修、相談又は指

導を行った産業

保健関係者や事

業主等に対して

アウトカム調査

を実施し、有効

回 答 の う ち ７

０％以上につき

具体的に改善事

項が見られるよ

うにすること。

き質及び利便性

の向上を図るこ

とにより、利用者

からの産業保健

に関する職務や

労働者の健康管

理に関する職務

を行う上で有益

であった旨の評

価を８０％以上

確保する。

しては、専門家に

よる評価を行う

等、引き続き質及

び利便性の向上

を図ることによ

り、利用者からの

産業保健に関す

る職務や労働者

の健康管理に関

する職務を行う

上で有益であっ

た旨の評価を８

０％以上確保す

る。

・具体的な対応がわかったので、今後に活かしたい。

・ストレスチェック制度は複雑との印象があったが、全体の流れと各段階での担当者の役割に

ついて、理解が深まった。

・休職者の職場復帰について、法律も交えながらの基本の考え方が理解できた。

相談

・適切なアドバイスををいただき、問題が解決した。

・生活習慣病対策について、保健師からの食事・運動等についての指導がありがたかった。

・問題のある労働者への適正な対処方法の指導方法が理解できた。

・ストレスチェック制度の運用について、現場に即したアドバイスをいただき有意義だった。

・ストレスチェック制度について知識を得られた。

・メンタルヘルスについて会社での対処方法を知ることが出来た。

・職場復帰に向けての体制作りの参考になった。

・事業場内の安全衛生体制を確立するうえで具体的なアドバイスをいただいた。

研修利用者の有益であった旨の評価

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

94.0％ 94.0％ 94.5％ 93.3％ 92.3％

相談利用者の有益であった旨の評価

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

99.6％ 98.8％ 97.6％ 93.8％ 93.7％

イ 利用者に対

して、上記アから

ウに掲げる事業

に関して、産業保

健総合支援セン

ター及び同セン

ターの地域窓口

で実施する事業

が与えた効果を

把握・評価するた

めのアウトカム

調査を実施して、

有効回答のうち

７０％以上につ

いて具体的に改

善事項が見られ

イ 利用者に対

して、上記（１）

から（３）に掲げ

る事業に関して、

産業保健総合支

援センター及び

地域窓口で実施

する事業が与え

た効果を把握・評

価するためのア

ウトカム調査を

実施して、有効回

答のうち７０％

以上について具

体的に改善事項

がみられるよう

イ 利用者に対して、上記（１）から（３）に掲げる事業に関して、産業保健総合支援センター及

び地域窓口で実施する事業が与えた効果を把握・評価するためのアウトカム調査を実施した。実

施に当たっては、外部の有識者を招聘した検討会を開催し、昨年度の結果を踏まえ、調査項目等

の検討を行った。

調査結果は、次のとおりであった。

・配付期間：平成 27 年 11 月 16 日～平成 27年 12 月 25 日

・回収期間：平成 27 年 11 月 16 日～平成 28年 １月 15日

・調査票配付件数：12,009 件

・調査回収件数：5,116 件

・回収率：42.6％

・事業場にとって具体的な改善事項がみられた割合：87.6％

・主な改善事項

「職場全体の健康に対する意識が向上」

「職場のメンタルヘルス対策が充実」

「健康診断受診率が向上」
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るようにする。ま

た、同調査の結果

を分析し、事業の

更なる質の向上

を図る。

にする。また、同

調査の結果を分

析し、事業の更な

る質の向上を図

る。

「衛生委員会が活性化」

「作業環境や作業内容が改善」

また、サービスを利用した人からは、「労働者に対する健康教育での指導力が向上」、「職場に

おける改善を要する問題の発見能力が向上」等において高い評価を得ることできた。

以上のように、産業保健活動総合支援事業が、事業場の産業保健スタッフや小規模事業者等に

とって、産業保健活動を行う上で何らかの効果を与えていることが明確になった。

事業場にとって具体的な改善事項がみられた割合

26年度 27年度

91.3％ 87.6％

本調査結果を踏まえ、利用者のニーズに応えるためにも、今後の事業に確実に取り入れるとと

もにアウトカム調査を継続して実施する。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－８ 優秀な人材の確保、育成

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第１号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第１号

業務方法書第４条第１項第１号

当該項目の重要度、難易

度

― 関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビュー ０４３８

２．主要な経年データ

② 要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

職員研修の

有益度調査

（計画値）

80％以上の有益

度を確保

－ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 80.0％ 予算額（千円） － －

職員研修の

有益度調査

（実績値）

－ 86.9％ 88.3％ 88.0％ ％ ％ ％ 決算額（千円） － －

達成度 － － 110.4％ 110.0％ ％ ％ ％ 経常費用（千円） － －

経常利益（千円） － －

行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

従事人員数（人） － －

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

６ 優秀な人材

の確保、育成

６ 優秀な人材

の確保、育成

６ 優秀な人材

の確保、育成

＜主な定量的指

標＞

○職員研修の

有益度調査に

おいて全研修

平均で80％以

上の有益度を

確保すること。

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○勤労者医療に

関する研修内容

を盛り込んだ研

修が実施されて

いるか。

○臨床研修指導

医や研修医を対

象とした機構独

自の講習会等を

通じて勤労者医

療に関する講習

を行い、指導医、

研修医の育成が

行われている

か。

○毎年度、研修

カリキュラムの

検証がなされ、

研修内容を充実

させることによ

６ 優秀な人材の確保、育成 ＜評定と根拠＞

評定： Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

（１）優秀な医師

等を育成する

ため、「全国労

災病院臨床研

修指導医講習

会」等において

勤労者医療に

関する講義を

行い、理解の向

上に努め、勤労

者医療を実践

できる医師の

育成に取り組

んだ。また、受

講生の理解度

をより高める

べく、受講者ア

ンケートを踏

まえ研修カリ

キュラムを検

証し、研修内容

を見直し充実

させた結果、臨

床研修指導医

講 習 会 で は

96.9％、初期臨

床研修医研修

では 87.0％と

高い理解度を

達成した。

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況等を踏まえ、中期目

標の所期の目標を達成していると

評価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

優秀な人材の確保のための臨床

研修医の確保に関して、初期臨床

研修医確保のため、病院見学の他、

病院自習を積極的に受け入れると

ともに、「臨床研修指定病院合同説

明会」等に参加するなど積極的に

優秀な人材の確保に努めた結果、

前年度よりも１人多い 120 人の初

期臨床研修医を確保し、また、優

秀な医師の育成のため、初期臨床

研修医研修や全国労災病院臨床研

修指導医講習会を行い、実施後の

理解度アンケートでは、それぞれ、

87.0％、96.9％の理解度を得てい

る。

また、専門看護師・認定看護師

等の育成にも努めており、専門看

護師 14 名（対前年度比６名増）、

認定看護師 297 名（対前年度比 33

名増）を確保し、労災看護専門学

校においては独自の教育カリキュ

ラム等の教育を行い、看護師国家

資格では全国平均（89.4％）を大

幅に上回る合格者（98.9％）を輩

出していることは評価できる。

さらに、優秀な人材の確保等の

充実・強化のため平成 27年度に実

（１）優秀な人

材の確保等の

充実・強化

（１）優秀な人

材の確保等の

充実・強化

（１）優秀な人

材の確保等の充

実・強化

（１）優秀な人材の確保等の充実・強化

質の高い医療

の提供及び安定

した運営基盤を

構築するため、

優秀な人材（特

に医師）の確保、

定着、育成につ

いて充実・強化

を図ること。

質の高い医療

の提供及び安定

した運営基盤を

構築するため、次

の取組により、優

秀な人材（特に医

師）の確保、定着、

育成について充

実・強化を図ると

ともに、その資質

の向上に努める。

質の高い医療

の提供及び安定

した運営基盤を

構築するため、次

の取組により、優

秀な人材（特に医

師）の確保、定着、

育成について充

実・強化を図ると

ともに、その資質

の向上に努める。

質の高い医療の提供及び安定した運営基盤を構築するため、次の取組により、優秀な人材（特

に医師）の確保、定着、育成について充実・強化を図るとともに、その資質の向上に努める。

ア 臨床研修医

の確保

ア 臨床研修医

の確保

ア 臨床研修医の確保

優秀な医師を

安定的かつ継続

的に確保するた

め、病院見学・実

習の積極的な受

入及び「臨床研修

指定病院合同就

職説明会」等の機

会を利用して、各

労災病院の特色

等のＰＲを行い、

臨床研修医の確

保に努める。

優秀な医師を

安定的かつ継続

的に確保するた

め、病院見学・実

習の積極的な受

入及び「臨床研修

指定病院合同就

職説明会」等の機

会を利用して、各

労災病院の特色

等のＰＲを行い、

臨床研修医の確

保に努める。

将来の優秀な医師の確保を目的として、初期臨床研修医を確保すべく病院見学はもとより病

院実習を積極的に受け入れるとともに、医学生・研修医の総合情報サイトで、全国６都市で行

われ人気がある「レジナビ」の「臨床研修指定病院合同説明会」等に参加し、各労災病院個々

の特色等について PR を行い、優秀な研修医の確保に努めている。

上記のような取組みの結果、当該説明会参加者から、19 名の医学生が労災病院の初期臨床研

修医となった。また、充実した研修が実施できるよう、各労災病院の医師が集合し、臨床研修

指導医講習会を行うともに研修プログラムのあり方も見直すなど、指導医のレベルアップも図

っていることから、初期臨床研修医については、毎年一定数を確保できている。

初期臨床研修採用者数（各年度４月１日現在）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

116人 113人 119人 121人 120人
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り、職員の資質

の向上が図られ

ているか。

○受講者に対す

るアンケート調

査、労災病院に

おける患者満足

度調査の結果等

を検証し、研修

カリキュラムの

充実に反映され

たか。

○医師不足の病

院の診療機能の

充実を図るた

め、労災病院間

における医師の

派遣を推進し、

労災病院グルー

プの連携を強化

して医師不足の

病院を支援して

いるか

○チーム医療の

中心的役割を果

たし、医療の質

の確保、地域と

の切れ目のない

ケアの推進に貢

献できる看護師

の育成が行われ

ているか。

○労災看護専門

学校において

は、職場復帰や

両立支援等、勤

労者医療に関わ

勤労者医療への理解を深められるよう各病院の初期臨床研修医を集めて「初期臨床研修医

研修」を年１回開催している。

（２）育児等によ

る医師等の離

職を防止し、復

職を促すため

に院内保育所

の積極的な開

設のための指

導に取り組み、

今後新たに１

施設増につな

げることがで

きた。

（３）医療の質の

確保等のため、

資格取得のた

めの研修等を

受けやすく、ま

た、取得後にお

ける職場環境

の整備に努め

た結果、専門看

護師及び認定

看護師の育成

が図れた。

（４）研修終了後

のアンケート

調査等を元に

研修カリキュ

ラムの見直し

を図った結果、

有益度は、平成

27 年度の全て

の研修の平均

で 88.0％とな

り、計画値 80％

の と こ ろ

110.0％の達成

度であった。更

に、受講後、研

施した本部集合研修等について、

その有益度調査を行った結果、前

年度（88.3％）と同様の高い有益

度（88.0％）が得られている。こ

れは、主要なアウトプット指標の

目標値（80％）の 110％となるも

のであり、年度計画を達成してい

るものとして評価できる。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

特になし。

＜その他事項＞

特になし。

併せて、初期臨

床研修終了者の

中から優秀な者

を後期研修医と

して病院に定着

させるよう積極

的な働きかけに

努める。

併せて、初期臨

床研修終了者の

中から優秀な者

を後期研修医と

して病院に定着

させるよう積極

的な働きかけに

努める。

平成 27 年度末で初期臨床研修を修了した労災病院の研修医 110 名のうち、平成 28 年４月

に引き続き後期研修医として自院に勤務した医師は 42名（対前年度＋４名）となった。

イ 優秀な医師

の育成等

イ 優秀な医師

の育成等

イ 優秀な医師の育成等

勤労者医療に

関する研修内容

を盛り込んだ臨

床研修プログラ

ムの作成や臨床

研修指導医・研修

医を対象とした

機構独自の講習

会等を通じて、勤

労者医療を実践

できる医師の育

成に積極的に取

り組むことによ

り、優秀な医師を

育成、確保する。

勤労者医療に

関する研修内容

を盛り込んだ臨

床研修プログラ

ムを実施する。

また、労災病院

の医師の中から

臨床研修指導医

講習会世話人（講

習会企画責任者

が行う企画、運

営、進行等に協力

する医師）を選任

し、勤労者医療に

関する内容を盛

り込んだプログ

ラムによる機構

独自の指導医講

習会を開催する

とともに、初期臨

床研修医を対象

とした集合研修

を実施し、優秀な

医師の育成、確保

に努める。

「全国労災病院臨床研修指導医講習会」において勤労者医療に関する講義を行い、勤労者医

療に関する理解の向上に努め、勤労者医療を実践できる医師の育成に取り組んだ。

全国労災病院臨床研修指導医講習会は、平成27年度は６月と平成28年１月に開催し、65名が

受講した。開催にあたっては、受講生の理解度をより高めるべく、労災病院から講習会世話人

として参加している医師28人（副院長２人、部長医師21人、副部長医師３人、医師２人）が「グ

ループワークの内容を充実させてほしい」という受講者アンケートを参考に世話人会において

検討し、グループワークにチームとして問題解決策を導いていく手法を追加するなどプログラ

ム内容を見直した結果、引き続き高い理解度を達成することができている。また、初期臨床研

修医研修は11月に開催し、国立病院機構の研修医を含む76名の医師の受講があった。

臨床研修指導医講習会受講者数推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

82名 72名 70名 65名 65名

初期臨床研修医研修受講者数推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

58名 74名 74名 72名 76名

受講者理解度（アンケート結果）

26年度 27年度

臨床研修指導医講習会 98.4％ → 96.9％

初期臨床研修医研修 92.2％ → 87.0％
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ウ 医師等の働

きやすい環境の

整備

ウ 医師等の働

きやすい環境の

整備

る教育内容を見

直し、勤労者医

療カリキュラム

の充実が着実に

実施されている

か。

ウ 医師等の働きやすい環境の整備 修 成 果 の 実

践・展開に向け

て取り組み、伝

達研修実施状

況調において

93.8％と高い

実施率となっ

た。

（５）医師確保が

特に困難な労

災病院に対し

て各種会議等

さまざまな機

会に医師の派

遣協力を依頼

し、各労災病院

ともに厳しい

中、平成 27 年

度はブロック

を越えた派遣

も含め７件の

労災病院間の

派遣が行われ、

地方の労災病

院の診療機能

維持及び派遣

医師のキャリ

ア形成に資し

た。

（６）労災看護専

門学校におい

て勤労者医療

の専門知識を

有する看護師

を育成するた

め、勤労者医療

の視点を全て

の分野に取り

医師等の人材

確保、定着及びモ

チベーションの

向上等の観点か

ら、院内保育体制

の充実等といっ

た医師等の働き

やすい環境の整

備に努める。

本部において

は、院内保育所の

設置・利用状況等

について定期的

に調査を行うと

ともに、労災病院

に対しては、個別

の事情も踏まえ

つつ、新設等に向

けた検討等を指

導する。

院内保育所の設置・利用状況等について毎月定期的に施設報告を受け、個別の事情を踏まえ

つつ保育施設数の増に向けて積極的な開設のために指導を実施した。その結果、平成 27 年度末

時点においては 21 施設で開設されているが、平成 28 年度に新たに１施設が開設できる見通し

となった。

また、国立病院機構、地域医療機能推進機構等の団体の中で、当機構が唯一制度化している

「育児のための医師短時間勤務制度」（小学校就学前の子の育児のために短時間勤務及び宿日直

勤務、時間外勤務の免除を認める制度）の積極的活用を指導した結果、平成 27年度は９名（平

成 26年度は７名）の女性医師が当該制度を利用しており、在職医師の安心感や女性医師の病院

選択の一つの目安となっている。

このほか、医師の負担軽減のため、診断書作成補助やカルテ代行入力等を行う医師事務作業

補助者の配置を推進し、平成 27 年度は労災病院全体で 638 名（対前年度＋35 人）を配置した。

これらの取組により医師等の人材確保・定着及びモチベーションの向上に寄与している。

院内保育所数推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

18施設 19施設 19施設 21施設 21施設

エ 専門看護

師・認定看護師等

の育成

エ 専門看護

師・認定看護師

等の育成

エ 専門看護師・認定看護師等の育成

看護師につい

ては、患者・家族

に良質で効率的

な医療を提供す

るチーム医療の

中心的な役割を

果たすとともに、

医療の質の確保、

地域との切れ目

のないケアの推

進に向け活動す

る必要があるこ

とから、専門看護

師・認定看護師等

の計画的な育成

に努める。

看護師につい

ては、チーム医療

の推進や、医療の

質の確保等のた

め、より高度かつ

専門的なスキル

が求められるこ

とから、専門看護

師・認定看護師等

の計画的な育成

に努める。

医療が進歩すると同時に高度化・複雑化が増し、チーム医療の中においても看護に求められ

る専門知識や技術が高くなっている。

そのようなことから、特定分野の知識及び技術を深め、水準の高い看護ケアを効率よく提供

する役割を持つ専門看護師や、熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践ができる

認定看護師の育成をするべく、平成27年度においても、継続して、資格取得のための研修等を

受けやすく、また、資格取得後における職場環境の整備に努めている。

その結果、専門看護師 14名、認定看護師 297名の有資格者を確保している。

有資格者数の推移（各年度４月１日時点） （人）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

専門看護師 6 6 8 8 14

認定看護師 162 207 238 264 297
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入れ双方向授

業を実施する

など特色ある

教育を行った。

また勤労者医

療を実践して

いる労災病院

における臨地

実習を活発に

実施したほか、

企業見学やリ

ハビリテーシ

ョン施設の見

学などの特別

授業や独自の

教材を作成し

試験的に運用

を開始するな

ど勤労者医療

カリキュラム

の更なる充実

を図り、学生の

勤労者医療に

対する理解が

深まるよう努

めた．

その上で、看

護師国家試験

において全国

平均を大きく

上回る合格者

を輩出し、勤労

者医療実践の

場である労災

病院の看護師

確保に貢献し

た。

＜課題と対応＞

オ 各職種の研

修プログラムの

検証

オ 各職種の研

修プログラムの

検証

オ 各職種の研修プログラムの検証

毎年度、各職種

の研修プログラ

ムを検証し、勤労

者医療に関する

研修内容をはじ

めとする専門研

修内容を充実さ

せることにより

職員の資質の向

上を図る。

研修内容につ

いては、研修終

了後のアンケー

ト調査等の検証

を行い、より効

率的かつ効果的

な専門研修内容

及び研修プログ

ラムの充実を図

り、有益度調査

において全研修

平均で８０％以

上の有益度を得

る。

平成27年度の本部集合研修は、29研修を実施し、1,379名が受講した。毎年度、研修終了後の

アンケート調査等を元に検証を行い、研修プログラムの見直しを図っており、有益度調査（「講

義内容を業務に活かすことができる」）では、年間計画(80％)を超える高い有益度（88.0％）

となっている。

具体的なプログラム見直しの内容としては、認定看護師研修のカリキュラムをグループディ

スカッション及び事例発表等を主とした内容への見直しを行うとともに、中央検査部長研修「超

高齢社会における中央診療部門の医療経営戦略」のプログラムを新設した。また、医療メディ

エーション技法講習会では、患者と医療者との対話促進及び関係調整等に係る医療メディエー

ションマインドの浸透を図ることで病院機能を更に向上させるために、既に受講した上級者を

対象として「フォローアップ」プログラムを作成し研修を行った。加えて、経営の観点から管

理者研修Ⅲ「看護管理者のための病院経営」、事務局長研修では病院経営を担う事務局トップ

としてのマネジメント能力の強化及び意識の向上を図るため「病院改革と事務局長の役割」の

プログラムを新設した。

また、資質向上の観点から新規プログラムとしてコンプライアンス(法令等の遵守)を設け、

機構の社会的使命を自覚して行動すべく研修を行った。さらに、新規採用職員に対しては、各

施設に配付している「新規採用職員研修資料」にコンプライアンスを盛り込んだ。

管理職を対象にした研修では、グループワークにおいて現場で直面している問題等に対する

実践的な研修を行うことで、労務管理の知識修得に努め離職防止、ひいては働きやすい職場環

境整備により一層の医療の質の向上が図れるよう取り組んだ。また、26年度に引き続き、ハラ

スメント防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の適切な対応措置について研修

を行った。

また、勤労者

医療に関する研

修では、勤労者

医療の意義や実

践状況、中核的

医療機関として

果たすべき役割

等について説明

し、労災病院の

使命である勤労

者医療について

の理解を深め

る。

また、勤労者医療に関する研修では、勤労者医療の中核的医療機関としての労災病院が果た

すべき役割等を説明し、84.2％(前年度88.3％)の理解度が得られた。

さらに、各施設

においては、研修

効果を上げるた

め集合研修参加

者の受講後にお

ける伝達研修を

研修効果を上げるために各施設における伝達研修の実施日を記載するよう義務付けており、

各施設における受講者以外の職員への波及が図られている。
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行い、研修の実践

と展開を図る。

－

本部主催各種職員研修の実施状況（27年度４～３月）

（実施研修数：29研修、参加者数：1,379名）

職 種 実施研修数 研修名

医 師 ３研修 臨床研修指導医(２回実施)、初期臨床研修医

事務職 ５研修 事務局長、新規採用、採用後３年目他

看護職 ７研修 管理者研修、継続教育指導者研修他

医療職 ６研修 診療放射線技師、中央放射線科部長、栄養管理室長他

共 通 ８研修 新任管理職、安全対策、管理職２年目他

有益度調査の推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

85.3％ 86.1％ 86.9％ 88.3％ 88.0％

伝達研修実施状況調における推移（実施人数／受講人数）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

96.5％ 92.7％ 93.4％ 93.7％ 93.8％

カ 労災病院間

における医師の

派遣

カ 労災病院間

における医師の

派遣

カ 労災病院間における医師の派遣

医師確保が特

に困難な状況に

ある労災病院に

対しては、当該病

院の診療機能の

充実を図るため、

労災病院間にお

ける医師の派遣

を推進し、労災病

院グループの連

携を強化して医

師不足の病院へ

の支援に努める。

医師確保が特

に困難な状況に

ある労災病院に

対しては、当該病

院の診療機能の

充実を図るため、

労災病院間にお

ける医師の派遣

を推進し、労災病

院グループの連

携を強化して医

師不足の病院へ

の支援に努める。

労災病院間における医師派遣については、医師確保が特に困難な状況にある労災病院が、提

出した医師派遣要望書に基づき、院長会議等各種会議で派遣協力を依頼するとともに機構役員

等が個別に各労災病院長に協力依頼を行った。

医師の派遣については、関係大学医局の意向、派遣元労災病院の欠員補充等の調整すべき問

題があるが、取組の結果、平成 27年度は７件の都市部→地方労災病院間の医師派遣が行われ、

地方の労災病院の医師不足の緩和に資した。

【平成 27 年度労災病院間医師派遣実績】

関東労災病院→福島労災病院（内科）

関東労災病院→福島労災病院（整形外科）

横浜労災病院→鹿島労災病院（内科）

千葉労災病院→鹿島労災病院（内科）

東北労災病院→青森労災病院（呼吸器内科）

東北労災病院→青森労災病院（耳鼻科）

中部労災病院→旭労災病院（麻酔科）

※派遣医師数計 ３９名

（２）産業医等

の育成支援体

制の充実

（２）産業医等

の育成支援体制

の充実

（２）産業医等

の育成支援体制

の充実

（２）産業医等の育成支援体制の充実
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事業場におけ

る産業医等の実

践活動を通じて

多様な勤労者の

健康課題に的確

に対応していく

ため、労災病院

及び勤労者医療

総合センターに

おいて、産業医

活動に必要な臨

床医学的素養の

維持、向上のた

めの育成支援体

制の充実を図る

こと。

事業場におけ

る産業医等の実

践活動を通じて

多様な勤労者の

健康課題に的確

に対応していく

ため、労災病院及

び勤労者医療総

合センターにお

いて、高度な専門

性と実践的活動

能力を持った産

業医等の育成、確

保を目指し、引き

続き産業医科大

学と連携を図り

つつ、産業医活動

に必要な臨床医

学的素養の維持、

向上のための育

成支援体制の充

実を図る。

高度な専門性

と実践的活動能

力を持つ産業医

等の育成、確保を

目指し、引き続き

産業医科大学と

連携を図り、労災

病院及び勤労者

医療総合センタ

ーにおいて産業

医活動に必要な

臨床医学的素養

の維持、向上のた

めの育成支援体

制の充実を図る。

平成27年度においては、機構と産業医科大学が産業医・産業保健活動の推進、医師の派遣、

研究の推進等、産業医学と勤労者医療の連携を円滑に行うため、両組織の役員・学長等により

意見交換を行った。産業医大出身医師の労災病院での勤務状況や産業保健活動の確認及び研究

分野での連携、人材養成について検討が行われ、質の高い産業医育成に向けて「産業医学・勤

労者医療推進協議会」を設置することとした。

また、同大学医学部卒業生への産業医活動２年間義務化に対応するため、労災病院において

卒業生受入れに係る産業医業務カリキュラムを作成するなどして引き続き体制整備を行い、産

業医科大学における産業医育成支援体制に協力した。

（３）看護師の

養成

（３）専門性を有

する看護師の養

成

（３）勤労者医療

の専門的知識を

有する看護師の

育成

（３）勤労者医療の専門的知識を有する看護師の育成

労災看護専門

学 校 に お い て

は、近年の看護

師 不 足 等 の 中

で、労災病院に

おける勤労者医

療の推進に必要

な専門性を有す

る看護師を養成

すること。

地域の中核的

医療機関として

勤労者医療及び

地域医療を担う

労災病院におい

て安定した医療

体制を確保・充実

させるため、労災

看護専門学校で

は、医療や看護に

関する専門知識

とともに、労働者

の健康を取り巻

く現状、治療と就

労災看護専門

学校において、勤

労者医療の専門

的知識を有する

看護師を育成す

るため以下の取

組みの充実を図

る。

労災看護専門学校において、勤労者医療の専門的知識を有する看護師を育成するため以下の

取組みを行う。

ア 勤労者医療

の役割・機能を理

解するため、職業

性疾病に関する

理解、メンタルヘ

ア 労災看護専門学校において、勤労者医療の専門知識を有する看護師を育成するため、勤労者

医療概論やメンタルヘルス、両立支援、災害看護等の特色ある授業を実施している。また、学習

する全ての分野の授業に勤労者医療の視点をもち、講義聴講型の授業から、学生の自主的な参画

を促す双方向型の授業を取り入れる等内容を再考し、病院における勤労者医療の役割や職業と疾

病の関係性等について知識を深める教育の推進に、継続して取り組んでいる。

【勤労者医療の視点を取り入れた双方向授業等の具体的事例】
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労の両立支援に

関するカリキュ

ラムを充実する

ことで、勤労者医

療 の 専 門 的 知

識・技術を有する

優秀な看護師を

養成する。

ルスマネジメン

ト、治療と就労の

両立支援、災害看

護等の講義を含

むカリキュラム

に基づき、勤労者

医療を推進する

ために必要な知

識や技術の習得

のため、特色ある

教育を行う。

・基礎分野の英語の授業で、勤労者へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰｼｰﾄを英語で作成しロールプレイを実施

・専門分野の母性看護学において、就労が妊娠分娩に与える影響についてディベートと発表会を

実施

・専門分野の成人看護学において、糖尿病に罹患した勤労者の仕事と治療の両立支援についてロ

ールプレイを実施

・臨床実習における受持患者に対しアセスメントツールの活用を開始

また、看護師国家試験では、全国平均を大きく上回る合格者を輩出し、勤労者医療の実践の場

である労災病院の看護師確保に貢献した。

労災看護専門学校生の看護師国家試験合格率の推移

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

合格率 99.1％ 98.6％ 98.6％ 99.4％ 98.9％

全国平均※ 90.1％ 88.8％ 89.8％ 90.0％ 89.4％

（※出典：平成28年３月25日厚生労働省発表「国家試験合格発表」）

イ 勤労者医療

の視点も持って

日常の看護実践

を行えるよう、

勤労者医療を推

進する労災病院

において臨地実

習を行う。

イ 平成27年度における看護学生の実習においては、勤労者医療を実践している労災病院の内、

近接する13の労災病院の協力のもと、延べ約35,900日の臨地実習を確保した。

また、勤労者の

罹患率の高い疾

病の治療と就労

の両立支援等、勤

労者医療に関す

る教育内容につ

いて見直しを行

い、勤労者医療カ

リキュラムの更

なる充実を図る。

また、企業（作業環境・障害をもった方が就労する職場）やリハビリテーション施設の見学を

行い、勤労者医療の対象となる患者に対する理解を深める授業を継続して実施した。

さらに、学生が勤労者医療に関する座学と医療の実際を結びつけて理解できるよう、治療と就

労の両立支援等の勤労者医療を学生に分かりやすく解説する独自の勤労者看護ハンドブックを平

成27年度に新たに作成し、サブ教材として試験的に運用を開始した。
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４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－９ 未払賃金の立替払業務の着実な実施

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

社会復帰促進等事業（労働者災害補償保険法第 29 条第１項第３号）

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51 年法律第 34 号）第７条

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案に

対する附帯決議（平成 27 年４月 23 日参議院厚生労働委員会）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第３号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第６号

業務方法書第４条第１項第６号

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」

「未払賃金の立替払」は、国の労災補償制度の社会復帰促進等事業の主な事業の一つである。この

事業は、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の

一部を政府が事業主に代わって立替払いすることにより、労働者とその家族の生活の安定を図るセー

フティネットであり、国内唯一、当該法人が行うことが求められており、また「経済危機対策」に関

する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議（平成 21 年４月）において、「未払賃金立替払の請

求増加への対応」が求められていることや、平成 27 年４月の参厚労委の附帯決議においては、「労働

者健康福祉機構が行っている未払賃金の立替払事業については、労働者とその家族の生活の安定を図

るため、引き続き着実に実施すること」とされている。

関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビュー ０４３８

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

請求書の受

付日から支

払日までの

期間

（計画値）

不備事案を除き、

請求書の受付日

から支払日まで

の期間を、平均２

５日以内を維持

－ 25.0 日 25.0 日 25.0 日 25.0 日 25.0 日 予算額（千円） － －

請求書の受

付日から支

払日までの

期間

（実績値）

－ 19.4 日 16.2 日 15.8 日 日 日 日 決算額（千円） － －

達成度 － － 135.2％ 136.8％ ％ ％ ％ 経常費用（千円） － －

経常利益（千円） － －

行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

従事人員数（人） － －

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

Ⅳ 労働者の福

祉に係る業務と

して取り組むべ

き事項

Ⅳ 労働者の福

祉に係る業務と

して取り組むべ

き事項

Ⅳ 労働者の福

祉に係る業務と

して取り組むべ

き事項

＜主な定量的指

標＞

○中期目標期間

中に不備事案を

除き、請求書の

受付日から支払

日までの期間

を、平均 25日以

内を維持するこ

と。

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○未払賃金の立

替払業務につい

て、適正かつ効

率的な運営を図

り、定量的目標

の平均日数が維

持されている

か。

○審査業務の

標準化を徹底

し、計画的な支

払が実施され

ているか。

○適正かつ迅速

な支払を促進す

るため、弁護士

等を対象とした

Ⅳ 労働者の福祉に係る業務として取り組むべき事項 ＜評定と根拠＞

評定：Ａ

未払賃金立替払

の支払期間につい

ては、リーマンシ

ョック等の世界的

な経済不況の影響

で67,774件と第２

期中期目標期間

（平均 30日以内）

で最大の請求件数

となった平成21年

度の支払日数は、

23.3 日であり、ま

た、第１期中期目

標期間中で請求件

数が５万件を超え

た平成19年度及び

平成20年度のそれ

ぞれ支払日数は、

25.6日及び29.1日

であることから、

どのような経済状

況であっても年度

計画を「受付日か

ら支払日までの期

間について『平均

25 日以内』を維持

する」とされてい

るところである

が、以下のとおり

取り組んだことに

より、平成 27 年度

は支払日数15.8日

（達成度 136.8%）

と計画を大きく上

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況等を踏まえ、中期目

標の所期の目標を達成していると

評価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

立替払業務について、達成目標

である請求書の受付日から支払日

までの期間は、目標値である 25日

を大幅に上回る 15.8 日（効率度：

158％）を達成している。「未払賃

金の立替払」の件数は、経済状況

に左右され、受付日から支払日ま

での期間を 25 日以上要した年度

もあったことも踏まえ、中期目標

では平均 25 日以内を維持すると

定めているものである。27年度は、

「未払賃金の立替払」の件数が多

かった時期と比較すると経済的な

落ち込みは小さく、支給者数につ

いても 24,055 人と過去の実績（前

中期期間中平均：47,709 人、26 年

度 30,546 人）と比較しても少な

く、達成目標を大幅に上回った要

因には、経済状況が影響したと考

える。一方で、業務量を鑑みつつ、

審査担当職員を１名削減（７名→

６名）しつつ、適正かつ効率的な

業務運営を実施したことは評価で

きる。

また、立替払の求償業務につい

ては、対象となった事業所（2,187

事業所）に延べ 2,344 回の求償通

１ 未払賃金の

立替払業務の着

実な実施

１ 未払賃金の

立替払業務の着

実な実施

１ 未払賃金の

立替払業務の着

実な実施

１ 未払賃金の立替払業務の着実な実施

（１）迅速かつ

適正な立替払の

実施

（１）迅速かつ適

正な立替払の実

施

（１）立替払の迅

速化

（１）立替払の迅速化

審査を適正に

行うとともに、

効率化を図るこ

と等により、不

備事案を除き、

請求書の受付日

から支払日まで

の 期 間 に つ い

て、平均で２５

日以内を維持す

ること。

未払賃金立替

払制度は、企業倒

産における労働

者のセーフティ

ーネットとして

重要な役割を果

たしていること

から、迅速かつ適

正な立替払を実

施するため、請求

件数の約７割の

証明を行ってい

る破産管財人等

への研修会の実

施、裁判所への協

力要請を行うと

ともに、審査業務

の標準化の徹底

を図り、原則週１

回払いを堅持し、

不備事案を除き

請求書の受付日

から支払日まで

の期間について、

迅速かつ的確

な立替払を実施

するため、不備事

案を除いた請求

書の受付日から

支払日までの期

間について「平均

２５日以内」を維

持するとともに、

次の措置を講ず

る。

未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者と

その家族の生活の安定を図るセーフティネットとしての役割を有していることから、最大限迅

速な支払いに努めた。

この結果、不備事案を除いた請求書の受付日から支払日までの期間は15.8日であり、「平均

25日以内」の目標を大幅に上回る迅速な支払いとなった。

支払期間の推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

18.8日 17.3日 15.1日 16.2日 15.8日

* 26 年度に引き続き 27 年度も審査担当職員の削減を１名行った。

ア 職員研修や、

疑義事例検討会

を定期的に開催

し、審査業務の標

準化を徹底する。

ア 職員研修及び疑義事例検討会を計９回開催し、担当職員の審査事務処理の標準化に努めた。

イ 原則週１回

の立替払を堅持

する。

イ 原則週１回の立替払を堅持した。

ウ 各弁護士会

などへの研修や

ウ 未払賃金の立替払制度は、労働者とその家族の生活の安定を図るセーフティネットとしての

役割を有しているものの、実際には当制度の運営に協力が欠かせない司法関係者の多くは必ず
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平均で２５日以

内を維持する。

日本弁護士連合

会倒産法制等検

討委員会との定

期協議を実施し、

証明にあたって

の留意点等につ

いて説明等を行

うとともに、各地

方裁判所の破産

再生専門部（係）

を訪問し、未払賃

金立替払制度へ

の協力要請を行

う。

研修会また裁判

所等への協力要

請を行っている

か。

○大型請求事案

について、現地

に出向き事前調

整を行うなど、

迅速処理を図っ

ているか。

○立替払後の求

償権の行使につ

いて、事業主等

に通知や裁判手

続への参加は適

宜適切に行われ

ているか。

○再生債務者

等に対し、債務

承認書又は弁

済計画書の提

出督励を行い、

さらに履行督

励はされてい

るか。

○立替払額やそ

の回収金額の情

報を業務実績報

告書等において

明らかにしてい

るか。

しも制度を十分理解しているとは言えないため、以下の活動を積極的に行った。

平成22年度から開始した都道府県弁護士会等の主催による弁護士等を対象とした未払賃金

立替払制度に関する研修会については、平成26年度に全都道府県での実施を達成することがで

きたため、平成27年度は、まだ１度しか実施していない都道府県弁護士会及び未実施であった

函館、釧路の両弁護士会に対し働きかけを行い、全国10か所で実施し、全弁護士会での実施を

達成することができた。研修会も６年目に入り、これまで各地で開催した研修会での説明ノウ

ハウが蓄積され、破産管財人の証明書作成上の留意事項等の説明から実務的事例の紹介を行う

など、さらに充実した研修会を実施している。

（27年度の出席者：弁護士417名含む計554名。22年度からの出席者累計：計66回、弁護士等

5,531名）

当制度の円滑な運営への協力を得るため、「日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会」と引

き続き未払賃金立替払制度に関する定期協議を行った（平成27年11月）。

また、各地方裁判所（９地裁）に赴き、同制度の運営状況及び最近の問題点について説明を

行うとともに、未払賃金立替払制度の円滑な運営への協力依頼を行った。

（27 年度の参加者９地裁、裁判官 11 名、書記官 47 名、計 58 名。22 年度の訪問開始からの参

加者累計：最高裁２度、裁判官２名、事務職員３名、計５名、58 地裁、裁判官 103 名、書記官

292 名、計 395 名）

回る成果が得られ

ている。

（１）未払賃金の

立替払制度は、

企業が倒産し

たために賃金

が支払われな

いまま退職し

た労働者とそ

の家族の生活

の安定を図る

セーフティネ

ットとしての

役割を有して

いることから、

最大限迅速な

支払に努めた。

① 平成 27 年

度 に お い て

は、審査担当

職員を１名削

減したものの

適正かつ効率

的な運営を行

った結果、不

備事案を除い

た請求書の受

付日から支払

日までの期間

は 15.8 日と

なっており、

「平均 25 日

以内」の目標

を大幅に上回

る迅速な支払

となった。

・職員研修及

び疑義事例

検討会を計

９回開催し、

知を行い、確実な求償に努めると

ともに、裁判所へ 485 回の債権届

出を行い、裁判所の破産手続きに

確実に参加し、その結果、843 事

業所から延べ 900 回の配当を受け

るなど、確実な回収に努めたこと

は評価できる。

なお、年度ごとの立替払額やそ

の回収金額の状況は法人のホーム

ページで、企業数、支給者数、立

替払額等の実施状況は厚労省のホ

ームページにおいて情報が公開さ

れている（目標達成）。

（重要度：高）

「未払賃金の立替払」は、国の

労災補償制度の社会復帰促進等事

業の主な事業の一つである。この

事業は、企業が倒産したために、

賃金が支払われないまま退職した

労働者に対して、その未払賃金の

一部を政府が事業主に代わって立

替払いすることにより、労働者と

その家族の生活の安定を図るセー

フティネットであり、国内唯一、

当該法人が行うことが求められて

おり、また「経済危機対策」に関

する政府・与党会議、経済対策閣

僚会議合同会議（平成 21年４月）

において、「未払賃金立替払の請求

増加への対応」が求められている

ことや、独立行政法人に係る改革

を推進するための厚生労働省関係

法律の整備等に関する法律案に対

する附帯決議（平成 27 年４月 23

日参議院厚生労働委員会）におい

ては、「労働者健康福祉機構が行っ

ている未払賃金の立替払事業につ

いては、労働者とその家族の生活

の安定を図るため、引き続き着実

エ 大型請求事

案に対し、積極的

に破産管財人等

との打合せや事

前調整を行い、効

率的な審査を実

施する。

エ 大型請求事案については、破産管財人事務所や破産会社等に直接担当者が出向き、未払賃金

立替払請求手続きに関する打合せや事前調整を行った。これにより、請求書類が的確に作成さ

れたうえで機構に提出され、手続きの迅速化や審査業務の効率化が図れた。

（27年度現地訪問実績 14 件）

(例)富山県のＡ社：請求者 676 名について平均 12.0 日で支払

北海道のＢ社：請求者 260 名について平均 7.1 日で支払

大阪府のＣ社：請求者 214 名について平均 11.1 日で支払

オ 特に調査を

要する事案等に

ついては、引き続

き、労働基準監督

署等の関係機関

と一層の連携を

図り、的確に対応

する。

オ 客観的資料が乏しく破産管財人による証明が困難な事案については、労働基準監督署と連携

し、労働基準監督署の確認事案とするとともに、労働基準監督署等の関係機関からの未払賃金

立替払状況照会についても的確に対応するなど、関係機関との連携強化に努めた。

平成 27 年度照会回答実績

労働局及び労働基準監督署 ９件、警察署等 ４件、税務署等 ２件、年金事務所 ２件、

地方裁判所 １件、都道府県市町村 １件 計 19 件

カ 破産管財業

務に精通し、か

つ、立替払制度に

も造詣と理解が

深い有識者（弁護

士）による検討会

カ 平成23年に報道された不正受給を契機として、破産管財人が未払賃金立替払に係る証明を行

う際の留意すべき点や判断が困難な事案について、平成25年度より外部有識者（弁護士）を参

集し「未払賃金立替払事業に係る不正請求の防止及び審査の迅速化等に関する検討会」を行っ

てきたが、平成27年11月開催の同検討会において、これまでの検討結果を報告書としてまとめ

た。

（検討内容例）
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を開催し、破産管

財人等として未

払賃金の証明等

の業務に当たる

に際し留意すべ

き事項について

広く助言を得る

ことによって、不

正受給の防止、審

査の迅速化を推

進する。

・客観的な資料が乏しい場合の未払賃金額等に関する事実確認などについて

・解雇予告手当の支払のない解雇における退職日の取扱いについて

・退職日が不明瞭な場合の判断方法について

同報告書については、「日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会」との定期協議において報告

し、その内容に賛同を得るなど評価を得たため、日本弁護士連合会に提供し会員サイトに掲載

するとともに、各都道府県弁護士会へ配布してその内容の周知を図った。

担当職員の

審査事務処

理の標準化

に努めた。

・原則週１回

の立替払を

堅持した。

・弁護士等を

対象とした

未払賃金立

替払制度に

関する研修

会について、

平成 27 年度

は全国 10 か

所で実施し

た。22 年度

の研修会開

始以来、全弁

護士会での

実施を達成

した。（27

年度の出席

者：弁護士

417 名含む

計 554 名。22

年度からの

出 席 者 累

計：弁護士等

約 5,531 名）

・日本弁護士

連合会倒産

法制等検討

委員会と定

期協議を行

うとともに、

引き続き立

替払制度の

研修会実施

の働きかけ

に実施すること」とされている。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

（有識者からの意見）

本項目については、達成度

136.8％であることだけをもって

Ａと評価するには不十分ではない

か。

＜その他事項＞

特になし。

（２）立替払金

の求償

（２）立替払金の

求償

（２）立替払金の

求償

（２）立替払金の求償

代位取得した

賃金債権につい

て適切な債権管

理及び求償を行

い、破産財団か

らの配当等につ

いて確実な回収

を行うこと。

立替払の実施

に際し、立替払後

の求償について

事業主等に対し

て周知徹底を図

るとともに、破産

事案における確

実な債権の保全、

再建型倒産事案

における弁済の

履行督励及び事

実上の倒産事案

における適時適

切な求償を行う

ことにより、弁済

可能なものにつ

いて最大限確実

な回収を図る。

賃金債権の回

収を図るため、立

替払の求償につ

いて次のような

取組を行う。

適切な債権の保全管理や最大限確実な回収を図るため、機構の業務処理手引（国の債権管理

法に準拠）において定期的に実施する必要のある全ての事業主等に対する立替払金の求償につ

いて、立替払後の求償通知、裁判所への確実な債権届出、事業主に対する債務承認書・弁済計

画書提出督励及び弁済督励等の取組を最大限確実に実施するとともに、全国各地の都道府県弁

護士会による立替払制度の研修会において債権回収への協力を依頼するなどの取組を行った。

ア 事業主等へ

の求償等周知

ア 事業主等への求償

立替払後、事業

主等に対し、債権

の代位取得及び

求償権の行使に

ついて通知する。

事業主に対し、立替払を実施した翌月に、立替払の対象となった事業所（2,187事業所）に延

べ2,344回の求償通知を行った。通知後、宛所不明で返戻された案件（139件）については、変

更後の住所確認を行ったうえで再通知（82件）を行う等可能な限り事業主等への確実な求償に

努めた。

イ 清算型にお

ける確実な債権

保全

イ 清算型における確実な債権保全

破産事案等弁

済が配当等によ

るものについて

は、破産管財人等

と連携を図りな

がら、裁判手続へ

の迅速かつ確実

な参加を行うと

ともに、インター

裁判所への債権届出については、当該賃金債権についての届出状況を破産管財人に確認し、

未届であれば債権届出書、届出済であれば名義変更届出書として届出（485回）を行い、裁判所

の破産手続に確実に参加するとともに、官報検索システムを活用して裁判所における破産手続

の進捗状況を収集した。その結果843事業所から延べ900回の配当を受けた。

破産債権届出及び配当状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

債権届出事業所数 2,303 1,781 1,431 907 485

延べ配当回数 1,392 1,323 1,207 1,044 900

弁済事業所数 1,293 1,202 1,122 1,027 843
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ネット等により

清算・配当情報を

的確に収集する。

を行った。

・全国９か所

の地方裁判

所に赴き、同

制度の運営

状況及び最

近の問題点

について説

明を行うと

ともに、未払

賃金立替払

制度の円滑

な運営に協

力依頼を行

った。（27

年度の参加

者９地裁、裁

判官 11 名、

書 記 官 47

名、計 58 名。

22 年度から

の参加者累

計：最高裁２

回、裁判官２

名、事務職員

３名、計５

名、58地裁、

裁判官 103

名、書記官

292 名、計

395 名）

・大型請求事

案等につい

ては、破産

管財人事務

所や破産会

社等に直接

担当者が出

向き、未払

賃金立替払

請求手続に

関する打合

せや事前調

ウ 再建型にお

ける弁済の履行

督励

ウ 再建型事案における弁済の履行督励

民事再生等の

再建型の事案に

ついては、再生債

務者等から、立替

払の申出があっ

た際に機構への

弁済予定を確認

し、立替払後は、

債務承認書・弁済

計画書の提出を

求め、提出がない

場合には提出督

励を行うととも

に、計画に基づい

た弁済がなされ

ない場合には弁

済督励を行う。

① 求償通知後に債務承認書・弁済計画書の提出状況を確認し、未提出となっている全ての事

業所（18事業所）について、文書等による提出督励（延べ63回）を確実に行った。その結果

９事業所から提出（延べ10回）があった。

債務承認書・弁済計画書の提出督励状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

延べ提出督励回数 268 261 150 85 63

延べ提出回数 141 96 36 8 10

提出事業所数 59 51 25 7 9

② 弁済計画に基づく弁済履行状況の確認を実施し、弁済計画が履行されていない全ての事業

所（24事業所）に対して、弁済督励を確実に（延べ168回）行った。その結果、30件の弁済

がなされた。

弁済督励状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

延べ弁済督励回数 201 191 114 155 168

弁済件数 56 46 32 36 30

エ 事実上の倒

産の適時適切な

求償

エ 事実上の倒産の適時適切な求償

事実上の倒産

の事案（認定事

案）については、

事業主に対する

適時適切な債務

承認書等の提出

督励、弁済の履行

督励を行う。その

際、一定の事案に

ついては、対象と

なる債権の的確

な確認を行った

① 立替払を実施した翌月に、立替払の対象となった事業所（914事業所）に対し、延べ1,853

回の求償通知を行った。事実上の倒産事案においては、求償通知が宛所不明で返戻されるケ

ースがあり、これについては、当該事業所を管轄する労働基準監督署に事業主の住所確認（139

件）を依頼し、変更後の住所が明らかになった事業所（82件）については、再通知を行い可

能な限り事業主への求償通知に努めた。

その結果、235事業所から債務承認書・弁済計画書の提出があり、また、15事業所から弁済

がなされた。
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後、必要な場合に

は現地調査も実

施して、差押え等

による回収も図

る。

求償通知状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

延べ求償通知回数 3,293 2,716 2,439 2,091 1,853

債務承認書等提出事業所数 513 397 317 308 235

弁済事業所数 24 18 15 11 15

② 債務承認書・弁済計画書の提出がなされていない全ての事業所（1，999事業所）に対し、

１か月督促、６か月督促、１年督促、２年・３年督促、時効前督促等事業場の状況に応じて

定期的に提出督励（延べ2,843回）を確実に行った。その結果、167事業所から債務承認書・

弁済計画書の提出があり、10事業所から弁済がなされた。

債務承認書・弁済計画書の提出督励状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

延べ提出督励回数 5,129 4,811 4,161 3,587 2,843

債務承認書等提出事業所数 303 233 239 233 167

弁済事業所数 19 17 22 25 10

③ 弁済計画に基づく弁済履行状況の確認を実施し、弁済計画が履行されていない全ての事業

所（127事業所）に対し、弁済督励（延べ305回）を確実に行った。その結果、36事業所から

債務承認書の提出があり、また、21事業所から弁済がなされた。

弁済督励状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

延べ弁済督励回数 266 282 299 280 305

弁済計画書等提出事業所数 52 36 36 29 36

弁済事業所数 25 14 15 20 21

④ 当該事業所の売掛金等債権について、各所轄の労働基準監督署への照会及び第三債務者へ

の債務調査を実施し、その結果、債権の確認ができた事業所（４事業所）に対して差押命令

申立てを行った。その結果３事業所から回収を行うことができた。

差押命令申立て状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

差押命令申立て事業所数 9 7 3 5 4

回収事業所数（注） 5 7 1 6 3

（注）前年度に差押命令の申立てをしたものを含む。

整 を 行 っ

た。（27年

度訪問実績

14件）

・外部有識者

（弁護士）

を参集した

「未払賃金

立替払事業

に係る不正

請求の防止

及び審査の

迅速化等に

関する検討

会」におい

て、これま

での検討結

果を平成27

年11月に報

告書として

まとめ、日

本弁護士連

合会倒産法

制等検討委

員会との定

期協議にお

ける報告を

経て、日本

弁護士連合

会に提供し

会員サイト

に掲載する

とともに、

各都道府県

弁護士会へ

配布して周

知 を 図 っ

た。

② 代位取得

した賃金債権

について、最

大限確実な求

償を実施し、

平成 27 年度

の累積回収率

（制度発足以

ア～エの取組の結果、平成 27年度の累積回収率は 25.5％となった。
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累積回収率

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

24.3％ 24.9％ 25.2％ 25.4 ％ 25.5％

制度が発足した昭和 51年度以来のすべての立替払額に対する回収額の割合

来のすべての

立替払額に対

する回収額の

割 合 ） は 、

25.5％となっ

た。

・立替払を実

施した翌月

に、立替払の

対象となっ

た事業所に

対して求償

通知を行い、

求償通知後

に宛所不明

で返戻とな

った事業所

へも変更後

の住所確認

のうえ再通

知を行った。

・清算型事案

においては、

裁判所の破

産手続に際

し、破産管財

人に賃金債

権の届出状

況を確認の

うえ、的確な

届出を行い、

破産手続へ

確実に参加

し回収に努

めた。

・再建型事案

等において

は、債務承認

書・弁済計画

書未提出の

全ての事業

（３）情報開示

の充実

（３）情報開示の

充実

（３）情報開示の

充実

（３）情報開示の充実

年度ごとの立

替払額やその回

収金額の情報を

業務実績報告書

等において明ら

かにすること。

年度ごとの立

替払額やその回

収金額の情報を

業務実績報告書

等において明ら

かにする。

年度ごとの立

替払額やその回

収金額の情報を

業務実績報告書

等において明ら

かにする。

年度ごとの立替払額やその回収金額の状況は事業報告書に記載され、当機構のホームページ

において情報公開した。また、立替払実施状況（企業数、支給者数、立替払額等）は厚生労働

省のホームページにおいて（当機構ホームページにもリンク貼り付け）、回収金額は当機構のホ

ームページの決算報告書においても情報を公開している。
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所への提出

督励を定期

的に確実に

行うととも

に、弁済計画

の履行状況

の確認を実

施し、弁済計

画が履行さ

れていない

全ての事業

所に対して

弁済督励を

確実に行い

回収に努め

た。

③ 立替払額

は厚生労働省

のホームペー

ジにおいて、

また、回収金

額は当機構の

ホームページ

の決算報告書

において情報

を公開した。

＜課題と対応＞

－

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１０ 納骨堂の運営業務

業務に関連する政策・施

策

Ⅲ3-2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

社会復帰促進等事業（労働者災害補償保険法第 29 条第１項第２号）

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など）

労働者災害補償保険法第 29 条第１項第２号

労働者健康安全機構法第 12 条第１項第７号

業務方法書第４条第１項第７号

当該項目の重要度、難易

度

重要度：「高」

納骨堂（高尾みころも霊堂）は、日本の産業経済の発展に寄与しながら不幸にして労働災害で亡く

なられた方々の御霊を奉安する日本唯一の施設であり、労働者災害補償保険法の目的の一つである被

災労働者及びその遺族の援護を図るための施設である。

毎年挙行されている産業殉職者合祀慰霊式には、内閣総理大臣などが慰霊の言葉を捧げる等してお

り、また、同式典は、「第 12 次労働災害防止計画」（平成 25 年２月 25 日厚生労働大臣策定）の重点施

策（３）の「社会、企業、労働者の安全・健康に対する意識改革の促進」を具体化するものであり、

経営トップ等が参列し遺族の前で誓うことは、経営トップが自ら所属組織の意識の高揚を図る上で重

要であるため。

関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標 （参考）
前中期目標期
間平均値等

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

遺族等の満

足度調査

（計画値）

慰霊の場として

ふさわしいとの

評価を９０％以

上得る

－ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 90.0％ 予算額（千円） － －

遺族等の満

足度調査

（実績値）

－ 91.8％ 94.5％ 95.0％ ％ ％ ％ 決算額（千円） － －

達成度 － － 105.0％ 105.6％ ％ ％ ％ 経常費用（千円） － －

経常利益（千円） － －

行政サービス

実施コスト（千円）

－ －

従事人員数（人） － －

注）独立行政法人会計基準の改定等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討中

であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

Ⅳ 労働者の福

祉に係る業務と

して取り組むべ

き事項

Ⅳ 労働者の福

祉に係る業務と

して取り組むべ

き事項

Ⅳ 労働者の福

祉に係る業務と

して取り組むべ

き事項

＜主な定量的指

標＞

○相談窓口の

対応及び環境

美化を含む「満

足度調査」の結

果、遺族等から

慰霊の場とし

てふさわしい

と の 評 価 を

90％以上得て

いるか。

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○納骨堂の運

営業務につい

て、適正かつ効

率的な運営が

図られている

か。

○満足度調査

において提出

された意見を

検討し、業務の

改善に反映さ

れているか。

○相談窓口の

対応及び植栽

による環境美

化を含む「満足

度調査」の結

果、遺族等から

慰霊の場とし

てふさわしい

Ⅳ 労働者の福祉に係る業務として取り組むべき事項 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

（１）産業殉職者

合祀慰霊式参

列者、日々の参

拝者に対して

実施する満足

度調査で、遺族

等の 95.0％か

ら慰霊の場に

ふさわしいと

の評価を得た。

・納骨堂の運営

業 務 に つ い

て、適正かつ

効率的な運営

を図るため、

満足度調査に

基づく参拝者

からの要望等

について検討

会を４回開催

・納骨等に関す

る遺族からの

相談に対応す

るとともに、

植栽等による

環境整備

（２）産業殉職者

遺族、労働局及

び労働基準監

督署、労働災害

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目標

の所期の目標を達成していると評

価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

適正かつ効率的な運営を図るた

め、満足度調査に基づく参拝者か

らの要望等について検討会を 4 回

開催し、継続的に業務改善を図っ

ている。、平成 27 年度は、10 月 8

日に行われた産業殉職者合祀慰霊

式において、式場入場時の負担を

軽減するための式場座席の全席指

定化や、遺族休憩所前に専用の食

事場所を設置する取組を新たに行

っている。

その結果、慰霊式における満足

度調査では95.1％の遺族から慰霊

の場にふさわしいとの評価を得て

おり、日々の参拝者からの評価を

含めても95.0％と高い評価を得て

いる。

また、平成 27 年 4 月 16 日には

天皇皇后両陛下が、日本の経済発

展を支える中で産業災害により亡

くなられた方々を慰霊されるため

行幸啓されている。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

特になし。

２ 納骨堂の運

営業務

２ 納骨堂の運

営業務

２ 納骨堂の運

営業務

２ 納骨堂の運営業務

産業災害殉職

者の慰霊の場に

ふさわしい環境

整備を行い、遺

族等から慰霊の

場としてふさわ

しいとの評価を

毎年９０％以上

得ること。

毎年、産業殉職

者合祀慰霊式を

開催するほか、遺

族への納骨等に

関する相談の実

施及び環境美化

を行う。

産業殉職者合

祀慰霊式を挙行

するほか、遺族か

らの遺骨（遺品）

収蔵等に関する

相談、霊堂の環境

整備に取り組む。

（１）平成27年４月16日、天皇皇后両陛下が、日本の経済発展を支える中で産業災害により亡く

なられた方々を慰霊されるため、行幸啓された。

両陛下は、理事長の先導にて霊堂の最上階（11階）にある拝殿に向かわれ、白菊の花をご

供花になり拝礼された。その際、霊堂10階展望室にて理事長から両陛下へ高尾みころも霊堂

の概要及び労働災害の現状について御説明申し上げた。

また、平成27年10月８日、天皇皇后両陛下の行幸啓を記念するとともに、安心して健康に

働くことができる社会を築き、労働災害の根絶に向けての誓いを新たにするため、慰霊式に

先立ち、記念樹（ハナモモ）の植樹式を行った。

（２）平成27年10月８日、産業殉職者の御遺族及び関係団体代表等736人の参列により産業殉職

者合祀慰霊式を開催した。

産業殉職者合祀慰霊式では満足度調査結果を踏まえ、新たに下記の取組について実施し

た。

・式場入場時の負担を軽減するため、式場の座席を全席指定にした。

・参列者が昼食を取る場所を確保するため、遺族休憩所前に専用の食事場所を設置した。

また、従前より好評であった高尾駅と霊堂間の送迎バス（平成21年度～）及び管理事務所

と霊堂間の坂道に対するキャリーカートの運行（平成22年度～）、式場内へのＴＶモニター

の設置（平成23年度～）、簡易トイレの洋式化（平成25年度～）も行った。

（３）納骨等に関する遺族からの相談に対応するとともに、植栽等による環境整備に努めた。

また、産業殉職

者合祀慰霊式の

参列者及び日々

の参拝者に満足

度調査を実施し、

慰霊の場として

ふさわしいとの

評 価 を 毎 年 ９

０％以上得ると

ともに、その結果

また、産業殉職

者合祀慰霊式の

参列者及び日々

の参拝者に満足

度調査を実施し、

慰霊の場にふさ

わしいとの評価

を９０％以上得

るとともに調査

の結果を業務の

（４）納骨堂の運営業務について、適正かつ効率的な運営を図るため、満足度調査に基づく日々

の参拝者からの要望等について検討会を４回開催し、接遇及び環境整備等の改善に努めた。

（５）産業殉職者合祀慰霊式の参列者及び日々の参拝者に対して実施した満足度調査では、遺族

等の95.0％（内訳：慰霊式95.1％、日々の参拝者94.1％）から慰霊の場にふさわしい（総合

的に満足など）との評価を得た。

慰霊の場としてふさわしいとする評価の割合

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

92.8％ 91.4％ 91.1％ 94.5％ 95.0％
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を業務内容の改

善に反映する。

改善に反映する。 と の 評 価 が

90％以上得ら

れたか。

○産業殉職者慰

霊事業につい

て、ホームペー

ジ及びパンフレ

ットを活用し周

知に努めたか。

防止協会に対

して、パンフレ

ットを送付し

て納骨堂の紹

介を行うとと

もに、ＨＰへの

掲載を行い事

業周知に努め

た。

＜課題と対応＞

－

＜その他事項＞

特になし。

さらに、産業殉

職者慰霊事業に

ついて、ホームペ

ージ及びパンフ

レットを活用し

周知に努める。

（６）平成27年１月から平成28年１月までに遺族（補償）給付が決定した産業殉職者遺族（3,667

部）、47労働局及び326労働基準監督署（7,930部）、労働災害防止協会５団体（8,500部）

に対して、パンフレットを送付して納骨堂の紹介を行うとともに、天皇皇后両陛下行幸啓、

産業殉職者合祀慰霊式及び行幸啓記念植樹式の様子についてホームページへの掲載を行い

事業周知に努めた。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

２－１ 業務運営の効率化に関する事項

当該項目の重要度、難易

度

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８，０４５９

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 （参考）

前中期目標期間最

終年度値

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報）

当該年度までの累積値、平均値等、目

標に応じた必要な情報

一般管理費（百万

円）（計画値）

中期目標期間の最終年度にお

いて、平成２６年度に比して１

２％程度節減

－ － － －

一般管理費（百万

円）（実績値）

－ 16,212 16,656 16,132 法人統合に係る特殊要因を除いた実績値を

計上

上記削減率（％） － － － 3.1％ ％ ％ ％ －

達成度 － － － 100.3％ ％ ％ ％ －

事業費（労災病院、

医療リハビリテーシ

ョンセンター及び総

合せき損センターを

除く。）（百万円）

（計画値）

中期目標期間の最終年度にお

いて、平成２６年度に比して

４％程度節減

－ － － －

事業費（労災病院、

医療リハビリテーシ

ョンセンター及び総

合せき損センターを

除く。）（百万円）

（実績値）

－ 2,711 2,118 2,077 法人統合に係る特殊要因を除いた実績値を

計上

上記削減率（％） － － － 2.0％ ％ ％ ％ －

達成度 － － － 200％ ％ ％ ％ －

注）削減対象となる一般管理費は、決算報告書の一般管理費のうち、退職手当を除いた金額である。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

第３ 業務運営

の効率化に関す

る事項

第２ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置

第２ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置

＜主な定量的

指標＞

○一般管理費

（退職手当を

除く。）につい

ては、中期目標

期間の最終年

度において、平

成 26 年度の相

当経費に比べ

て 12％程度節

減すること。

○事業費（労災

病院、医療リハ

ビリテーショ

ンセンター及

び総合せき損

センターを除

く。）について

は、中期目標期

間の最終年度

において、平成

26 年度の相当

経費に比べて

４％程度節減

すること。

○医療リハビ

リテーション

センター及び

総合せき損セ

ンターの運営

費交付金割合

については、労

災リハビリテ

ーション工学

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

（１）機構の組

織・運営体制の

見直しにおい

ては、①効率化

を図る観点か

ら産業保健総

合支援センタ

ーの源泉徴収

事務の統一化

等により管理

課長を２名削

減した。②人

事・給与制度の

見直しについ

て、役員給与

は、業績及び法

人の業績を総

合的に勘案し、

勤勉手当の引

き上げは行わ

ず 、 現 状 の

77.5/100 とし

た。職員給与

は、平成 22 年

７月１日から

平均2.5％の俸

給月額の引下

げとなる給与

改定（最大５％

の引下げによ

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目標

の所期の目標を達成していると評

価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

業務の効率的な運営を図る観点

から、産業保健総合支援センター

の会計業務の集約や、財務会計シ

ステムの改修等により業務の効率

化を図り、さらに、専門スタッフ

への委嘱事務等の簡素化や、謝金

等の源泉徴収事務の統一化によ

り、産業保健総合支援センターの

管理課長を 2 名削減する等効率化

を図っている。

また、業務運営の効率化による

経費節減については、一般管理費、

事業費ともに、目標の削減率（平

成 26 年度比 3％減、1％減）を超

える削減を達成（平成 26 年度比

3.1％減、2％減）している。

一方、医療リハビリテーション

センター及び総合せき損センター

の運営費交付金割合（2.2％）につ

いては、医療リハビリテーション

センターにおいて医師の退職、欠

員等による収入の減少により、平

成 20 年度の運営費交付金割合

（0.6％）を超えた。

「調達等合理化計画」に基づく

取り組みについて、平成 27 年度の

１ 機構の組

織・運営体制の

見直し

１ 機 構 の 組

織・運営体制の

見直し

１ 機 構 の 組

織・運営体制の

見直し

１ 機構の組織・運営体制の見直し

業務の効率的

な運営を図る観

点から、管理業

務を本部等へ集

約化するなど

し、法人全体と

して管理部門を

スリム化するこ

とについて検討

すること。

業務の効率的

な運営を図る観

点から、管理業

務を本部等へ集

約 化 す る な ど

し、法人全体と

して管理部門を

スリム化するこ

とについて検討

する。

業務の効率的

な運営を図る観

点から、以下の

とおり管理業務

を本部等へ集約

化 す る と と も

に、法人全体と

して管理部門を

スリム化するこ

とについて検討

する。

○業務の効率的な運営

・産業保健三事

業の一元化によ

り、既に集約化

を図ったところ

であるが、引き

続き管理部門の

効率化を図る。

平成 26 年４月からの産業保健三事業の一元化に合わせて、全国の産業保健総合支援センターの会

計業務を８か所の産業保健総合支援センター（ブロックセンター）に集約して行っているところであ

るが、登録産業医など専門スタッフへの委嘱事務等の簡素化や、謝金等の源泉徴収事務手続きの統一

化により効率化を図り、平成 27 年度から産業保健総合支援センター（ブロックセンター）の管理課長

を２名削減した。

・本部において

各施設の保有資

金の状況を常に

把握できるよう

にするなど、更

なる資金管理業

務の効率化に努

める。

本部において改修した財務会計システムを活用し、各施設の運転資金等に関する確認、助言等を行

うことにより、資金管理業務の効率化に努めた。
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センター廃止

に伴う業務移

管によるもの

を除き、平成 20

年度の割合を

超えないもの

とすること。

＜その他の指

標＞

なし

＜評価の視点

＞

○一般管理費

（退職手当を

除く）及び事業

費（労災病院、

医療リハビリ

テーションセ

ンター及び総

合せき損セン

ターを除く。）

の効率化につ

いて、中期目標

を達成するこ

とが可能な程

度（平成 26 年

度に比して一

般管理費につ

いては毎年度

３ ％ 程

度削減、事業費

については毎

年度１％程度

削減）に推移し

ているか。

る給与カーブ

のフラット化）

を実施した結

果、平成 27 年

度の平均俸給

額は前年度よ

り更に0.4％減

となった。③法

人統合に当た

って厚生労働

省等とＷＧ等

の検討を重ね、

特に統合メリ

ットを発揮さ

せるために、研

究所の労働災

害防止に係る

基礎・応用研究

機能と労災病

院が持つ臨床

研究機能との

一体化に向け

て研究・試験全

体の企画、実施

及び普及につ

いて調整を行

う研究試験企

画調整部を新

本部に設置す

ることとした。

（２）一般管理費、

事業費の効率

化においては、

①一般管理費

（退職手当を

除く。）につい

て、平成 26 年

度に比べ 523

百万円節減（対

契約状況は総契約件数 2,285 件

（昨年度 2,191 件）、総契約金額

834.5 億円（昨年度 714.8 億円）

であり、そのうち競争性のある契

約については、件数 1,986 件

（ 86.9％）、金額 798.7 億円

（95.7％）となっており、昨年度

（件数 85.7%、金額 93.7％）に比

べ割合が増加し、また、一者応札・

応募の改善に重点的に取り組んだ

結果、前年度件数割合の 35.8％か

ら 34.3％と改善しており、契約の

適正化については、「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実施

していると評価できる。

また、入札、契約の適正な実施

については、監事及び監査法人に

よる監査のほか、契約監視委員会

を 4 回開催し、随意契約の割合や

一者応札・一者応募割合の推移を

報告するとともに、個別契約につ

いて点検を行い、それを踏まえた

見直しを行っている。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

特になし。

＜その他事項＞

特になし。

・平成 26事業年

度分から作成、

公表する個別病

院単位の財務関

係 書 類 に つ い

て、本部におい

てより効率的な

作成を目指す。

病院会計準則に則った個別病院単位の財務関係書類の作成については、独立行政法人会計基準に基

づく既存のデータを活用し、極力自動化することにより、本部及び施設間における作業の効率化を図

った。平成 26事業年度分については独立行政法人会計基準に基づく財務諸表に係る厚生労働大臣承認

後の翌日には、ホームページにおいて公表を行った。

・各施設で開催

するよりも効果

的かつ効率的で

あることから、

本部主催の集合

研修等を更に推

進する。

平成 27 年度は、本部集合研修を効果的かつ効率的に更に推進するために、看護職・医療職研修につ

いてグループディスカッション及び事例発表等を主とするカリキュラム内容への見直しを図るととも

に、研修期間の短縮等を実施した(新人看護職教育担当者研修 ４日→３日、認定看護師研修 ３日→

２日、管理者研修Ⅲ ４日→３日、医療職研修 年２回→年１回)。また、管理職を対象として、業務

活動に関わる法令等の遵守(コンプライアンス)のプログラムを新設することで、情報漏えい防止の観

点から情報セキュリティーの重要性について習得させることで、機構の社会的信頼の維持、向上を図

った。その結果、職員研修の有益度は平成 27 年度平均で計画値 80%のところ 88%と高い達成度となっ

た。

・国立病院機構

等との医療機器

等の共同購入を

推進し、当該契

約業務を本部へ

集約化する。

平成 27 年度は、高額医療機器について、国立病院機構との共同入札に新たに地域医療機能推進機

構（以下「ＪＣＨＯ」という。）も加えて３法人で実施することにより、更なるスケールメリットの増

大を図るとともに、医薬品についても、国立病院機構との共同購入の継続実施に当たり対象品目を拡

大し、更なる支出削減と当該契約業務の本部への集約による事務手続の軽減を図った。

また、役員の

業績、職員の勤

務成績、法人の

事業実績、社会

一般の情勢等を

反映した人事・

給与制度の見直

しを進めるこ

と。

また、役員の

業績、職員の勤

務成績、法人の

事業実績、社会

一般の情勢等を

反映した人事・

給与制度の見直

し を 進 め る こ

と。

また、役職員

の人事・給与制

度については、

医療の質や医療

安全、労災医療

等をはじめとし

た救急医療等の

推進のための人

材の確保に考慮

しつつ、機構の

事業実績、社会

情勢等を勘案し

た見直しを検討

する。

○役職員の人事・給与制度

・役員報酬について、国は12月に支給される指定職の勤勉手当の支給割合を85/100月分から90/100

月分へ引き上げ、年間 175/100 月分としたが、当機構においては勤勉手当の引き上げを行わず、

年間 155/100 月分とした。

・職員給与については、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、年功的要素の是正を含めた俸給表の

見直しを行い、平成 22 年７月１日から平均 2.5％の俸給月額の引下げとなる給与改定（最大５％

の引下げによる給与カーブのフラット化）を実施した結果、平成 27 年度の平均俸給額は平成 26

年度よりさらに 0.4％減となり、今後もこの効果が反映されるところである。

・職員期末勤勉手当については、国は、平成 27 年の人事院勧告において年間賞与支給月数を民間

の賞与支給実績を踏まえた 4.20 月としたが、当機構においては人事院勧告に基づく社会一般情

勢及び当機構の事業実績等を勘案し、4.10 月の支給としている。更に期末・勤勉手当に係る管理

職加算割合についても 25％の対象者を 10％、12％の対象者を４％とそれぞれ削減措置を実施し

た。
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○医療リハビ

リテーション

センター及び

総合せき損セ

ンターの運営

費交付金の割

合 に つ い て

は、労災リハ

ビリテーショ

ン工学センタ

ー廃止に伴う

業務移管によ

る も の を 除

き、中期目標

の水準を維持

するために必

要な取組が行

わ れ て い る

か。

○運営費交付

金を充当して

行う事業（医

療リハビリテ

ーションセン

ター及び総合

せき損センタ

ー運営業務を

除く。）に係

る予算・収支

計画及び資金

計画が作成・

執行され、各

費目に関して

計画と実績の

差異がある場

合には、その

発生理由が明

らかになって

おり、合理的

なものである

か。

○運営費交付

26 年 度 比

△3.1％）した。

②事業費につ

いて、平成 26

年度に比べ 42

百万円節減（対

26 年 度 比

△2.0％）した。

③医療リハビ

リテーション

センター及び

総合せき損セ

ンターの運営

について、平成

20 年度運営費

交 付 金 割 合

0.6 ％ か ら

2.2％となり、

1.6ポイント超

過となった。④

給与水準の検

証・公表につい

て、「独立行政

法人労働者健

康福祉機構の

役 職 員 の 報

酬・給与等につ

いて」を作成の

上、ホームペー

ジに公表して

いる。⑤調達等

合理化計画を

策定し、一般競

争入札等を原

則とした、適切

な調達手続の

実現に取り組

さらに、研究

所との統合後に

おいて統合メリ

ットが発揮でき

るよう組織体制

の在り方につい

て検討するこ

と。

さらに、研究

所との統合後に

おいて統合メリ

ットが発揮でき

るよう組織体制

の在り方につい

て検討する。

さらに、研究

所との統合後に

おいて統合メリ

ットが発揮でき

るよう組織体制

の在り方につい

て、引き続き検

討を行う。

○研究所との統合

法人統合に当たっては厚生労働省、研究所等関係団体と組織・人員、予算・設備、研究等多岐にわ

たる課題の検討を行い、特に統合メリットを発揮させるために、研究所の労働災害防止に係る基礎・

応用研究機能と労災病院が持つ臨床研究機能との一体化に向けて研究・試験全体の企画、実施及び普

及について調整を行う研究試験企画調整部を本部に設置することとした。

２ 一般管理

費、事業費等の

効率化

２ 一 般 管 理

費、事業費等の

効率化

２ 一 般 管 理

費、事業費等の

効率化

２ 一般管理費、事業費等の効率化

（１）業務運営

の効率化による

経費節減

（１）業務運営

の効率化による

経費節減

（１）業務運営

の効率化による

経費節減

（１）業務運営の効率化による経費節減

中期目標期間

の最終年度にお

いて、平成２６

年度に比し、一

般管理費（退職

手当を除く。）に

ついては１２％

程度、また、事

業費（労災病院、

医療リハビリテ

ーションセンタ

ー、総合せき損

センター、を除

く。）については

４％程度節減す

ること。

一 般 管 理 費

（退職手当を除

く。）について

は、施設管理費

等 の 節 減 を 図

り、中期目標期

間の最終年度に

おいて、平成２

６年度に比して

１２％程度の額

を節減する。

ア 一 般 管 理

費、事業費の削

減

ア 一般管理費、事業費の削減

① 一般管理費（退職手当を除く。）については、平成28年4月1日からの新法人労働者健康安全機

構発足に伴う法人統合準備に係る経費（財務会計システム等改修及び法人名称変更に伴う諸経費

（ドメイン変更、ホームページ改修、掲示変更等））（以下、「特殊要因」という。）178百万

円を除いて、平成26年度に比べて523百万円節減（対26年度比△3.1％）した。主な取組は以下の

とおりである。

（ア）人件費の抑制

事務部門の職員数の減等により平成26年度に比べ46百万円節減した。

（イ）燃料費、光熱水費の節減

ボイラー等稼働時間の短縮等により平成26年度に比べ58百万円節減した。

（ウ）印刷製本費の節減

印刷物の見直し及び価格交渉の契約努力等により平成26年度に比べ10百万円節減した。

（エ）雑役務費、業務委託費の節減

業務や仕様の見直し、更なる競争性のある契約の推進等により平成26年度に比べ337百万円節減

した。

一般管理費の節減額及び節減率（対 26 年度比）

26年度 27年度

節減額（百万円） － △523

節減率 － △3.1％

一 般 管 理 費

（退職手当を除

く。）について

は、業務の効率

化、一般競争入

札の積極的な実

施及び節電・節

水 に よ る 省 資

源・省エネルギ

ーなど日常的な

経費削減等に努

める。
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また、事業費（労

災病院、医療リ

ハビリテーショ

ンセンター、総

合せき損センタ

ーを除く。）に

ついては、物品

調達コストの縮

減、在庫管理の

徹底、業務委託

契約・保守契約

の見直し等によ

り、中期目標期

間の最終年度に

おいて、平成２

６ 年 度 に 比 し

て、４％程度の

額を節減する。

また、事業費

（労災病院・医

療リハビリテー

ションセンター

及び総合せき損

セ ン タ ー を 除

く。）について

は、業務の効率

化、一般競争入

札の積極的な実

施及び仕様の見

直し等による業

務委託費、保守

料、賃借料の節

減に努める。

金債務（運営費

交付金の未執

行）と業務運営

との関係につ

いての分析を

行った上で、当

該業務に係る

実績評価が適

切に行われて

いるか。（政・

独委評価の視

点）

○運営費交付

金については

収益化基準に

したがって適

正に執行され

ているか。

○国家公務員

と比べて給与

水準の高い法

人 に つ い て

（特に給与水

準が対国家公

務員指数100

を 上 回 る 場

合）、以下の

ような観点か

ら厳格なチェ

ックが行われ

ているか。

ア 給与水準

の高い理由

及び講ずる

措置（法人の

設定する目

標水準を含

む）について

の法人の説

明が、国民に

対して納得

が得られる

② 事業費（労災病院、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターを除く。）につ

いては、特殊要因23百万円を除いて、平成26年度に比べて42百万円節減（対26年度比△2.0％）

した。主な取組は以下のとおりである。

（ア）事業見直しによる節減

労災リハビリテーション長野作業所廃止により平成26年度に比べ６百万円節減した。

（イ）燃料費・光熱水費の節減

ボイラー等稼働時間の短縮等により平成26年度に比べ13百万円節減した。

（ウ）印刷製本費

印刷物の見直し及び価格交渉の契約努力等により平成26年度に比べ３百万円節減した。

（エ）業務委託費

業務や仕様の見直し、更なる競争性のある契約の推進等により平成 26 年度に比べ 16 百万円節減

した。

事業費の節減額及び節減率（対 26 年度比）

26年度 27年度

節減額（百万円） － △42

節減率 － △2.0％

んだ。⑥「調達

等合理化計画」

の目標を達成

するために、契

約監視委員会

における指摘

事項の周知徹

底等により改

善の取組を進

めた。⑦一般競

争入札等によ

り行う契約に

おいて、競争

性、公平性の確

保を図るため、

公告期間や履

行期間、資格要

件等の改善に

努めた。

（３）保有資産の

有効な活用方

法について、前

年度に決定し

た具体的な利

用計画及び処

分計画に基づ

き、利用する土

地については

工事等を、処分

する土地につ

いては売却に

係る作業を進

めた。

＜課題と対応＞

－

また、医療リ

ハビリテーショ

ンセンター及び

総合せき損セン

ター運営業務に

ついては、費用

節減に努め、そ

の費用に占める

運営費交付金の

割合は、労災リ

ハビリテーショ

ン工学センター

廃止に伴う業務

移管によるもの

を除き、平成２

０年度の水準を

超えないものと

すること。

また、医療リ

ハビリテーショ

ンセンター及び

総合せき損セン

ターの運営費交

付金割合につい

ては、物品調達

コストの縮減、

在 庫 管 理 の 徹

底、業務委託契

約・保守契約の

見 直 し 等 に よ

り、労災リハビ

リテーション工

学センター廃止

に伴う業務移管

によるものを除

き、平成２０年

度の割合を超え

ないものとしつ

つ、医療水準の

向上を図る。

イ 医療リハビ

リテーションセ

ンター及び総合

せき損センター

の運営

イ 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営

医療リハビリ

テーションセン

ター及び総合せ

き損センターに

ついては、診療

収入をはじめと

する自己収入の

確保、契約努力

による物品調達

コストの縮減、

在 庫 管 理 の 徹

底、業務委託及

び保守契約の見

直し等により、

運営費交付金の

割合について、

収入については、医師確保のための大学医局等への要請や医師等による積極的な他医療機関の訪

問による患者確保等により診療収入等の確保に努めたが、医療リハビリテーションセンターにおいて

常勤医師の退職（１名）及び欠員（２名）等により入外患者数が減少し、収入が減少した。

一方、支出については、後発医薬品の採用拡大、仕様の見直しによる業務委託費及び保守料の節

減、価格照会及びベンチマーク資料に基づく価格交渉による医療材料費の節減及び院内ラウンドによ

る職員の節減意識の向上に伴う燃料費・光熱水費の節減等の支出削減に努めたが収入の減少を補うま

でには至らず、結果として、平成20年度運営費交付金割合0.6％から2.2％となり、1.6ポイントの超

過となった。

なお、医療リハビリテーションセンターにおける最優先課題である医師確保については、吉備中

央町長と大学医局等への積極的な働きかけに取り組んだ結果、平成28年度からは常勤医師１名の確保

に結びついたところである。現在も、更なる医師確保に向けた取り組みを継続している。

また、医療水準の維持や老朽化した機器等の計画的更新を考慮しつつ、収入確保はもとより、医

療材料ベンチマークシステムを用いた価格交渉や業務委託費等の更なる見直し等で支出削減を図り、

運営費交付金割合の維持に努める。

費用に対する運営費交付金の割合

26年度 27年度

運営費交付金率 0.9% 2.2%
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労災リハビリテ

ーション工学セ

ンター廃止に伴

う業務移管によ

るものを除き、

平成 20年度の割

合を超えないも

のとしつつ、医

療水準の向上を

図る。

ものとなっ

ているか。

イ 法人の給

与水準自体

が社会的な

理解が得ら

れる水準と

なっている

か。

ウ 国の財政

支出割合の

大きい法人

及び累積欠

損金のある

法人につい

て、国の財政

支出規模や

累積欠損の

状況を踏ま

えた給与水

準の適切性

に関する法

人の検証状

況がチェッ

クされてい

るか。（政・

独委評価の

視点）

エ 国と異な

る、又は法

人独自の諸

手当は適切

であるか。

○法人の福利

厚生費につい

て、法人の事

務・事業の公

共性、業務運

営の効率性及

び国民の信頼

確保の観点か

ら、以下のよ

うな必要な見

直しが行われ

ているか。

ア レクリエ

ーション経

なお、毎年の

運営費交付金額

の算定について

は、運営費交付

金債務残高の発

生状況にも留意

した上で、厳格

に行うこと。

なお、毎年の

運営費交付金額

の算定について

は、運営費交付

金債務残高の発

生状況にも留意

した上で、厳格

に行うものとす

る。

運営費交付金を充当して行う事業に係る予算と実績の差異については、一般管理費及び事業費に

おいて効率化を図り経費削減に努めたことなどによるものであり、その発生理由は合理的なものであ

る。

また、運営費交付金債務については、将来、目的積立金を計上できるよう看護専門学校事業及び

治療就労両立支援センター事業は独立行政法人会計基準第81の〈注60〉の２（２）に規定する期間

進行基準を採用し、その他の運営費交付金の交付をもって行う事業は独立行政法人会計基準第81の

〈注60〉の２（３）に規定する費用進行基準を採用し、それぞれ適正に執行している。平成28年度

からは、自立的なマネジメントの実現のため、独立行政法人会計基準第81の２に規定する業務達成

基準を適用することとしている。

（２）適正な給

与水準の検証・

公表

（２）適正な給

与水準の検証・

公表

（２）適正な給

与水準の検証・

公表

（２）適正な給与水準の検証・公表

人件費につい

ては、医療本来

の責務である医

療の質や安全の

確保、経営基盤

の強化のための

適正な診療体制

の確保及び勤労

者医療の推進と

いう組織本来の

使命を果たす必

要があることか

ら、医師等の給

与水準及び確保

状況を特に考慮

した上で、国家

公務員の給与水

準も十分考慮

給与水準につ

いては、医療本

来の責務である

医療の質や安全

の確保、経営基

盤の強化のため

の適正な診療体

制の確保及び勤

労者医療の推進

という組織本来

の使命を果たす

必要があること

から、医師等の

給与水準及び確

保状況を特に考

慮した上で、適

正な給与水準の

あり方について

医療本来の責

務である医療の

質 や 安 全 の 確

保、経営基盤の

強化のための適

正な診療体制の

確保及び勤労者

医療の推進とい

う組織本来の使

命を果たす必要

が あ る こ と か

ら、医師等の給

与水準及び確保

状況を特に考慮

した上で、平成

26 年度における

状況について、

以下の観点を踏

・職員給与については、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、年功的要素の是正を含めた俸給表の見

直しを行い、平成22年７月１日から平均2.5％の俸給月額の引下げとなる給与改定（最大５％の引

下げによる給与カーブのフラット化）を実施した結果、平成27年度の平均俸給額は平成26年度より

さらに0.4％減となり、この効果が反映されるところである。

・職員期末勤勉手当については、国は、平成27年の人事院勧告において年間賞与支給月数を民間の賞

与支給実績を踏まえた4.20月としたが、当機構においては人事院勧告に基づく社会一般情勢及び当

機構の事業実績等を勘案し、4.10月の支給としている。更に期末・勤勉手当に係る管理職加算割合

についても25％の対象者を10％、12％の対象者を４％とそれぞれ削減措置を実施した。

・当機構の平成 26 年の給与水準の検証・公表については、総務省から示されている「独立行政法人の

役員の報酬及び職員の給与の公表方法等について（ガイドライン）」に基づき検証内容を掲載した

資料「独立行政法人労働者健康福祉機構の役職員の報酬・給与等について」を作成の上、平成 27

年６月 30日よりホームページに公表している。

また、給与水準について、以下のとおりチェックを行った。

① 職種別対国家公務員指数は以下のとおりであった。

病院医師（対国家公務員指数103.6）

現在の給与水準は対国家公務員指数が100を上回っている。

なお、平成26年度対国家公務員指数（103.2）と比較して0.4増となった。
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し、国民の理解

と納得が得られ

るよう適正な給

与水準のあり方

について今後も

必要な検証を行

い、その検証結

果や措置状況に

ついて公表する

こと。

今後も以下のよ

うな観点を踏ま

え検証を行い、

その検証結果や

措置状況につい

て公表する。

ま え 検 証 を 行

い、その検証結

果及び適正化に

向けた取組状況

を公表する。

費以外の福

利厚生費（法

定外福利費）

について、経

済社会情勢

の変化を踏

まえた、事

務・事業の公

共性・効率性

及び国民の

信頼確保の

観点からの

法人の見直

し等の活動

がされてい

るか。（政・

独委評価の

視点）

イ 法定外福

利費の支出

は適切であ

るか。

○ 契 約 方 式

等、契約に係

る規程類につ

いて、整備内

容や運用の適

切性等、必要

な評価が行わ

れているか。

（政・独委評

価の視点）

○契約事務手

続に係る執行

体制や審査体

制について整

備・執行等の適

切性等必要な

評価が行われ

て い る か 。

医師の給与水準について、労災病院の運営に当たっては、医療の質の向上、安全の確保に

ついて十分配慮する必要があり、そのため医師の確保が大きな課題となっている。昨今、社

会問題化している医師不足は、当機構においても例外ではないところであり、その医師の確

保面から、少なくとも現在の医師の給与水準は必要であると考える。今後、医師の確保状況

等を踏まえた上で、適切な給与水準について検討しながら対応していきたいと考える。

病院看護師（対国家公務員指数106.0）

現在の給与水準は対国家公務員指数が100を上回っている。

なお、平成26年度対国家公務員指数（106.0）と比較して同水準となっている。

労災病院の運営に当たっては、医療の質の向上、安全の確保について十分配慮する必要が

あり、そのため、医師と同様に、看護師の確保が大きな課題となっている。看護師の給与水

準については、看護師の確保状況や平成22年度に実施した給与改定の効果等を考慮しつつ、

適切な給与水準の確保に努める必要があると考える。

事務・技術職員（対国家公務員指数98.9）

事務・技術職員の対国家公務員指数は、対平成26年度比較では0.5減となっており、平成27

年度においては100を下回っている。

② 国と異なる、又は法人独自の諸手当（初任給調整手当、特別調整手当、特殊勤務手当、早出勤

務手当及び待機勤務手当）については、以下のとおり適切であると考えている。

○初任給調整手当

医師確保のため、国同様、医師又は歯科医師に対し、支給対象施設の適用区分及び免許取得後

の経過年数に応じて支給する手当。国の最高支給額が 413,300 円であるのに対し、359,900 円と

するなど国の基準以下の手当額を設定しており、適切であると考えている。

○特別調整手当

職務の複雑、困難、勤労の強度、勤務環境等が著しく特殊な職員に対して支給する手当。支給

割合俸給月額の6/100

国は定額制であるのに対し、定率制を設定。実際の支給額は、国とほぼ同じであり、また、国

（俸給の調整額）と異なり退職手当に反映していないことを考慮すると適切であると考えてい

る。

○特殊勤務手当

職務の複雑、困難、勤労の強度、勤務環境等が著しく特殊な職員に対して支給する手当。

（支給対象職員）

・感染症の病原体に汚染されている区域における業務、放射線医療業務等に従事した職員

その従事した日１日につき 290 円

・神経科病棟に勤務した職員

その従事した日１日につき 160 円

・解剖介助業務に従事した職員

その従事した日１日につき 2,200 円 等

病院給与・勤務条件実態調査（全国病院経営管理学会編(2015)）によると一般病院の約６割が

特殊勤務手当を採用しており、社会一般の情勢を考慮すると適切であると考えている。

○早出勤務手当

国には無い手当であるが、業務の必要性から６時までに出勤した職員に勤務１回当たり1,000

円、７時までに出勤した職員に勤務１回当たり800円を支給する手当。

病院給与・勤務条件実態調査（全国病院経営管理学会編(2015)）によると一般病院の約５割が

早出手当を採用しており、社会一般の情勢を考慮すると適切であると考えている。

○待機勤務手当

国は実際に呼び出しを受けた場合に夜間看護等手当を支給するのに対し、当機構では、救急医

ア 国からの財

政 支 出 の 大 き

さ、累積欠損の

存在、類似の業

務を行っている

民間事業者及び

国家公務員の給

与水準等に照ら

し、現状の給与

水準が適切かど

うか十分な説明

ができるか。

ア 国からの財

政 支 出 の 大 き

さ、累積欠損の

存在、類似の業

務を行っている

民間事業者及び

国家公務員の給

与水準等に照ら

し、現状の給与

水準が適切かど

うか十分な説明

ができるか。

イ 給与水準に

ついての説明が

十分に国民の理

解を得られるも

のとなっている

か。

イ 給与水準に

ついての説明が

十分に国民の理

解を得られるも

のとなっている

か。
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（政・独委評価

の視点）

○公正かつ透

明な調達手続

による適切で、

迅速かつ効果

的な調達を実

現する観点か

ら、機構が策定

した「調達等合

理化計画」に基

づく取組を着

実に実施して

いるか。

○個々の契約

について、競争

性・透明性の確

保の観点から、

必要な検証・評

価が行われて

いるか。（政・

独委評価の視

点）

○関連公益法

人との関係に

ついて、透明性

確保に向けた

見直しを行っ

ているか。

○保有資産「独

立行政法人の

事務・事業の見

直しの基本方

針」及び「独立

行政法人の保

有資産の不要

療に対応するために正規の勤務時間以外の時間に待機命令（呼び出し対応のため自宅等に拘束す

るとともに、病院からの照会への対応、自宅等からの電話指示を実施）をかけることとしており、

その職員に支給する手当。

医 師：勤務１回5,800円

看護職又は医療職：勤務１回2,900円

病院給与・勤務条件実態調査（全国病院経営管理学会編(2015)）によると一般病院の約８割が

待機手当を採用しており、社会一般の情勢を考慮すると適切であると考えている。

さらに、法人の事務・事業の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼確保の観点から福利厚生費

について、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の医療健康費用及び労災病院内保育所の設置・

運営に係るライフサポート費用として適切に支出されていることを確認した。

（３）契約の適

正化

（３）契約の適

正化

（３）契約の適

正化

（３）契約の適正化

契約について

は、原則として

一般競争入札等

によるものと

し、以下の取組

により、契約の

適正化を推進す

ること。

契約について

は、原則として

一般競争入札等

に よ る も の と

し、以下の取組

により、契約の

適正化を推進す

る。

契約について

は、公正かつ透

明な調達手続き

による適切で、

迅速かつ効果的

な調達を実現す

る観点から、機

構において策定

した「調達等合

理化計画」に基

づき、一般競争

入札等を原則と

して、以下の取

組を計画水準の

達成に向け推進

していく。

なお、入札に

当たっては、病

院等の提供する

サービスにおけ

る質の維持向上

に配慮しつつ、

経費節減に努め

る。

契約については、平成 27 年５月 25 日総務大臣決定の「独立行政法人における調達等合理化計画

の取り組みの推進について」に基づき、事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正

性・透明性を確保しつつ、自立的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、「調達等合理化計画」

を策定し、一般競争入札等を原則とした、適切な調達手続の実現に取り組んだ。

ア 公正かつ透

明な調達手続き

による適切で、

ア 公正かつ透

明な調達手続き

による適切で、

ア 「調達等合

理化計画」に基

づく取組

ア 「調達等合理化計画」に基づく取組

（１）調達の現状と要因の分析

平成27年度の契約状況は、表１のようになっており、契約件数は2,285件、契約金額は834.5億円
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迅速かつ効果的

な調達を実現す

る観点から、機

構において策定

した「調達等合

理化計画」に基

づく取組を着実

に実施するこ

と。

迅速かつ効果的

な調達を実現す

る観点から、機

構において策定

した「調達等合

理化計画」に基

づく取組を着実

に実施する。

「調達等合理

化計画」に基づ

く取組を着実に

実施するととも

に、その実施状

況をホームペー

ジ に て 公 表 す

る。

認定に係る基

本的視点につ

いて（平成 26

年 9月 2日総務

省 行 政 管 理

局）」に基づき、

保有資産の利

用実態調査に

より必要性及

び処分可否等

について検討

を行っている

のか。

である。また、競争性のある契約は1,986件（86.9％）、798.7億円（95.7％）、競争性のない随意契

約は299件（13.1％）、35.8億円（4.3％）となっている。

競争性のある契約について、前年度と比較して件数が増加した要因は国立病院機構との医薬品共

同調達において、対象品目の拡大や入札エリア細分化等を実施したこと、金額が増加した要因は医

療材料の継続的売買及び物品管理業務の複数年契約の更新時期に当たったこと等である。

競争性のない随意契約については、医療機器等の保守において公募を実施する等により、前年度

と比較して件数△13件（△4.1％）、金額△9.2億円（△20.4％）と改善傾向にある。

表１ 平成 27 年度の労働者健康福祉機構の調達全体像 （単位：件、億円）

平成 26 年度 平成 27 年度 比較増△減

件数 金額 件数 金額 件数 金額

競争

入札

等

（ 70.9％）

1,554

（ 80.7％）

576.8

（ 71.6％）

1,637

（ 77.8％）

649.3

（ 5.3％）

83

（ 12.6％）

72.5

企画

競

争・

公募

（ 14.8％）

325

（ 13.0％）

93.1

（ 15.3％）

349

（17.8％）

149.4

（ 7.4％）

24

（ 60.5％）

56.3

競争

性の

ある

契約

（小

計）

（ 85.7％）

1,879

（ 93.7％）

669.8

（ 86.9％）

1,986

（ 95.7％）

798.7

（ 5.7％）

107

（ 19.2％）

128.9

競争

性の

ない

随意

契約

（ 14.2％）

312

（ 6.3％）

45.0

（ 13.1％）

299

（ 4.3％）

35.8

（△4.2％）

△13

（△20.6％）

△9.2

合

計

（100％）

2,191

（100％）

714.8

（100％）

2,285

（100％）

834.5

（ 4.3％）

94

（ 16.7％）

119.7
（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
（注 2） 比較増△減の（ ）書きは、平成 27 年度の対 26 年度伸率である。

平成27年度の一者応札・応募の状況は、表２のようになっており、契約件数は648件（34.3％）、

契約金額は300.3億円（39.3％）である。

前年度と比較して、件数が増加した要因は病院給食や洗濯業務等、業務委託の複数年契約の更新

時期に当たったこと、金額が増加した要因は医療材料の継続的売買及び物品管理業務の複数年契約

の更新時期に当たったこと等である。

表２ 平成 27 年度の労働者健康福祉機構の一者応札・応募状況 （単位：件、億円）

平成 26 年度 平成 27 年度 比較増△減

２者以上
件数 1,126（ 64.2％） 1,239（ 65.6％） 113（10.0％）

金額 482.1（ 74.8％） 463.6（ 60.7％） △18.5（ △3.8％）
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１者以下
件数 628（ 35.8％） 648（ 34.3％） 20（ 3.2％）

金額 162.3（ 25.2％） 300.3（ 39.3％） 138.0（85.0％）

合 計
件数 1,754（ 100％） 1,887（ 100％） 133（ 7.6％）

金額 644.4（ 100％） 763.9（ 100％） 119.5（18.5％）

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
（注 2） 合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。
（注 3） 比較増△減の（ ）書きは、平成 27年度の対 26年度伸率である。

（２）重点的に取り組む分野

平成27年度の調達等黄合理化計画においては、一者応札・応募の改善に重点的に取り組むことと

し、①入札説明会に参加したものの札入れに至らなかった者等にヒアリングを行い不参加の原因を

究明し、出来るだけその結果を次回以降の調達へ反映させる。②入札に参加してもらえるように声

がけの実施、③仕様策定委員会等による機器仕様の見直し、④入札公告期間や履行期間の十分な確

保の取組を中心に実施することで前年度件数割合（35.8％）以下を目指し改善に取り組んだ。

結果としては、病院給食や洗濯業務等、複数者の応札が難しい委託業務の複数年契約の更新時期

に当たったことにより、件数は前年度より増加したが、件数割合としては、34.3％となり、僅か

（△1.5％）ではあるが前年度より改善した。取組については引続き実施し、契約の競争性、透明

性の確保に努めることとする。

（３）調達に関するガバナンスの徹底

調達に関するガバナンスの徹底としては、新たに随意契約を締結することとなる案件（除く少額

随契）については、事前に当機構内に設置されている「随意契約審査会」において会計規程等にお

ける「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達手続の実施の可否

等の観点から点検を行った。

また、業務マニュアルに沿った事務処理が適切に行われているか、指摘事項等が契約手続に適正

に反映されているかの確認を行い、必要に応じた指導を行うため、各施設への個別業務指導を 5件

以上行うことを目標とし、釧路労災病院、東北労災病院、新潟労災病院、門司メディカルセンター、

総合せき損センターの５施設において実施した。

（４）推進体制等

調達等合理化計画の推進に当たっては、各事項を着実に実施するため、経理担当理事を総括責任

者とする調達等合理化検討会により調達合理化に努めることとし、新たに随意契約を締結すること

となる案件（除く少額随契）については、事前に当機構に設置されている「随意契約審査会」によ

り、「会計規程における随意契約によることが出来る事由」との整合性や、より競争性のある調達

手続の実施の可否等の観点から点検を行った。

また、監事及び外部有識者で構成する「契約監視委員会」を四半期ごとに開催し、個々の契約案

件の事後点検を行い、その審議概要について、随時ホームページに公表した。

さらに、「契約監視委員会」における指摘事項等については、開催の都度、速やかに各施設に通

知するほか、本部主催で開催した「全国会計課長等会議」（平成27年9月4日）、「会計業務打合せ会」

（10月13日～14日）においても周知徹底した。
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イ 一般競争入

札等により契約

を行う場合であ

っても、特に企

画競争や公募を

行う場合には、

競争性、透明性

が十分確保され

る方法により実

施すること。

イ 一般競争入

札等により契約

を行う場合であ

っても、特に企

画競争や公募を

行う場合には、

競争性、透明性

が十分確保され

る方法により実

施する。

イ 競争性、公

平性の確保

イ 競争性、公平性の確保

一般競争入札等により契約を行う場合は、競争性、公平性の確保を図るため、「契約監視委員会」

（年４回開催）において一者応札・応募の改善状況について点検を受け、点検結果や指摘事項等を

開催の都度、各施設に通知し、また本部主催の「全国会計課長会議」等においても周知徹底するこ

とにより、公告期間や、履行期間の十分な確保、資格要件が過度の負担になっていないかの見直し、

仕様書の改善を図ることに努めた。

また、企画競争や総合評価方式の採用に当たっては、入札参加資格者に対して評価基準書を配布

し評価基準を明確にするとともに、同方式により業者選考を行う場合においては、１件の予定価格

が３千万円を超える工事、１千万円を超える設計及び建設コンサルタント業務については、契約担

当部門だけでなく複数の部署の職員により構成された「入札・契約手続運営委員会」において競争

参加資格等の適切性等について調査審議（平成 27 年度９回開催）することにより、競争性、透明

性の確保に努めた。

さらに、プロポーザル方式により設計事務所や建設コンサルタントを選定するに当たっては、よ

り一層透明性を高める視点から、外部有識者を選定委員に加えることとした。

一般競争入札

等により契約を

行う場合は、早

期の入札公告を

実施するととも

に、合理的な理

由なく特定の業

者以外の参入を

妨げる仕様とし

ないなど、競争

性、公平性の確

保を図る。

なお、一者応

札・一者応募の

改善について

は、「調達等合理

化計画」に基づ

く取組を着実に

実施するととも

に、契約監視委

員会において、

その取組状況を

点検する。

また、企画競

争や総合評価方

式を採用して業

者を選考する場

合においても、

競争性、透明性

が十分確保され

るよう契約担当

部門を含めた複

数の部署から選

出した委員によ

る評価委員会を

設置して審査す

るとともに、入

札参加者に対す

る評価基準書を
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配布し、評価基

準 を 明 確 に す

る。

ウ 監事及び

会計監査人に

よる監査、契約

監視委員会に

おいて、入札・

契約の適正な

実施について

徹底的なチェ

ックを受ける

こと。

ウ 監事及び会

計監査人による

監査、契約監視

委 員 会 に お い

て、入札・契約

の適正な実施に

ついて徹底的な

チェックを受け

る。

ウ 契約監視委

員会の審議等

監事及び会計

監査人による監

査、契約監視委

員会の入札・契

約に係る審議に

おいて、適正な

契約に向けた取

組状況について

点検を受ける。

ウ 契約監視委員会の審議等

入札･契約の適正な実施については、監事及び会計監査人による監査のほか、「契約監視委員会」

を平成 27年度４回開催し、機構全体の随意契約割合や一者応札･一者応募割合の推移を報告するとと

もに、個別契約について点検（個々の契約について、随意契約理由の妥当性、最低価格落札方式以外

の方式を採用する場合であっても予定価格積算の適正性や公告期間の妥当性等、その他、規程･マニ

ュアルの運用状況等）を受け、それを踏まえた見直しを行った。

契約の適正化については、「契約監視委員会」の開催毎に、機構全体の随意契約割合や一者応札・

一者応募割合の推移を報告するとともに、個別契約について、随意契約理由が妥当か契約価格の他

の取引事例等に照らし確認、一般競争による場合であっても、真に競争性が確保されているか等、

見直し計画の具体的取組事項に沿った取組がなされているか、点検を実施し、それを踏まえた見直

しを行った。

また、新たに随意契約を締結することとなる案件については、事前に当機構内に設置されている

「随意契約審査会」において会計規程等における「随意契約によることができる事由」との整合性

や、より競争性のある調達手続の実施の可否等の観点から点検を行った。

点検結果については、本部主催の「全国会計課長会議」等において契約監視委員会等の指摘事項

を説明する等、情報の共有に努めるとともに、内部監査や本部契約課による施設への業務指導にお

いても必要な指導を行った。

３ 保有資産の

見直し

３ 保有資産の

見直し

３ 保有資産の

見直し

３ 保有資産の見直し

機構が保有す

る資産について

は、その必要性

を検証し、不要

資産については

早急に処分する

こと。

機構が保有す

る資産について

は、その必要性

を検証し、不要

資産については

早 急 に 処 分す

る。

機構が保有す

る資産について

は、その必要性

を検証し、不要

財産については

早 急 に 処 分 す

る。

① 保有資産の有効な活用方法について、具体的な利用計画及び処分計画に基づき、利用する土地は

工事等を、処分する土地は、順次測量・登記及び不動産鑑定評価を実施し、売却に係る作業を進め

た。

② 保有資産利用実態調査により各労災病院の土地・建物等について把握した上で、処分可能な資産

を選定し、売却に向け不動産鑑定評価の準備を実施した。

③ 平成 27 年９月に廃止した旧労災病院リハビリテーション長野作業所については、土地の測量等を

実施し、平成 28 年１月 25 日付けで国庫納付（現物納付）を完了した。

また、労災病

院の保有資産の

うち、機構成立

後において、独

立行政法人労働

者健康福祉機構

法（平成１４年

法 律 第 １ ７ １

号）附則第７条

また、労災病

院の保有資産の

うち、不要財産

以外の重要な財

産（独立行政法

人通則法第 48

条）の処分によ

り生じた収入に

ついては、医療

④ 不要財産以外の重要な財産の処分により生じた収入（九州労災病院移転後跡地の一部、千葉労災

病院本体敷地の一部、北海道中央労災病院せき損センター本体敷地の一部の売却収入）については

労災病院の増改築費用等へ充当した。
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に基づく資産処

分以外の資産処

分により生じた

収 入 に つ い て

は、医療の提供

を確実に実施す

るため、労災病

院の増改築費用

等への有効活用

に努める。

の提供を確実に

するため、労災

病院の増改築費

用等への有効活

用に努める。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

３－１ 財務内容の改善に関する事項

当該項目の重要度、難易

度

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 （参考）

前中期目標期間最

終年度値

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報）

当該年度までの累積値、平均値等、目

標に応じた必要な情報

正常債権の回収額

（百万円）（計画値）

正常債権の弁済計画に基づい

た年度回収目標額６２百万円

を回収

－ 104 62 －

正常債権の回収額

（百万円）（実績値）

－ 242 179 99 －

達成度 － － 172.1％ 159.7％ ％ ％ ％ －
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

第４ 財務内容

の改善に関する

事項

第３ 予算、収支

計画及び資金計

画

第３ 予算、収支

計画及び資金計

画

＜主な定量的指

標＞

○労働安全衛生

融資について

は、正常債権の

弁済計画に基づ

いた年度回収目

標額 62 百万円

を回収するこ

と。

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○労災病院につ

いては、経営基

盤の確立に向け

て本部の施設運

営支援、経営指

導等が効果的に

行われたか。

○当期総利益

（又は当期総損

失）の発生要因

が明らかにされ

ているか。また、

当期総利益（又

は当期総損失）

の発生要因の分

析を行った上

で、当該要因が

法人の業務運営

第３ 予算、収支計画及び資金計画 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成し

ている。

（１）経営改善に

向けた取組等

については、

①厚生年金基

金制度の見直

し に つ い て

は、代行返上

や新制度への

移行手続きを

着実に進め、

②医師確保対

策 に つ い て

は、医師確保

支援制度の活

用等、医師確

保に努め、③

「経営改善推

進会議」にお

いて、経営状

況悪化病院に

対する「行動

計画書」作成

指示・取組、

関係部室合同

による個別病

院への経営指

導 、 共 同 購

入・共同入札

の実施、医療

材料ベンチマ

ークシステム

評定 C

＜評定に至った理由＞

以下の内容を総合的に勘案し、

評定を「Ｃ」とした。

経営改善の取組として、厚生年

金基金制度の見直しについては手

続を着実に進めるとともに、経営

が悪化している病院に対する経営

改善指導等を実施するなどの取り

組みが行われたことは評価できる

が、医師不足の解消が進まず経常

損益が大幅に悪化した病院がある

など、経常損益が赤字となった病

院は前年度に比べ３カ所増加し、

全体では 32 病院中 24 病院（全体

の 75％）が赤字となり、当期損益

で 78 億円の欠損（平成 27 年度に

計画した解消計画（13億円）は未

達成。）を計上し、繰越欠損金は

579 億円となった。

また、資産の処分については計

画的に進めている一方で、長期間

未処分となっている土地、建物が

売却に至っていない。

労働安全衛生融資については、

一部に繰上償還があったことから

目標額を上回る正常債権を回収し

ている。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

外的要因である国債の金利低下

の影響等により損益改善が進まな

「第２ 業務

運営の効率化に

関する事項」で

定めた事項及び

次の事項に配慮

した中期計画の

予算、収支計画

及び資金計画を

作成し、当該計

画に基づいた運

営を行うこと。

中期目標中「第

１ 業務運営の

効率化に関する

事項」で定めた効

率化目標及び次

の事項を踏まえ

た予算、収支計画

及び資金計画を

作成する。

中期目標中「第

３ 業務運営の

効率化に関する

事項」で定めた効

率化目標及び次

の事項を踏まえ

た予算、収支計画

及び資金計画を

作成する。

１ 経営改善に

向けた取組等

１ 経営改善に

向けた取組等

１ 経営改善に

向けた取組等

１ 経営改善に向けた取組等

平成２８年度

を目途とした繰

越欠損金の解消

に向け、本部主

導の下、厚生年

金基金制度の見

直しに関する法

改正を踏まえ、

国への代行返上

並びに予定利率

及び給付水準の

引下げを含めた

厚生年金基金の

新制度への移行

や、不足する医

師の確保を進め

た上で、以下の

取組を行うとと

もに、更なる収

入確保・支出削

平成２８年度

を目途とした繰

越欠損金の解消

に向け、本部主導

の下、厚生年金基

金制度の見直し

に関する法改正

を踏まえ、国への

代行返上並びに

予定利率及び給

付水準の引下げ

を含めた厚生年

金基金の新制度

への移行や、不足

する医師の確保

を進めた上で、以

下の取組を行う

とともに、更なる

収入確保・支出削

減対策に取り組

平成 28 年度を

目途とした繰越

欠損金の解消に

向け、本部主導の

下、厚生年金基金

と連携を図りつ

つ、平成 29 年４

月の代行返上や

新制度の概要設

計に向けた手続

きを着実に進め

るとともに、不足

する医師の確保

を進めた上で、以

下の取組を行う

とともに、更なる

収入確保・支出削

減対策に取り組

む。

労災病院が地域の公的中核病院としてこれまで以上に地域医療に貢献するとともに勤労者医療

の中核的な役割を果たしていくために、平成 27年度は個別の労災病院ごとに、目指すべき役割や

機能等について評価等を行った上で病床機能区分の見直しを行うとともに平成28年度を目途とし

た繰越欠損金解消に向け、経営状況の悪化を改善し、自己資金による今後の増改築工事と計画的

な機器整備を安定した経営基盤のもとに確実に実施していく必要があることから、中期目標、中

期計画、年度計画の達成に向けて、本部主導の下、次のような様々な取組を実施した。

【本部において取り組んだ事例】

①厚生年金基金制度の見直し

厚生年金基金制度については、繰越欠損金の解消に向け、平成 27年５月以降、厚生年金基金の

新制度移行について、労使間で数次にわたり協議を重ねた結果、一旦厚生年金基金を解散して、

新制度（確定給付企業年金と確定拠出年金の併用）へ移行し、新制度は予定利率を引き下げた上

で、給付水準を維持することで平成 27 年９月に労使合意した。平成 28 年２月の厚生年金基金代

議員会の議決を経て、将来分返上の認可申請を関東信越厚生局に提出（平成 28年４月１日認可）

するなど、平成 29年４月の厚生年金基金の新制度への移行に向けた手続を着実に進めた。

②医師確保対策

医師不足の解消に向け、労災病院間の医師派遣等の医師確保支援制度の活用や専門の外部業者

への依頼等、医師確保に努めた。

③経営改善推進会議

外部の視点を積極的に導入する観点から、経営監を経団連から招聘した上で、「経営改善推進会
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減対策に取り組

むこと。

む。 に問題等がある

ことによるもの

かを検証し、業

務運営に問題等

があることが判

明した場合には

当該問題等を踏

まえた評価が行

われているか。

（政・独委評価

の視点）

○繰越欠損金

が計上されて

いる場合、その

解消計画の妥

当性について

評価されてい

るか。当該計画

が策定されて

いない場合、未

策定の理由の

妥当性につい

て検証が行わ

れているか（既

に過年度にお

いて繰越欠損

金の解消計画

が策定されて

いる場合の、同

計画の見直し

の必要性又は

見直し後の計

画の妥当性に

ついての評価

を含む）。

さらに、当該

計画に従い解消

が進んでいるか

どうかについて

評価が行われて

いるか。（政・

独委評価の視

点）

議」を毎月２回開催し、リアルタイムで各病院の状況について意見交換を行うとともに次の取組

を実施した。

・理事長から各病院長を始めとする全職員へ「収入確保・支出削減」を徹底する通知を発出

・経営状況が特に悪化傾向にある病院に対する個別指導・支援（行動計画の作成・フォローアッ

プ、本部職員による病院長等のヒアリングの実施、収入増加及び支出削減対策についての個別具

体的支援）

・関係部室合同による個別病院への経営指導及びフォローアップ

・病床機能分化への対応策の検討・実施

・診療報酬改定への早期対応のためのシミュレーションの実施

・医療材料ベンチマークシステムの導入（平成 27年 11 月）に基づく契約単価の見直し

・支出削減取組事例を作成し、各病院に適した取組を実施

・共同購入・共同入札の実施

・経営コンサルタント導入の検討・実施

④期末勤勉手当の抑制

職員期末勤勉手当について、国は、年間賞与支給月数を 4.20 月としたが、当機構においては人

事院勧告に基づく社会一般情勢及び当機構の事業実績等を勘案し、4.10 月の支給とした。更に期

末・勤勉手当に係る管理職加算割合についても 25％の対象者を 10％、12％の対象者を４％とそれ

ぞれ削減措置を実施した。

⑤共同購入・共同入札

・国立病院機構・ＪＣＨＯとの高額医療機器に係る共同入札（削減効果 788 百万円）

・労災病院グループにおけるリース調達物件の共同入札（削減効果 173 百万円）

・民間のＧＰＯ（Group Purchasing Organization：共同購買組織）（日赤、済生会等 166 病院が

参加）に参加しての医療消耗品等の共同購入（削減効果 229 百万円）

【本部と病院が共同で取り組んだ事例】

①病院協議

病院長との施設別病院協議において、都道府県が策定した地域医療計画を踏まえ、各病院が目

指すべき役割や機能について協議することを通じて、機器整備等の投資的経費について計画的な

整備を図るとともに、より効率的な医療の提供に努めた。

②コンサルタントの導入

医師の退職が著しく、急激に経営が悪化した病院に対しては、民間の経営コンサルタントを活

用して病院の地域におけるポジショニング等を明確にし、ヒアリングやグループワーク等を通じ

て病院の現状や将来構想を周知するとともに経営改善の必要性を訴えて、職員の意識改革につな

げた。

③医療材料ベンチマークシステムの導入及び外部講師を活用した効果的価格交渉の実施

年々増大する医療諸費の削減に向けて、会計課長会議等において外部講師を招聘し効果的な価

格交渉の進め方について研鑽するとともに、新たに 11月から導入した医療材料ベンチマークシス

テム（全国の医療機関の最新購入価格を比較できるシステム）を活用することにより契約単価の

見直し等を進めた。

④後発医薬品の採用拡大

更なる支出削減を図るため、平成 27 年６月 30 日閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針

導入による契

約単価の見直

し等の取組を

実施し、④病

院協議におい

て、各病院が

目指すべき役

割や機能につ

いて各病院と

協議し、より

効率的な医療

の 提 供 に 努

め、⑤個別病

院単位の財務

関係書類の公

表 に つ い て

は、個別病院

ごとの財務状

態を把握、管

理することが

でき、ガバナ

ンス機能の向

上に努め、⑥

他法人の事例

を参考とした

取り組みにお

いて、国立病

院機構との共

同購入の実施

及び互いの主

催する研修会

へ参加するこ

とにより情報

共有し、スキ

ルアップを図

り、⑦本部事

務所の移転に

おいて、平成

28 年度に移転

することを予

定し工事を開

い不可抗力な点はあるものの、今

後、同法人が果たすべきミッショ

ンを考慮しつつ、徹底した経営改

革・経営改善により、財務内容の

改善を図り、当期損益が赤字にな

らない取組を強く期待する。

（有識者からの意見）

繰越欠損金は平成 28 年度まで

に解消されるものであるが、平成

27年度は繰越欠損金が増えている

ことからＢ評価は難しい。

＜その他事項＞

（有識者からの意見）

労働安全衛生融資貸付債権につ

いて、評価対象となる指標である

かに関わらず、正常債権のほか貸

倒懸念債権、破産更生債権等につ

いても説明資料において広く記載

していただきたい。
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○貸付金、未収

金等の債権に

ついて、回収計

画が策定され

ているか。回収

計画が策定さ

れていない場

合、その理由の

妥当性につい

ての検証が行

われているか。

回収計画の実

施状況につい

ての評価が行

われているか。

評価に際し、

ⅰ）貸倒懸念債

権・破産更生債

権等の金額や

その貸付金等

残高に占める

割合が増加し

ている場合、

ⅱ）計画と実績

に差がある場

合の要因分析

を行っている

か。

回収状況等を踏

まえ回収計画の

見直しの必要性

等の検討が行わ

れているか。

（政・独委評価

の視点）

○重要な財産譲

渡の計画が順調

に行われている

か。

○人材の有効

活用と職員の

能力向上を図

るため、施設間

の人事交流を

2015」において、更なる目標値（平成 27 年度に数量シェアで 70％以上、平成 30年度から平成 32

年度末までの間のなるべく早い時期に 80％以上とする）が示されたことから、本部において各病

院の後発医薬品目採用リストを作成し、各病院が情報共有することにより、２月から３月に実施

した病院協議において病院ごとに目標値を設定し、採用促進に努めることとしている。

【後発医薬品採用率】

平成 26年度 61.7％ → 平成 27 年度見込 71.7％ → 平成 28年度目標 77.4％

⑤その他

「経営改善推進会議」で決定した関係部室合同による個別病院幹部からのヒアリング及びそれ

を踏まえた経営指導に基づき、計画達成に向けた行動計画の作成・取組等の各種対応策を実施し

た。

始している。

（２）繰越欠損金

の解消につい

ては、平成 28

年度を目途と

した繰越欠損

金の解消に向

け、病院ごと

の解消額の合

計を 1,311 百

万円として計

画し、特に経

営が悪化して

いる６病院を

「経営改善指

定病院」に指

定し、収入増

加及び支出削

減対策につい

て個別具体的

な 指 導 を 行

い、本部と病

院が一体とな

って経営改善

に努めた。

平成27年度

の収益は診療

単 価 増 に よ

り、平成 26年

度と比較して

73 億円の増と

な っ た も の

の、費用面に

おいて、職員

の充足に伴う

給与費の増、

抗がん剤等の

高額薬品の使

用量増等によ

り80億円の増

（１）繰越欠損

金の解消計画の

策定

（１）繰越欠損金

の解消計画の策

定

（１）繰越欠損金

の解消計画の策

定

（１）繰越欠損金の解消計画の策定

繰越欠損金の

解消計画を策定

するに当たって

は、解消を図る

ために必要な機

構全体の取組内

容のほか、各病

院における年度

ごとの解消額、

目標期限及び達

成できなかった

病院の運営体制

等の見直し方針

について具体的

に定めること。

繰越欠損金の

解消計画を策定

するに当たって

は、解消を図るた

めに必要な機構

全体の取組内容

のほか、各病院に

おける年度ごと

の解消額、目標期

限及び達成でき

なかった病院の

運営体制等の見

直し方針につい

て各年度計画に

おいて具体的に

定める。

平成 28 年度ま

でに繰越欠損金

を解消するため、

平成 27 年度にお

いては、病院ごと

に計画した解消

額の合計を 1,311

百万円とし、詳細

は別紙１のとお

りとする。また、

特に早急に経営

改善着手が必要

な病院について

は、病院と本部と

が連携し、経営指

導・支援を行う。

併せて、平成

26 年度の損益額

に基づき目標を

達成できなかっ

た病院について

は、運営体制等の

見直し方針につ

いて具体的に定

める。

①平成 27 年度においては、平成 26 年度からの消費税増税等による経営状況悪化への影響が継続

することを踏まえつつも、平成 28年度を目途とした繰越欠損金の解消に向け、病院ごとの解消額

の合計を 1,311 百万円として計画した。

②経営悪化病院への対応

特に経営が悪化している６病院を「経営改善指定病院」に指定し、経営改善に係る行動計画を

策定させて、随時、行動計画の進捗をフォローアップするとともに、本部職員による病院長を始

めとした関係職員からのヒアリングを通じて、収入増加及び支出削減対策について個別具体的な

指導を行うとともに、民間の経営コンサルタントを導入し、本部と病院が一体となって経営改善

に努めた。

③年度計画未達の病院等への対応

本部において翌年度以降の病院運営に係る基本方針を作成し、経営基盤を確実に強化し効率的

な運営を行うための診療科構成や病棟体制の見直し、地域包括ケア病棟の導入等の診療体制の抜

本的な見直しを指示した上で施設別に本部と病院協議を実施し、病院の運営計画を決定した。

また、特に経営が悪化している病院については「経営改善指定病院」に指定し、経営改善に係

る行動計画を基に本部と病院が一体となって経営改善に努めた。

④平成 27年度経営状況

収益面においては、紹介患者数や救急搬送数の増加により新入院患者数や外来患者数は平成 26

年度から増となったものの、入院基本料（７対１）施設基準の厳格化による平均在院日数の短縮

や多数の病院における医師の退職等により入院患者数は減となった。

一方で、医療の質と安全の確保の観点から、看護師、医療職を充足し、上位施設基準の取得、

抗がん剤等の高額薬品の使用量増及び高度な手術の件数増等により診療単価については増となっ

た。

これにより、経常収益については、平成 26年度と比較して 73 億円の増となった。

また、費用面については、本部主導による経営指導・支援により、支出の削減に取り組んだが、

職員の充足に伴う給与費の増、抗がん剤等の高額薬品の使用量増や高度な手術の件数増に伴う薬

品費・診療材料費等の材料費の増、医師の過重労働を軽減しつつ、医師事務作業補助体制加算等

の上位施設基準の取得や医師不足への対応に伴う診療応援医師の増等による医師等謝金の増等に
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推進している

か。

○施設整備に関

する計画が順調

に推移している

か。

より、経常費用は平成 26年度と比較して 80億円の増となった。

その結果、経常損益は平成 26 年度と比較して７億円悪化し△73 億円となったが、外的要因で

ある国債の金利低下の影響等による退職給付費用の増 25 億円を除けば、平成 26 年度と比較して

18 億円の改善となった。

なお、当期損益については平成 26 年度と比較して２億円改善したものの△78 億円となり、平

成 27 年度に計画した解消計画を達成することはできず、繰越欠損金は平成 26 年度の 501 億円か

ら 78億円増の 579 億円となった。

財務内容の改善に当たっては、機構として果たすべきミッションを考慮しつつ、徹底した経営

改善による財務内容の改善を図るため、本部に設けた「経営改善推進会議」において更なる収入

確保、支出削減対策を検討し、各種取組を実施するとともに、厚生年金基金制度については、平

成 27年５月以降、厚生年金基金の新制度移行について、労使間で数次にわたり協議を重ねた結果、

新制度の移行等について労使合意し、将来分返上の認可申請を関東信越厚生局に提出（平成 28 年

４月１日認可）することにより、平成 29 年４月の厚生年金基金の新制度への移行に向けた手続を

着実に進めたことから、繰越欠損金は解消見込みとなった。

労災病院の損益

区分 26年度 27年度

経常損益 △66億円 △73億円

当期損益 △81億円 △78億円

繰越欠損金 △501億円 △579億円

【収益と費用の分析】

ア 経常収益 73億円の増

（ア）診療単価増の影響 86 億円

・急性期看護補助体制加算等の取得 22病院 計 31病院（ 2 億円）

・特定集中治療室管理料１等の取得 4病院 計 16病院（ 3 億円）

・ハイケアユニット入院医療管理料の取得 1病院 計 8病院（ 1 億円）

・総合入院体制加算 1病院 計 10病院（ 1 億円）

・高度な検査・画像診断料・高度な手術の増 （ 16 億円）

・高額な抗がん剤増等による薬品収入の増 （ 49 億円）

・その他特定入院料等の増 （ 14 億円）

※施設数は年度末における取得病院数を計上

（イ）患者数減の影響 △15億円

入院基本料（７対１）施設基準厳格化に対応するための平均在院日数の短縮、多数の病院に

おける医師の退職等による患者数の減。

イ 経常費用 80億円の増

・給与費の増 12 億円

・薬品費の増 45 億円

・その他材料費の増 11 億円

・謝金の増 9億円

・退職給付費用の増 25 億円

となり、その

結果、経常損

益は平成26年

度と比較して

7 億円悪化し

たが、外的要

因である国債

の金利低下の

影響等による

退職給付費用

の 増 を 除 け

ば、18 億円の

改善となって

いる。

なお、繰越

欠損金は平成

27 年度に計画

した解消計画

を達成するこ

とはできず、

平成26年度の

501 億円から

78 億円増の

579 億円なっ

た。

財務内容の

改善に当たっ

ては、本部と

病院が一体と

なり経営改善

のためのあら

ゆる取組を検

討・実施して

おり、更に厚

生年金基金制

度 に つ い て

は、平成 29年

４月の新制度

への移行に向

けた手続きを
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・燃料費、光熱水費の減 △9 億円

・雑役務費の減 △4 億円

・減価償却費の減 △8億円

着実に進めた

ことから、繰

越欠損金は解

消見込みとな

った。

（３）①個人未収

金については、

医療事業収入

が約 66 億円増

加したが、個人

未収金の残高

は平成 26 年度

と比べ約2.7億

円減少した。②

未払賃金の立

替払について

は、法律事案は

破産事案にお

ける裁判手続

への確実な参

加、民事再生等

事案における

弁済不履行事

業所への弁済

督励等、事実上

の倒産事案に

ついては求償

通知を要する

全事業所への

通知、債務承認

書等提出督励、

弁済督励、差押

えを実施し回

収に努めた。③

労働安全衛生

融資について

は、積極的な債

権回収に努め

たところ、一部

に繰上償還が

（２）個別病院

単位の財務関係

書類の作成等

（２）個別病院単

位の財務関係書

類の作成等

（２）個別病院単

位の財務関係書

類の作成等

（２）個別病院単位の財務関係書類の作成等

個別病院ごと

の財務状態及び

運営状況を体系

的・統一的に捉

えるため、これ

まで作成してい

なかった個別病

院単位の財務関

係 書 類 に つ い

て、平成２６事

業年度分から作

成、公表し、ガ

バナンス機能の

向 上 を 図 る こ

と。

個別病院ごと

の財務状態及び

運営状況を体系

的・統一的に捉

え、ガバナンス機

能の向上を図る

ため、平成２６事

業年度分から個

別病院単位の財

務関係書類を作

成、公表する。

個別病院ごと

の財務状態及び

運営状況を体系

的・統一的に捉え

るため、個別病院

単位の財務関係

書類を公表し、ガ

バナンス機能の

向上を図る。

個別病院単位で財務関係書類を作成することにより、本部及び各病院における個別病院ごと

の財務状態の把握、管理が向上し、ガバナンス機能の向上につながった。

なお、平成 26 事業年度分については、独立行政法人会計基準に基づく財務諸表に係る厚生労

働大臣承認後の翌日にはホームページにおいて公表を行った。

（３）他法人の

事例を参考とし

た取組等

（３）他法人の事

例を参考とした

取組等

（３）他法人の事

例を参考とした

取組等

（３）他法人の事例を参考とした取組等

独立行政法人

国立病院機構の

取組事例を積極

的に取り入れた

上で経営改善を

進めるものと

し、同機構との

人材交流などを

図ることについ

て検討するこ

と。

また、同機構

を始めとする他

法人との連携を

より推進し、業

務 運 営 の 効 率

独立行政法人

国立病院機構の

取組事例を積極

的に取り入れた

上で経営改善を

進め、同機構との

人材交流などに

ついても検討す

る。

また、同機構を

始めとする他法

人との連携をよ

り推進し、業務運

営の効率化・財務

内容の改善を図

る。

ア 国立病院機

構との人材交流

の一環として研

修の相互参加を

実施し、両法人間

で研修の効果的

活用に取り組む。

ア 平成 27 年度における両機構研修制度への相互参加については、当機構が主催する７研修につい

て国立病院機構から99名、国立病院機構が主催する10研修に当機構から41名が参加したことで、

情報の共有化やスキルアップ等の効果が得られ、両法人間での連携が強化された。

イ 国立病院機

構等との連携強

化を図り、高額医

療機器の共同購

入を推進するこ

とにより支出削

減に努める。

イ 国立病院機構・ＪＣＨＯとＣＴ等７機種 16台の高額医療機器について共同入札を実施した。

（削減効果額△788 百万円）

ウ 業務運営の ウ 民間のＧＰＯ（Group Purchasing Organization：共同購買組織）（日赤、済生会等 166 病院が
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化・財務内容の

改 善 を 図 る こ

と。

効率化・財務内容

の改善を図るた

め、国立病院機構

との連携を進め

つつ、他法人との

連携についても

検討を行う。

参加）に参加して医療消耗品等の共同購入を実施し、支出の削減に努めた。（削減効果額△229 百

万円）

あったことか

ら目標額を上

回る 99 百万円

を回収した（達

成度 160％）。

（４）重要な財産

の処分、人事に

関する計画、施

設・設備に関す

る計画につい

ては、総合的に

見て、年度計画

を達成してい

る。

＜課題と対応＞

－

（４）本部事務

所の移転

（４）本部事務所

の移転

（４）本部事務所

の移転

（４）本部事務所の移転

平成 28 年度早期の引渡しに向け、本部事務所工事を着実に進行（平成 28 年７月工事終了、

平成 28 年８月移転予定）。本部事務所に

ついて、年間賃

借料に相当な経

費を要している

ことから、移転

を図り、経費の

削 減 を 行 う こ

と。

本部事務所に

ついては、移転を

図り、経費の削減

を行う。

平成 26 年から

開始した本部事

務所の移転計画

については、平成

28 年度までに新

事務所の工事を

終了する。

２ 債権の管理

等

２ 債権の管理

等

２ 債権の管理

等

２ 債権の管理等

医業未収金、

未払賃金の立替

払及び労働安全

衛生融資貸付債

権について適切

に回収を行うこ

と。

医業未収金、未

払賃金の立替払

及び労働安全衛

生融資貸付債権

について、回収計

画を策定し、適切

な回収を行う。

（１）医業未収金

対策の推進

（１）医業未収金対策の推進

医業未収金の

徴収については、

機構本部及び各

病院連携の下、従

来から推進して

きた院内体制の

更なる確立を図

りながら、医業未

収金の新規発生

防止への取組の

より一層の推進、

法的手段の実施

等、状況に応じた

回収計画に基づ

き適切な回収を

行う。

医業未収金については、請求先が保険者等（社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体

連合会等）と個人とに分けられ、平成 27 年度末の医業未収金約 490 億円のうち約 467 億円につ

いては、保険者に係るもので、請求後１～２か月後には支払われるものである。

個人未収金については、すべての労災病院内に設置している未収金対策チームの活動を強化

し、未収金発生防止マニュアルに基づく新規発生防止への取組のより一層の推進及び法的手段

の実施等状況に応じた回収業務に努めた結果、平成 27 年度は医療事業収入が約 66億円増加し

たが、個人未収金の残高は約 24億円となり、平成 26 年度と比べ約 2.7 億円減少（医療事業収

入に占める個人未収金の割合：対平成 26 年度比△0.1 ポイント）した。

（参 考）

年度別個人未収金内訳表 （単位：百万円）

区 分 保 険者

(支払基

金等)

個 人 未 収 金

合 計 医療事業

収 入

一 般

債 権

貸 倒

懸 念

債 権

破産更

生債権

等

小 計 対医 療

事業 収

入割 合

（％）

①26年度 42,185 1,320 672 654 2,646 0.93 44,831 284,775

②27 年度 46,670 1,223 637 517 2,377 0.82 49,047 291,377

③差(②-①) 4,485 △97 △35 △137 △269 △0.11 4,216 6,602
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（２）再建型にお

ける弁済の履行

督励

（２）再建型における弁済の履行督励

民事再生等の

再建型の事案に

ついては、再生債

務者等から、立替

払の申出があっ

た際に機構への

弁済予定を確認

し、立替払後は、

債務承認書・弁済

計画書の提出を

求め、提出がない

場合には提出督

励を行うととも

に、計画に基づい

た弁済がなされ

ない場合には弁

済督励を行う。

① 求償通知後に債務承認書・弁済計画書の提出状況を確認し、未提出となっている全ての事

業所（18事業所）について、文書あるいは現地に直接赴き提出督励（延べ63回）を確実に行

った。その結果９事業所から提出（延べ10回）があった。

債務承認書・弁済計画書の提出督励状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

延べ提出督励回数 268 261 150 85 63

延べ提出回数 141 96 36 8 10

提出事業所数 59 51 25 7 9

② 弁済計画に基づく弁済履行状況の確認を実施し、弁済計画が履行されていない全ての事業

所（24事業所）に対して、弁済督励を確実に（延べ168回）行った。その結果、30件の弁済

がなされた。

弁済督励状況

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

延べ弁済督励回数 201 191 114 155 168

弁済件数 56 46 32 36 30

（３）労働安全衛

生融資貸付債権

の適切な管理・回

収

（３）労働安全衛生融資貸付債権の適切な管理・回収

労働安全衛生

融資貸付債権に

ついては、回収計

画を策定し適切

な回収を行う。

また、平成 26

年度は目標額 104

百万円を上回る

額を回収したと

ころであるが、平

成 27 年度も正常

債権の弁済計画

労働安全衛生融資については、平成13年度をもって新規貸付を停止して以降、貸付債権の管

理・回収業務のみを行ってきた。約定償還に基づく回収計画を策定し、その実施状況について

評価を行った。また、繰上償還等により約定償還の回収計画に変更が生じるため、回収計画の

見直しを行っている。財政投融資については平成21年度償還期限が到来したことから、償還を

完了した。

なお、積極的な債権回収に努めたところ、一部に繰上償還があったことから目標額を上回る

正常債権 99 百万円を回収した。

正常債権の回収額 （単位：百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

回収目標額 189 145 133 104 62

回収実績額 227 205 242 179 99
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に基づいた年度

回収目標額 62 百

万円を回収する。

３ 予算（人件費

の見積もりを含

む。）

３ 予算（人件費

の見積もりを含

む。）

別紙１のとお

り

別紙２のとお

り

４ 収支計画 ４ 収支計画

別紙２のとお

り

別紙３のとお

り

５ 資金計画 ５ 資金計画

別紙３のとお

り

別紙４のとお

り

第４ 短期借入

金の限度額

第４ 短期借入

金の限度額

第４ 短期借入金の限度額

１ 限度額 １ 限度額

３，０７７百万

円（運営費交付金

年間支出の１２

分の３を計上）

2,989 百万円 平成 27 年度において短期借入の実績はない。

２ 想定される

理由

２ 想定される

理由

運営費交付金

の受入の遅延に

よる資金不足等

運営費交付金

の受入の遅延に

よる資金不足等

第５ 重要な財

産を譲渡し、又は

担保に供しよう

とするときは、そ

の計画

第５ 重要な財

産を譲渡し、又は

担保に供しよう

とするときは、そ

の計画

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

「第２ 業務

運営の効率化に

関する目標を達

成するためにと

るべき措置」の

「３ 保有資産

の見直し」に基づ

き、次のア及びイ

に掲げる保有資

中期計画に掲

げる重要な財産

の処分に当たり、

新たに処分する

こととした資産

については土地

の測量等を実施

し、未処分となっ

ている資産につ

１ 新たに処分することとした資産

・平成 27 年９月に廃止した旧労災リハビリテーション長野作業所については、土地の測量等を

実施し、平成 28 年 1 月 25 日付けで国庫納付（現物納付）を完了した。

２ 未処分となっている資産

・再鑑定評価及び国有財産評価基準を参考にした評価替の方法等により旧岩手労災病院及び九州

労災病院移転後跡地について、最低売却価格の見直しを行うとともに、千葉労災病院本体敷地

の一部について、不動産鑑定評価を実施した。

・保有資産の速やかな処分を図るため、新たな不動産媒介業者と仲介契約を締結し、当該業者が

旧岩手労災病院、九州労災病院移転後跡地、九州労災病院門司メディカルセンター職員宿舎及
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産を速やかに処

分するため、売却

業務を民間等に

委託するなど具

体的方策を講じ、

中期目標期間の

最終年度までに

処分が完了する

よう努める。

いては、評価額の

見直しを行い、不

動産媒介業者を

活用するなど、順

次売却手続を進

める。

び水上荘の買受勧奨を実施するとともに、機構自らも現地の地方自治体に買受勧奨の文書を発

出する等により情報収集に努めた。

・以上のような取り組みを行った結果、九州労災病院移転後跡地については、平成 27 年３月及

び 12月に一般競争入札を公告したところ、不動産売買契約の締結に繋がった。

また、市道認定部分についても、公共随契にて北九州市へ譲渡した。これにより、九州労災病

院移転後跡地については、処分対象資産の処分が全て完了した。

さらに、千葉労災病院本体敷地の一部については、市原市の市道拡幅計画に基づき、公共随契

にて市原市に譲渡した。

また、不要財産

については、速や

かに国庫納付等

の必要な手続を

進める。

ア 病院

旧岩手労災病

院職員宿舎、旧岩

手労災病院付添

者宿泊施設、千葉

労災病院本体敷

地の一部、九州労

災病院移転後跡

地の一部、九州労

災病院門司メデ

ィカルセンター

職員宿舎

イ 病院以外の

施設

労災リハビリ

テーション宮城

作業所、労災リハ

ビリテーション

長野作業所、労災

リハビリテーシ

ョン福岡作業所、

水上荘

第６ 剰余金の

使途

第６ 剰余金の

使途

第６ 剰余金の使途

本中期目標期

間中に生じた剰

労災病院にお

いては施設・設備

平成 27 年度において剰余金は生じていない。
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余金については、

労災病院におい

ては施設・設備の

整備、その他の業

務においては労

働者の健康の保

持増進に関する

業務の充実に充

当する。

の整備、その他の

業務においては

労働者の健康の

保持増進に関す

る業務の充実に

充当する。

第７ その他主

務省令で定める

業務運営に関す

る事項

第７ その他主

務省令で定める

業務運営に関す

る事項

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関す

る計画

１ 人事に関す

る計画

１ 人事に関する計画

（１）運営費交付

金を充当して行

う事業に係る常

勤職員について

は、業務の簡素

化、効率化等によ

り、その職員数の

適正化を図る。

（１）運営費交付

金を充当して行

う事業に係る常

勤職員について

は、組織の合理化

に伴う管理部門

の集約化等によ

る適正な職員数

について検討を

行う。

（１）職員数の適正化

運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員数の適正化に向けて、以下の取組を行っ

た。

① 産業保健総合支援センターにおいては、会計事務を担当する８センターのうち、２センタ

ーの管理課長を平成 27年度から２名削減した。

② 平成 27 年度末に廃止予定であった労災リハビリテーション長野作業所においては、平成

27 年度当初から本部職員が事務長を兼務し、９月 30 日付けで業務を終了した。

（２）人材の有効

活用と職員の能

力向上を図るた

め、施設間の人事

交流を推進する

とともに、更なる

活性化に向け検

討する。

（２）派遣交流制

度利用者による

アンケート結果

を踏まえ、施設間

の人事交流の更

なる活性化に向

けた派遣交流制

度の検討を行う。

（２）施設間の人事交流の推進等

柔軟な人事交流の推進のため、労災病院間の派遣交流制度及び転任推進制度を平成 17 年度

に創設（平成 18 年度から実施）し、従前は対象となっていなかった管理職以外の看護師や医

療職を中心に人事異動を行い、職員の能力及び病院機能の向上を図っている。

平成 27 年度は、同制度を利用した職員に対するアンケートの結果を各施設へフィードバッ

クするとともに、各部門の管理職を対象とした会議等で積極的な活用を指示している。

（参考）

・派遣交流制度適用者数 18人

・転任推進制度適用者数 43 人

２ 施設・設備に

関する計画

２ 施設・設備に

関する計画

２ 施設・設備に関する計画

（１）労災病院に

係る計画

（１）労災病院に

係る計画

（１）労災病院に係る計画
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中期目標期間

中に整備する労

災病院の施設・設

備については、別

紙４のとおりと

する。

前年度に引き

続き、千葉労災病

院、富山労災病院

及び旭労災病院

の施設整備を進

めるとともに、北

海道中央労災病

院、福島労災病

院、大阪労災病院

及び山陰労災病

院について、施設

整備計画の検討

を行う。

労災病院について、平成 27 年度に自己資金により次のとおり施設整備を行った。

〔平成 27年度に整備を完了した施設〕

千葉労災病院（平成 27年５月）

〔引き続き整備を進める施設〕

富山労災病院（平成 30年３月完了予定）、旭労災病院（平成 32 年６月完了予定）

〔施設整備計画の検討を行った施設〕

北海道中央労災病院、福島労災病院、大阪労災病院、山陰労災病院

（２）労災病院以

外の施設に係る

計画

（２）労災病院以

外の施設に係る

計画

（２）労災病院以外の施設に係る計画

労災病院以外

の施設について、

施設整備費補助

金により施設整

備を図る。

労災病院以外

の施設について、

施設整備費補助

金により次のと

おり施設整備を

行う。

労災病院以外の施設について、平成 27 年度には施設整備費補助金により次のとおり施設整

備を行った。

ア 施設名 ア 施設名 ア 整備した施設

労働者健康福

祉機構本部、釧路

労災看護専門学

校、大阪労災看護

専門学校、岡山労

災看護専門学校、

吉備高原医療リ

ハビリテーショ

ンセンター、総合

せき損センター

労働者健康福

祉機構本部、大阪

労災看護専門学

校、岡山労災看護

専門学校及び吉

備高原医療リハ

ビリテーション

センター

・労働者健康福祉機構本部（平成 26 年度着手、平成 28年度完了予定）

・大阪労災看護専門学校（平成 26年度着手、平成 28年度完了予定）

・岡山労災看護専門学校（平成 27年度着手、平成 29年度完了予定）

・吉備高原医療リハビリテーションセンター（オーダリングシステム・ＭＲＩ）

・その他、交付金施設に対しては、消火栓設備、空調設備等の改修工事を実施

イ 予定額 イ 予定額 イ 実績額

13，827 百万円

（特殊営繕、機器

等整備を含む。）

総額 2,670 百

万円（特殊営繕、

機器等整備を含

む。）

当初予定額 2,670 百万円に平成 26 年度からの繰越額 1,184 百万円を含めた 3,854 百万円

（特殊営繕、機器等整備を含む。）に対し、2,139 百万円を執行した。

なお、大阪労災看護専門学校の施設整備については、工事着工後に判明した地中障害物の

処理に対応する必要があったため工事が遅れ、繰越が発生したが、全体工期末の平成 28 年

度には完了の見通しである。

ウ 上記の計画
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については、業務

実施状況、予見し

がたい事情等を

勘案し、施設整備

を追加又は予定

額を変更するこ

とがあり得る。

３ 中期目標期

間を超える債務

負担

３ 中期目標期

間を超える債務

負担

３ 中期目標期間を超える債務負担

中期目標期間

を超える債務負

担については、当

該債務負担行為

の必要性及び資

金計画への影響

を勘案し、合理的

と判断されるも

のについて行う。

中期目標期間

を超える債務負

担については、当

該債務負担行為

の必要性及び資

金計画への影響

を勘案し、合理的

と判断されるも

のについて行う

ことがある。

中期目標期間を超える債務負担の実績はない。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞

＜今後の課題＞

消費税の影響等により損益改善が進まない不可抗力な点はあるものの、今後、同法人が果たすべ

きミッションを考慮しつつ、徹底した経営改善による財務内容の改善を図るとともに厚生年金基金

の見直しによる費用の削減等、繰越欠損金の解消に向けた取り組みを強く期待する。

＜反映状況＞

労災病院が地域の公的中核病院としてこれまで以上に地域医療に貢献するとともに勤労者医療の

中核的な役割を果たしていくためには経営基盤の確立が必要であり、平成 28 年度を目途とした繰越

欠損金の解消に向けて経営状況の悪化を改善するため、平成 27 年度においては、年度当初に理事長

が各病院長を始めとする全職員に経営改善に向けたメッセージを発出するとともに、本部の「経営

改善推進会議」において、労災病院への指導・支援について検討を重ね、経営状況が悪化している

病院に対する「平成 27年度当初計画達成に向けた行動計画書」の作成及び取組の実施、本部の関係

部室合同による個別病院への経営指導、病床機能分化への対応策の検討・実施、医療材料ベンチマ

ークシステムの導入に基づく契約単価の見直し、後発医薬品の採用拡大等による、収入確保、支出

削減対策を本部と病院が一体となり実施した。

平成 27 年度の経常損益は平成 26 年度と比較して７億円悪化し△73 億円となったが、外的要因で

ある国債の金利低下の影響等による退職給付費用の増 25 億円を除けば、平成 26年度と比較して 18

億円の改善となっている。

また、繰越欠損金は平成 27 年度に計画した解消計画を達成することはできず、平成 26 年度の 501

億円から 78 億円増の 579 億円となったが、厚生年金基金制度の見直しについては、新制度移行につ

いて労使間で数次にわたり協議を重ねた結果、一旦厚生年金基金を解散して、新制度（確定給付企
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業年金と確定拠出年金の併用）へ移行することで平成 27 年９月に労使合意し、平成 28 年２月の厚

生年金基金代議員会の議決を経て、将来分返上の認可申請を関東信越厚生局に提出（平成 28 年４月

１日認可）するなど、平成 29年４月の厚生年金基金の新制度への移行に向けた手続を着実に進めて

おり、繰越欠損金は解消見込みとなった。

４．その他参考情報

特になし
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）

１．当事務及び事業に関する基本情報

４－１ その他業務運営に関する重要事項

当該項目の重要度、難易

度

― 関連する政策評価・行政事業

レビュー

行政事業レビューシート ０４３８，０４５９

２．主要な経年データ

評価対象となる指標 達成目標 （参考）

前中期目標期間最

終年度値

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報）

当該年度までの累積値、平均値等、目

標に応じた必要な情報
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価

第５ その他業

務運営に関する

重要事項

第８ その他業

務運営に関する

重要事項

第８ その他業

務運営に関する

重要事項

＜主な定量的指

標＞

なし

＜その他の指標

＞

なし

＜評価の視点＞

○「独立行政法

人整理合理化

計画等」（平成

19年12月24日

閣議決定）を踏

まえ、労災リハ

ビリテーショ

ン作業所につ

いては、在所者

の退所先の確

保を図りつつ、

縮小・廃止に計

画的に取り組

んでいるか。

○内部統制機能

の充実強化を図

るため、コンプ

ライアンス委員

会を中心とし

て、適切にリス

クの評価と対応

に取り組んでい

るか。

○政府の方針

を踏まえ、適切

な情報セキュ

リティ対策を

第８ その他業務運営に関する重要事項 ＜評定と根拠＞

評定：Ｂ

以下のとおり、

年度計画を達成

している。

（１）「内部統制

の確立」につい

ては、障害者雇

用状況の虚偽

報告に関する

再発防止策と

して、平成 26

年度に改正し

た事項につい

て、以下のとお

り遵守、徹底し

た。

・法令等に基づく

報告の決裁

・監事室及び内部

監査室の体制

強化

・公益通報制度に

おける書面報

告制度の導入

及び通報者の

処分の減免

・コンプライアン

ス推進委員会

への外部専門

家の出席

・外部通報制度の

新設

（２）労災リハビリ

テーション作業

評定 Ｂ

＜評定に至った理由＞

以下の状況を踏まえ、中期目標

の所期の目標を達成していると評

価できることから、評定を「Ｂ」

とした。

内部統制の確立に関して、平成

26年度に発覚した障害者雇用状況

の虚偽報告に関する再発防止策に

ついて、監査担当者の権限等の規

定の明確化等により一層の独立

性、公平性の確保等を図るなど、

監事室、内部監査室の体制強化を

図っている。

また、本部の各部署について、

平成27年 12月から平成28年 2月

にかけて業務の適正な実施につい

て監査を行っている等再発防止策

の遵守、徹底を図っており、内部

統制機能を確立している。

なお、障害者雇用に係る取り組

みについて、理事長直轄の障害者

雇用専門職及び障害者雇用専門員

を配置する等障害者雇用の促進に

努めた結果、障害者雇用率は

2.95％と法定雇用率（2.3％）を上

回っている。

リハビリテーション作業所の完

全廃止、決算検査報告指摘事項へ

の対応及び適切な情報セキュリテ

ィ対策の推進については、概ね年

度計画で定められた事項が実施さ

れている。

１ 労災リハビ

リテーション作

業所の完全廃止

１ 労災リハビ

リテーション作

業所の完全廃止

１ 労災リハビ

リテーション作

業所の完全廃止

１ 労災リハビリテーション作業所の完全廃止

残り１施設となっている長野作業所については、在所者２名と社会復帰に向けたカウンセリン

グを四半期ごとに実施するとともに、希望に沿った退所先の情報提供を継続的に行いつつ、在所

者の退所先の確保に万全を期すなどして、計画より６か月早めて平成27年９月末に廃止した。

退所者・在所者の推移

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

退所者数 21人 16人 8人 0人 2人

在所者数 26人 10人 2人 2人 0人

注：在所者数は、年度末の人数である。

廃止状況

廃止計画年月 廃止年月 備考

千葉作業所 平成24年 3月 平成24年 1月 2か月早めて廃止

福井作業所 平成25年 3月 平成24年 9月 6か月早めて廃止

愛知作業所 平成25年 3月 平成25年 2月 1か月早めて廃止

宮城作業所 平成26年 3月 平成26年 2月 1か月早めて廃止

福岡作業所 平成26年 3月 平成26年 2月 1か月早めて廃止

長野作業所 平成28年 3月 平成27年 9月 6か月早めて廃止

在所者の退所

先の確保を図り

つつ、施設の廃

止に取り組み、

平成２７年度末

までに全施設を

廃止すること。

在所者の退所

先の確保を図り

つつ、施設の廃止

に取り組み、平成

２７年度末まで

に全施設を廃止

すること。

在所者の希望

に沿った退所先

の確保を図りつ

つ、きめ細やかな

退所勧奨に取り

組み、全施設を廃

止する。

２ 内部統制の

充実・強化

２ 内部統制の

充実・強化

２ 内部統制の

確立

２ 内部統制の確立

内部統制につ

いては、総務省

の「独立行政法

人における内部

統制と評価に関

する研究会」が

平成２２年３月

に公表した報告

書（「独立行政法

人における内部

統制と評価につ

いて」）及び総務

省政策評価・独

立行政法人評価

内部統制につ

いては、総務省の

「独立行政法人

における内部統

制と評価に関す

る研究会」が平成

２２年３月に公

表 し た 報 告 書

（「独立行政法人

における内部統

制と評価につい

て」）及び総務省

政策評価・独立行

政法人評価委員

内部統制の充

実・強化につい

て、次の項目に取

り組むこととす

る。

ア 業務の有効

性及び効率性

業務の有効性

及び効率性を向

上させるため、病

院運営等につい

て機構本部と病

院とで協議を行

ア 業務の有効性及び効率性

機構本部において、「施設別病院協議（全病院長を対象とした病院ごとの協議）」を実施し、

個別病院ごとの医療環境等を踏まえながら、勤労者医療及び地域医療における中核病院として

の果たすべき役割等と経営基盤の確立に向けた方針や業務運営の取組について協議を実施し

た。
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委員会から独立

行政法人等の業

務実績に関する

評価の結果等の

意見として厚生

労働省独立行政

法人評価委員会

等に通知された

事項を参考に更

に充実・強化を

図ること。

会から独立行政

法人等の業務実

績に関する評価

の結果等の意見

として厚生労働

省独立行政法人

評価委員会等に

通知された事項

を踏まえ、業務の

有効性及び効率

化、法令等の遵

守、資産の保全、

財務報告等の信

頼性の４つの目

的に資するため

の充実・強化を図

る。

う。 推進している

か。

所の完全廃止、決

算検査報告指摘

事項への対応、適

切な情報セキュ

リティ対策の推

進については、総

合的に見て、年度

計画を達成して

いる。

＜課題と対応＞

平成 26 年度決算検査報告（平成

27 年 11 月）で指摘を受けた「病

院システムの整備に当たり、予算

実施計画の示達を受けずに病院情

報システムの購入契約等の発注を

行うなど会計経理が不適正」につ

いては、①各施設に対して会計規

程等の遵守の徹底等、②機構本部

におけるチェック体制の見直しに

よる等による再発防止に取り組ん

でいる。

情報セキュリティ対策の推進に

ついて、全施設に対し情報セキュ

リティに係る注意喚起文を発出

し、情報セキュリティポリシーの

周知徹底を図っている。

また、組織的対策としてＣＳＩ

ＲＴを整備するとともにサイバー

セキュリティインシデント対処手

順書の作成、人的対策として外部

記憶媒体に重要を保存する際の暗

号化等の周知徹底やサイバー攻撃

による事案発生を想定した訓練の

実施等、技術的対策として本部に

おける業務系ネットワークを情報

系ネットワークから論理的に分離

し、重要情報の漏えい防止対策の

強化等を行っており、政府の方針

を踏まえた情報セキュリティ対策

を行っている。

＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞

特になし。

＜その他事項＞

特になし。

イ 法令の遵守

障害者雇用状

況の虚偽報告に

関する再発防止

策として、平成

26 年度に改正し

た以下の事項に

ついて遵守、徹底

する。

・法令等に基づく

報告の決裁につ

いて

・監事室及び内部

監査室の体制強

化について

・公益通報制度に

おける書面報告

制度の導入及び

通報者の処分の

減免

・コンプライアン

ス推進委員会へ

の外部専門家の

出席について

また、内部統制

機能の充実強化

を図るため、独立

行政法人通則法

の改正も踏まえ、

内部統制委員会

等において、機構

の業務遂行に支

障を生じさせる

リスクの評価と

対応に取り組む

とともに、内部監

査機能の一つと

して、新たに外部

通報制度を設け

イ 法令の遵守

① 障害者雇用状況の虚偽報告に関する再発防止策として、平成 26 年度に改正した事項につい

て、次のとおり、徹底を図っている。

・法令に基づく重要な報告等について、理事長による決裁事項とするとともに、各施設から

の報告に基づき集計し提出する報告については、各施設へのフィードバックの確実な実施

に当たっている。上記理事長決裁事項に係る報告等については、その処理に関し、監事に

よる確認を行うこととし、その徹底を図っている。

・監事室、内部監査室の体制強化とともに、内部監査について、監査担当者の権限や被監査

部門に勤務経験がある者による監査の回避に係る規定の明確化等により、一層の独立性、

公平性の確保等を図った。また、本部の各部室についても平成 27 年 12 月から平成 28 年

２月にかけて法令に基づく届出や報告書の取扱い等をはじめとする業務の適正な実施に

ついて監査を行った。

・公益通報制度に関しては、書面報告制度の導入、法令違反等に関与した職員自らが通報を

行った場合における処分減免について、職員用ホームページへの掲載等により、職員への

周知徹底を図っている。また、上位者に対して書面で報告した場合における処分減免につ

いても、職員用ホームページに掲載し、周知等を図っている。

・外部通報制度に関しては、不正行為等の早期発見と是正を図るため、職員等以外の方から

の通報について適正に対応することとし、機構ホームページにおいて、外部通報の趣旨・

目的のほか、通報受付窓口や通報様式、留意事項等を掲載し、広くその周知等を図ってい

る。コンプライアンス推進委員会（外部専門家委員として弁護士が参画）、内部統制委員

会については、平成 27年度の事案に関し、平成 28年６月に開催。

・職員における法令遵守意識の強化を図るべく、各種会議等の機会を捉えて、コンプライア

ンスに係る留意事項等についての徹底等を図るほか、本部が主催する集合研修（管理職研

修等）や施設で実施する研修会や講演会等において、法令遵守の重要性についての研修の

実施等に取り組んでいる。

② 障害者雇用に係る取組み

・理事長直轄の障害者雇用専門職及び障害者雇用専門員を配置し、本部及び各施設における

障害者雇用状況を把握、理事会において共有を図るとともに、障害者雇用に係る技術的事

項等に係る必要な指導助言等に当たっている。

障害者雇用の促進等に努め、平成 28 年３月現在の障害者雇用率は 2.95％に達しており、

法定雇用率（2.3％）を大きく上回る状況を継続している。

・本部に理事をリーダーとして、外部有識者を加えた「障害者雇用改革プロジェクトチーム」

を設置し、各施設での職場実態を踏まえた障害者に係る募集・採用、配置・定着等を円滑

に進めるため、実施の取組事例等に基づく「障害者雇用サポートマニュアル」のほか、雇

用する側・雇用される側双方が満足できる障害者雇用を目指し、施設で実際に行う研修に

係るシナリオ等をまとめた「障害者雇用研修ガイドブック」を、平成 28 年３月に取り纏

めた。
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る。併せて、コン

プライアンスを

徹底させるため、

各種会議、研修会

等を通じて、留意

すべき事項等に

ついて周知、徹底

する。

ウ 資産の保全

機構が保有す

る資産について

は、適正に管理を

行うよう周知、徹

底させる。

ウ 資産の保全

① 有形資産

固定資産等の適正な管理について、平成 27年度は以下の会議等において周知、徹底すると

ともに、契約及び管財業務マニュアルに基づいて業務指導を実施した。

＜会議＞

・「全国労災病院会計･用度課長会議」（平成 27 年９月）

・「全国労災病院会計担当者打合会」（平成 27年 10 月）

＜業務指導＞

・「経理部会計業務指導」（平成 27年５月～平成 27 年 12 月）

② 無形資産

特許権等について、職務発明審査検討会において収入や実用化の有無を踏まえ、新規申請

や権利の更新について検討し適切な管理を図っている。

エ 財務報告等

の信頼性

財務報告等の

信頼性を確保す

るため、独立行政

法人通則法（平成

11 年法律第 103

号）に基づく監事

の監査、会計監査

人の監査を行う。

エ 財務報告等の信頼性

財務諸表に対しては、監事及び会計監査人の監査を受けたうえで、その意見を付して記載内

容が適正であることを確認している。

３ 決算検査報

告指摘事項への

対応

３ 決算検査報

告指摘事項への

対応

３ 決算検査報

告指摘事項への

対応

３ 決算検査報告指摘事項への対応

「平成２４年

度 決 算 検 査 報

告」（平成２５年

１１月７日会計

「平成２４年

度決算検査報告」

（平成２５年１

１月７日会計検

有効に利用さ

れていない土地

の中で、処分する

こととした土地

ア 有効に利用されていない土地の利用計画等

平成24年度決算検査報告において改善の処置を要求された７労災病院の有効に利用されてい

ない土地については、平成 26年６月 30日付け会計検査院報告に基づき、利用する土地は工事等

を、処分する土地は測量・登記及び不動産鑑定評価を実施し、順次売却に係る作業を進めた。な
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検査院）の指摘

も踏まえた見直

しを行うこと。

査院）の指摘も踏

まえた見直しを

行うものとする。

については、測

量・登記及び不動

産鑑定評価を実

施し、順次売却手

続きを進める。

お、和歌山労災病院移転後跡地については、敷地内を通る市道の建設計画が未確定であるため、

和歌山市の計画確定後速やかに売却範囲を特定し、売却手続きを進める。

イ 土地の利用状況の把握と自主的な見直し体制

保有資産利用実態調査により各労災病院の土地・建物等の利用状況等について把握した上で、

処分可能な資産を選定し、売却に向け不動産鑑定評価の準備を実施した。

ウ 資産処分収入

不要財産以外の重要な財産の処分により生じた収入（九州労災病院移転後跡地、千葉労災病

院道路拡幅用地、北海道中央労災病院せき損センター道路拡幅用地の売却収入）については、労

災病院の増改築費用等へ充当した。

エ 施設整備費補助金を原資とした整備の事務処理

平成26年度決算検査報告において不当事項とされた施設整備費補助金を原資とした整備の事

務処理については、各施設から入札に関する公告の官報掲載依頼を受けた場合に必ず当該調達の

予算財源が確保されているかについて確認する等、再発防止のため、本部におけるチェック体制

を強化した。

また、各種会議や研修において、適正な経理処理等について周知･徹底を行った。

４ 適切な情報

セキュリティ対

策の推進

４ 適切な情

報セキュリティ

対策の推進

４ 適切な情

報セキュリティ

対策の推進

４ 適切な情報セキュリティ対策の推進

政府の方針を踏

まえ、適切な情

報セキュリティ

対策を推進する

こと。

政府の方針を

踏まえ、適切な情

報セキュリティ

対策を推進する。

情報セキュリ

ティポリシーの

周知徹底を図る

とともに、「政府

におけるサイバ

ー 攻 撃 へ の 迅

速・的確な対処に

ついて」（平成 25

年６月 19 日情報

セキュリティ対

策推進会議決定）

の各事項にかか

る取組の徹底そ

の他の適切な情

報セキュリティ

対策を推進する。

ア 情報セキュリティポリシーの周知徹底及び適切な情報セキュリティ対策の推進

全施設に対し情報セキュリティに係る注意喚起文を発出し、全職員に継続して情報セキュリ

ティポリシーの周知徹底を図った。

また、「政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について」（平成 25 年６月 19 日情

報セキュリティ対策推進会議決定）及び「標的型メール攻撃（不審メール）に対する注意喚起

について」（平成 27 年６月１日厚生労働省最高情報セキュリティ責任者発）等に基づき、下記

の事項等の取組を行った。

【組織的対策】

・サイバー攻撃による事案が発生した場合の連絡体制の確認を行った（毎年度実施予定）。

・平成 27 年７月 22日付けサイバーセキュリティ対策推進会議議長指示「独立行政法人等にお

けるセキュリティ対策の強化等について」において整備することとなっていたＣＳＩＲＴ（シ

ーサート）を整備するとともにサイバーセキュリティインシデント対処手順書を作成した。

【人的対策】

・全施設に対しＵＳＢメモリ等の外部記憶媒体に個人情報等の重要情報を保存する際の暗号化、

プログラムの脆弱性情報、定期的なパソコンのフルスキャンの実施、不審メール情報及び不

審な接続先情報等に関する注意喚起文を約 200 回発出し周知徹底及び意識付けを図った。

・院長会議や事務局長会議等の会議及び新任管理職研修会等の研修会の開催時に、情報セキュ

リティに関する認識・知識を高めるよう職員へ教育・指導を徹底するよう指示等した。
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・職員に対して、情報セキュリティチェックリストの記載項目について確認を行わせるととも

にサイバーセキュリティに関する資料映像を用いた教育を継続して実施する等により、情報

セキュリティに関する意識向上を図った。

・全施設に対して、サイバー攻撃による事案発生を想定した訓練を実施した（毎年度実施予定）。

・全施設に対して、標的型攻撃メールに模したメールを送信し、メール受信後の対応等につい

ての訓練を実施した（毎年度実施予定）。

【技術的対策】

・「ファイアウォール機能の強化」及び「システム監視機能の強化」のため、全施設へのＵＴＭ

（複数の異なるセキュリティ機能を一つのハードウェアに統合し、集中的にネットワーク管

理を行う統合脅威管理機器）導入を完了した。

・本部における業務系ネットワークを情報系ネットワークから論理的に分離し、個人情報等の

重要情報の漏えい防止対策を強化した。

なお、機微な個人情報を取り扱う施設においては、従来から電子カルテシステムなどの業務

系ネットワークを情報系ネットワークから物理的に分離している。

また、労災病院

等においては、

「医療情報シス

テムの安全管理

に関するガイド

ライン」を遵守し

た情報セキュリ

ティ対策の着実

な推進のために、

システムの運用

に係る指導を計

画的に行う。

イ システムの運用に係る指導

労災病院において、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（平成 25 年 10 月第

４．２版）」を遵守した情報セキュリティ対策に関する指導を７施設実施した。

ウ 情報セキュリティインシデント

情報セキュリティインシデントについては、平成 27 年度１件も発生していない。

５ 既往の閣議

決定等の着実な

実施

５ 既往の閣議

決定等の着実な

実施

既往の閣議決

定等に示された

政府方針に基づ

く 取 組 に つ い

て、着実に実施

すること。

既往の閣議決

定等に示された

政府方針に基づ

く取組について、

着実に実施する。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞

＜今後の課題＞

法令遵守については、いかにして継続して取り組むかが課題である。
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＜反映状況＞

法令に基づく重要な報告について、理事長決裁事項とした上で、監事による確認を行うこと

とし、その徹底を図っている。各施設報告を集計・提出する報告については、各施設へのフィ

ードバックを確実に実施している。そのほか、内部監査機能の強化、法令違反等に関与した職

員自らが通報を行った場合における処分減免、外部通報に関する周知等に取り組んでいる。ま

た、職員の法令遵守意識の強化を図るべく、各種会議等の機会を捉えて、コンプライアンスに

係る留意事項等についての徹底等を図っている。

障害者雇用に関しては、本部に設置した「障害者雇用改革プロジェクトチーム」により取り

纏められた「障害者雇用サポートマニュアル」、「障害者雇用研修ガイドブック」等に基づき、

継続的に障害者の安定的な雇用の確保等に取り組んでいくこととしている。

４．その他参考情報

特になし


